
御指摘事項等について

平成3 1年1 月2 8日

文部科学省高等教育局
高等教育段階の教育費負担軽減
新制度プロジェクトチーム

1．案文の修正に関する事項について

長官御指摘の通り第15条第1項第7号を削除した。これに伴い、同項第1号について

も修正を加えた（趣旨は後述)。

また、第12条第3項において、他の個所と合わせて「当該確認大学等の設置者」と修

正した。

2．説明資料について

第15条第1項第7号を削除するにあたり、同項と第7条第2項第3号との間で規定内

容の範囲に不整合が生じないよう整理する必要があるため､以下の資料を作成した｡
①長官用御説明資料

②①の詳細版

③欠格事由と取消し事由の対比の参考として、障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）の抜粋



第
一
条
こ
の
法
律
は
、
真
に
支
援
が
必
要
な
低
所
得
者
世
帯
の
者
に
対
し
、
社
会
で
自
立
し
、
及
び
活
躍
す
る
こ
と
が
で
き

目
次第

二
章
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援

第
一
章
総

第
四
章
罰

第
三
章
雑

附
則

（
目
的
）

第
二
節
学
資
支
給
（
第
四
条
・
第
五
条
）

第
一
節
通
則
（
第
三
条
）

第
三
節
授
業
料
等
減
免
（
第
六
条
’
第
十
六
条
）

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律

第
二
早
総

則 則 則

（
第
十
九
条
）

（
第
十
七
条
・
第
十
八
条
）

（
第
一
条
・
第
二
条
）

則
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里

子

第
二
条
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
大
学
等
」
と
は
、
大
学
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
百
三
条
に

２
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
学
生
等
」
と
は
、
大
学
の
学
部
、
短
期
大
学
の
学
科
及
び
専
攻
科
（
大
学
の
学
部
に
準
ず
る
も
の

３
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
確
認
大
学
等
」
と
は
、
第
七
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
大
学
等
を
い
う
。

規
定
す
る
大
学
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
、
高
等
専
門
学
校
及
び
専
門
課
程
を
置
く
専
修
学
校
（
第
七
条
第
一
項
及
び
第
十

修
学
校
の
専
門
課
程
の
生
徒
を
い
う
。

条
に
お
い
て
「
専
門
学
校
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。

す
る
。

学
の
支
援
を
行
い
、
そ
の
修
学
に
係
る
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
に
よ
り
、
子
ど
も
を
安
心
し
て
生
み
、
育
て
る
こ
と

。
）
及
び
専
攻
科
（
大
学
の
学
部
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
専
攻
科
に
限
る
。
）
の
学
生
並
び
に
専

が
で
き
る
環
境
の
整
備
を
図
り
、
も
っ
て
我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
少
子
化
の
進
展
へ
の
対
処
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
専
攻
科
に
限
る
。
）
並
び
に
高
等
専
門
学
校
の
学
科
（
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
に
限
る

る
豊
か
な
人
間
性
を
備
え
た
創
造
的
な
人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
必
要
な
質
の
高
い
教
育
を
実
施
す
る
大
学
等
に
お
け
る
修

（
定
義
）

2－ー



第
六
条
授
業
料
等
減
免
は
、
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
授
業
料
等
（
授
業
料
及
び
入
学
金
を
い
う
。
同
項
に
お
い
て
同

第
五
条
学
資
支
給
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法

第
四
条
学
資
支
給
は
、
学
資
支
給
金
（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
十
七

第
三
条
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
は
、
確
認
大
学
等
に
在
学
す
る
学
生
等
の
う
ち
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経
済
的

じ
。
）
の
減
免
と
す
る
。

条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
金
を
い
う
。
）
の
支
給
と
す
る
。

理
由
に
よ
り
極
め
て
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
に
対
し
て
行
う
学
資
支
給
及
び
授
業
料
等
減
免
と
す
る
。

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
授
業
料
等
減
免
）

第
二
章
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援

第
三
節
授
業
料
等
減
免

第
二
節
学
資
支
給

第
一
節
通
則
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●

第
七
条
次
の
各
号
に
掲
げ
る
大
学
等
の
設
置
者
は
、
授
業
料
等
減
免
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
（
以
下
「
文
部
科
学
大
臣
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
当
該
大
学
等
が
次
項
各
号

三
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
一
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法

に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
確
認
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
大
学
等
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長

二
国
が
設
置
す
る
専
門
学
校
当
該
専
門
学
校
が
属
す
る
国
の
行
政
機
関
の
長

一
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
（
い
ず
れ
も
学
校
教
育
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
立
学
校
又
は
私
立
学
校
で
あ
る
も

（
大
学
等
の
確
認
）

十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
を
い
う
。
第
十
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
専
門

学
校
文
部
科
学
大
臣

務
大
臣
（
同
法
第
六
十
八
条
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
を
い
う
。
）

人
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
専
門
学
校
当
該
独
立
行
政
法
人
の
主

の
に
限
る
。
第
十
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
国
立
大
学
法
人
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百

､
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２
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
前
項
の
確
認
（
以
下
単
に
「
確
認
」
と
い
う
。
）
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
求
め
に

係
る
大
学
等
が
次
に
掲
げ
る
要
件
（
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
確
認
要
件
」
と
い
う
。
）
を
満
た
し
て
い
る
と
認

＜

七
専
門
学
校
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
当
該
専
門
学
校
を
所
管
す
る
都
道
府
県
知
事

め
る
と
き
は
、
そ
の
確
認
を
す
る
も
の
と
す
る
。

六
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
い
、
公
立
大
学

五
公
立
大
学
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立

一
大
学
等
の
教
育
の
実
施
体
制
に
関
し
、
大
学
等
が
社
会
で
自
立
し
、
及
び
活
躍
す
る
こ
と
が
で
き
る
豊
か
な
人
間
性
を

法
人
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
専
門
学
校
当
該
地
方
独
立
行
政
法

備
え
た
創
造
的
な
人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ

人
を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長

大
学
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
条
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
大
学
等
当
該
公
立
大
学
法
人

を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長

る
こ
と
。

『
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第
八
条
確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
当
該
確
認
大
学
等
に
在
学
す
る
学
生
等
の
う
ち
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び

３
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
確
認
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
行
う
授
業
料
等
減
免
の
額
は
、
確
認
大
学
等
の
種
別
そ
の
他
の
事
情
を
考

方
法
に
従
い
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由
に
よ
り
極
め
て
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
授

公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

業
料
等
減
免
対
象
者
と
し
て
認
定
し
、
当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
対
し
て
授
業
料
等
の
減
免
を
行
う
も
の
と
す
る
。

盧
し
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

三
当
該
大
学
等
の
設
置
者
が
、
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
取
り
消
さ
れ
た
大
学
等
の
設
置
者
又
は
こ
れ
に

二
大
学
等
の
経
営
基
盤
に
関
し
、
大
学
等
が
そ
の
経
営
を
継
続
的
か
つ
安
定
的
に
行
う
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
文
部

（
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
よ
る
授
業
料
等
の
減
免
）

準
ず
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
で
、
そ
の
取
消
し
の
日
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
日
と
し
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
起
算

科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
な
い
こ
と
。
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第
十
条
次
の
各
号
に
掲
げ
る
大
学
等
に
係
る
授
業
料
等
減
免
に
要
す
る
費
用
（
以
下
「
減
免
費
用
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
れ

第
九
条
確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め

２
第
七
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
授
業
料
等
減
免
の
期
間
そ
の
他
の
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
行
う
授
業
料
等
減
免
に
関

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
（
第
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
「
国
等
」
と
い
う
。
）
が
支
弁
す
る
。

三
当
該
確
認
大
学
等
の
名
称
及
び
所
在
地
そ
の
他
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
。

し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認
を
し
た
文
部
科
学
大
臣
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認
を
辞
退
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

一
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
並
び
に
国
、
国
立
大
学
法
人
及
び
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す
る
専
門
学
校
国

一
当
該
確
認
大
学
等
が
、
確
認
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
き
。

（
減
免
費
用
の
支
弁
）

（
確
認
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
等
の
届
出
）

7－ー



第
十
一
条
国
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
（
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が

第
十
二
条
確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
確
認
大
学
等
に
在
学
す
る
授
業
料

支
弁
す
る
減
免
費
用
の
二
分
の
一
を
負
担
す
る
。

等
減
免
対
象
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
授
業
料
等
減
免
を
受
け
た
又
は
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に

至
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
係
る
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お

五
専
門
学
校
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
．
）
当
該
専
門
学
校
を
所
管
す
る
都
道
府
県
知
事
の
統
轄
す
る
都
道
府

三
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
大
学
等
当
該
公
立
大
学
法
人
を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体

四
地
方
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す
る
専
門
学
校
当
該
地
方
独
立
行
政
法
人
を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体

い
て
単
に
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

二
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
大
学
等
当
該
地
方
公
共
団
体

（
認
定
の
取
消
し
等
）

（
国
の
負
担
）

県
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第
十
三
条
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
授
業
料
等
減
免
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な

１

３
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
対
し
減
免
費
用
を
支
弁
す
る
国
等
は
、
前
項
の
規

４
前
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
国
税
及
び
地
方
税
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。

２
確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

、
報
告
若
し
く
は
文
書
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
る

限
度
に
お
い
て
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
若
し
く
は
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
に
対
し

定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
学
生
等
に
対
す
る
授
業
料
等
減
免
に
係
る
減
免
費

り
、
そ
の
旨
を
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認
を
し
た
文
部
科
学
大
臣
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
金
額
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

用
を
既
に
支
弁
し
て
い
る
と
き
は
、
国
税
徴
収
の
例
に
よ
り
、
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
か
ら
当
該
減
免
費
用
に
相
当
す

二
学
生
等
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

一
学
業
成
績
が
著
し
く
不
良
と
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

（
報
告
等
）
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第
十
四
条
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
授
業
料
等
減
免
を
適
切
に
行
っ
て
い
な
い
と
認
め
る
場
合
そ
の

４
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

３
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示

２
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
確
認
大
学
等
の

す
証
明
書
を
携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
頭
を
求
め
、
又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
の
事
務
所
そ
の
他

他
授
業
料
等
減
免
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
対

し
、
期
限
を
定
め
て
、
授
業
料
等
減
免
の
実
施
の
方
法
の
改
善
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が

設
置
者
（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
そ
の
役
職
員
若
し
く
は

の
施
設
に
立
ち
入
り
、
そ
の
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
に
対
し
、
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
若
し
く
は

こ
と
が
で
き
る
。

（
勧
告
、
命
令
等
）
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第
十
五
条
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認

４
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
そ
の

２
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
勧
告
を
受
け
た
確
認
大
学
等
の
設
置
者

措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

勧
告
に
係
る
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
勧
告
に
係
る

を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

が
、

二
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
不
正
の
手
段
に
よ
り
確
認
を
受
け
て
い
た
と
き
。

で
き
る
。

一
確
認
大
学
等
が
、

（
確
認
の
取
消
し
）

げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
き
。

同
項
の
期
限
内
に
こ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

曙
も
ｑ
ｋ
ｌ
そ
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第
十
六
条
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
又
は
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
当
該
確
認
大
学
等
に
係

２
第
七
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
取
消
し
を
し
た
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

Vし
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
係
る
授
業
料
等
減
免
に
つ
い
て
は
、
当
該
確
認
を
取
り
消
さ
れ
た
大
学
等
又
は
確
認
を
辞
退

六
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
又
は
こ

五
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
出
頭
を
求
め
ら
れ
て
こ
れ
に
応
ぜ
ず
、
同
項
の
規
定
に

る
確
認
を
辞
退
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
又
は
辞
退
の
際
、
当
該
確
認
大
学
等
に
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
在
学

三
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
減
免
費
用
の
支
弁
に
関
し
不
正
な
行
為
を
し
た
と
き
。

四
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
又
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は

（
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
在
学
し
て
い
る
場
合
の
特
例
）

れ
ら
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
。

し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。

提
示
を
命
ぜ
ら
れ
て
こ
れ
に
従
わ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
た
と
き
。

よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
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第
十
七
条
国
は
、
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
減
免
費
用
の
支
弁
が
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
第
十
二

十
条
の
規
定
に
よ
る
減
免
費
用
の
支
弁
の
う
ち
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
（
い
ず
れ
も
学
校
教
育
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定

掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め

す
る
私
立
学
校
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
を
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
を
通
じ
て
行
う
こ
と
が
で
き

」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
」
と
、
「
に
係
る
減
免
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
に
係
る
減

条
第
二
項
中
「
文
部
科
学
大
臣
等
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
大
臣
及
び
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
の
理
事
長
」

し
た
大
学
等
を
確
認
大
学
等
と
み
な
し
て
、
こ
の
法
律
の
規
定
を
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
同
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に

る
場
合
に
お
け
る
当
該
大
学
等
に
係
る
減
免
費
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
．

と
、
同
条
第
三
項
中
「
を
支
弁
す
る
国
等
」
と
あ
る
の
は
「
に
充
て
る
た
め
の
資
金
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
減
免
資
金

る
。 （

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
を
通
じ
て
行
う
減
免
費
用
の
支
弁
）

第
三
章
雑
則
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第
十
九
条
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告

第
十
八
条
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
。

２
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く

３
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、

若
し
く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず

、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

下
の
罰
金
に
処
す
る
。

は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し

資
金
」
と
す
る
。

く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以

免
資
金
」
と
、
「
支
弁
し
て
い
る
」
と
あ
る
の
は
「
交
付
し
て
い
る
」
と
、
「
当
該
減
免
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
減
免

（
文
部
科
学
省
令
へ
の
委
任
）

第
四
章
罰
則
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第
一
条
こ
の
法
律
は
、
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一

第
二
条
こ
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
確
認
の
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
い
て
も
行
う
こ

第
三
条
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
四
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
こ
の
法

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

年
の
翌
年
の
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
及
び
附
則
第
十
四
条
の
規

律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
応
じ
て
所
要
の
見
直
し
を
行
う
も
の
と

を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
属
す
る

と
が
で
き
る
。

前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
同
項
の
刑
を
科
す
る
。

（
検
討
）

（
施
行
前
の
準
備
）

（
施
行
期
日
）

附

則

部

‐ 15‐



第
五
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
次
に
掲
げ
る
費
用
の
財
源
は
、
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消

費
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
に
よ
り
増
加
す
る
消
費
税
の
収
入
を
活

す
る
。

用
し
て
、
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。

二
減
免
費
用
の
う
ち
第
十
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
国
の
支
弁
又
は
第
十
一
条
の
規
定
に
よ

一
学
資
支
給
に
要
す
る
費
用
と
し
て
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
第
二
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
補

（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
改
正
）

（
政
府
の
補
助
等
に
係
る
費
用
の
財
源
）

助
す
る
費
用

第
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
は
、
」
の
下
に
「
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第

る
国
の
負
担
に
係
る
も
の

号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
確
認
大
学
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
確
認
大
学
等
」
と
い
う
。
）
に
在
学
す

ー
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第
二
十
三
条
の
二
政
府
は
、
毎
年
度
、
機
構
に
対
し
、
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
の
支
給
に
要
す
る
費

』
に
改
め
る
。

以
下
の
金
額
」
を
加
え
る
。

又
は
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
よ
る
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
同
項
の
確
認
の
辞
退
の
際
、
当
該
確
認
大
学
等
に
在
学
し
て

る
」
を
、
「
認
定
さ
れ
た
者
」
の
下
に
「
（
同
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
法
第
七
条
第
一
項
の
確
認
の
取
消
し

い
る
当
該
認
定
さ
れ
た
者
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
三
条
の
三
を
削
る
．

第
二
十
三
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
補
助
金
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
経
費
」
を
「
費
用

第
十
七
条
の
四
第
一
項
中
二
部
」
の
下
に
『
を
徴
収
す
る
ほ
か
、
そ
の
徴
収
す
る
額
に
百
分
の
四
十
を
乗
じ
て
得
た
額

第
三
十
条
第
三
号
を
削
る
。

用
を
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。
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4

第
六
条
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
『
新
機
構
法
」
と

３
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
存
続
す
る
学
資
支
給
基
金
に
つ
い
て
は
、
旧
機
構
法
第
二
十
三
条
の
一
一
、
第
二
十
三
条
の
三
及

２
旧
機
構
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
基
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
学
資
支
給
基
金
」
と

４
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
は
、
旧
学
資
支
給
金
の
支
給
が
終
了
し
た
場
合
に
お
い
て
、
学
資
支
給
基
金
に
残
余

び
第
三
十
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
国
庫
に
納
付
す
る
ま
で
（
残
余
が
な
い

場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
の
支
給
が
終
了
す
る
日
ま
で
）
の
間
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
．

」
と
い
う
。

）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
機
構
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定

が
あ
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
残
余
の
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

支
給
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独

い
う
。
）
は
、
旧
学
資
支
給
金
の
支
給
が
終
了
す
る
日
ま
で
の
間
、
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。

に
よ
り
認
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
学
資
支
給
金

い
う
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
新
機
構
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て
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等

第
九
条
地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の

第
七
条
附
則
第
五
条
の
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ

よ
う
に
改
正
す
る
。

れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
地
方
財
政
法
の
一
部
改
正
）

（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

（
地
方
税
法
の
一
部
改
正
）

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

附
則
第
四
条
及
び
第
五
条
を
削
る
。

三
十
五
都
道
府
県
知
事
の
確
認
を
受
け
た
専
門
学
校
（
地
方
公
共
団
体
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す
る
も
の
を

除
く
。
）
に
係
る
授
業
料
等
減
免
に
要
す
る
経
費
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一

第
十
二
条
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
（
第
十
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規

第
十
条
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

）
を
賦
課
期
日
と
す
る
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
年
度
の
前
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産

お
い
て
同
じ
」
を
加
え
る
。

税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
一
月
一
日
（
当
該
施
行
の
日
が
一
月
一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
日

４
事
業
団
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
業
務
の
ほ
か
、
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十

（
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
の
一
部
改
正
）

（
地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
三
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
十
八
条
第
二
項
中
「
同
じ
」
の
下
に
「
。
）
又
は
交
付
業
務
（
同
条
第
四
項
の
業
務
を
い
う
。
第
二
十
五
条
第
一
項
に

第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
第
十
三
号
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
る
。

に
よ
る
。

●
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第
十
三
条
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

減
免
資
金
」
を
加
え
る
．

下
同
じ
」
を
加
え
る
。

（
内
閣
府
設
置
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
同
じ
」
の
下
に
「
。
）
（
交
付
業
務
を
含
む
。
第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
四
項
を
除
き
、
以

第
四
十
八
条
第
一
項
第
七
号
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を
、
「
交
付
す
る
補
助
金
」
の
下
に
「
及
び

行
う
。

附
則
第
十
三
条
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を
加
え
る
。

た
め
に
必
要
な
国
の
資
金
の
交
付
を
受
け
、
こ
れ
を
財
源
と
し
て
、
学
校
法
人
に
対
し
、
減
免
資
金
を
交
付
す
る
業
務
を

限
る
。
）
に
充
て
る
た
め
の
資
金
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
七
条
に
お
い
て
「
減
免
資
金
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る

第
四
条
第
三
項
第
二
十
七
号
の
五
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一
年
法
律
第
号
）
第
十
条
に
規
定
す
る
減
免
費
用
（
私
立
学
校
で
あ
る
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
に
係
る
も
の
に

－21 －



‐

第
十
四
条
こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
一
条
の
三
及
び
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
第
二
十
七
号
の
五
」
を
「
第
一
一
十
七
号
の
六
」
に
改
め
る
。

二
十
七
の
六
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
（
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律

第
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
経
費
の
配
分
計
画
に
関
す
る
こ
と
。
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す
る
一
環
と
し
て
、
真
に
支
援
が
必
要
な
低
所
得
者
世
帯
の
者
に
対
し
、
社
会
で
自
立
し
、
及
び
活
躍
す
る
こ
と
が
で
き
る
豊

法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

か
な
人
間
性
を
備
え
た
創
造
的
な
人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
必
要
な
質
の
高
い
教
育
を
実
施
す
る
大
学
等
に
お
け
る
修
学
に
係

る
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
学
資
の
支
給
及
び
授
業
料
等
の
減
免
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の

我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
少
子
化
の
進
行
及
び
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
重
要
性
に
鑑
み
、
総
合
的
な
少
子
化
対
策
を
推
進

理
由

－23－
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○
租
税
特
別
措
畢

（
試
験
研
究
去

第
五
条
の
三

２
～
６
（
略
）

７
法
第
十
条
壁

７
法
第
十
条
第

措
置

○
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
百
二
号
）

（
認
定
の
取
消
し
の
事
由
）

第
二
十
条
法
第
四
十
三
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
当
該
各
号
に

掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
一
項
認
定
事
業
者
関
税
法
第
六
十
二
条
の
八
第
二
項
第
五
号
若
し
く
は
第
六
弓
側
捌
刷
副
基
準

に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
き
、
又
は
関
税
法
施
行
令
第
五
十
一
条
の
十
一
に
定
め
る
要
件
を
満
た
さ

な
く
な
っ
た
と
き
。

二
・
三
（
略
）

ロ

８
～
肥

○
関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）

（
総
合
保
税
地
域
の
許
可
）

第
六
十
二
条
の
八
（
略
）

２
税
関
長
は
、
前
項
の
許
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
凋
圃
掲
刷
副
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審

査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

八
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
費
用
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
試
験
研
究
の

区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
費
用
と
す
る
。

五
当
該
一
団
の
土
地
等
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
法
人
（
当
該
法
人
以
外
に
当
該
一
団
の
土
地
等
に

お
い
て
貨
物
を
管
理
す
る
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
第
四

十
三
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
（
許
可
の
要
件
）
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

六
当
該
一
団
の
土
地
等
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
法
人
の
資
力
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
当
該

法
人
が
総
合
保
税
地
域
の
業
務
を
遂
行
す
る
の
に
十
分
な
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

一
～
四
（
略
）

五
当
該
一
団
（

二一

法
第
十
条
第
八
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
試
験
研
究
次
に
掲
げ
る
費
用

イ
そ
の
試
験
研
究
を
行
う
た
め
に
要
す
る
原
材
料
費
、
人
件
費
（
前
項
第
二
号
の
分
析
を
行
う
た
め

に
必
要
な
専
門
的
知
識
を
も
っ
て
当
該
試
験
研
究
の
業
務
に
専
ら
従
事
す
る
者
と
し
て
財
務
省
令

れ
ら
の
原
材
料
費
及
び
人
件
費
に
相
当
す
る
部
分
並
び
に
当
該
試
験
研
究
を
行
う
た
め
に
要
す
る

経
費
に
相
当
す
る
部
分
（
外
注
費
に
相
当
す
る
部
分
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）

ｃ
定
め
る
者
に
係
る
も
の
に
Ｉ
る

へ

略
画

産電
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）

究
を
行
っ
た
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
）

（
略
）

イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
経
費
（
外
注
費
に
あ
っ
て
は
、
こ

第15条第1項第1号関係
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○
関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）

（
総
合
保
税
地
域
の
許
可
）

第
六
十
二
条
の
八
（
略
）

２
税
関
長
は
、
前
項
の
許
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
刻
倒
掴
酬
副
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審

査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）

（
試
験
研
究
を
行
っ
た
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
）

第
五
条
の
三
（
略
）

第
五
条
の
三

○
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
百
二
号
）

（
認
定
の
取
消
し
の
事
由
）

第
二
十
条
法
第
四
十
三
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
当
該
各
号
に

掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
一
項
認
定
事
業
者
関
税
法
第
六
十
二
条
の
八
第
二
項
第
五
号
若
し
く
は
第
六
弓
剛
掴
刷
副
基
準

に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
き
、
又
は
関
税
法
施
行
令
第
五
十
一
条
の
十
一
に
定
め
る
要
件
を
満
た
さ

な
く
な
っ
た
と
き
。

二
・
三
（
略
）

２
～
６
（
略
）

ロ

８
～
班

７
法
第
十
条
第
八
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
費
用
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
試
験
研
究
の

区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
費
用
と
す
る
。

－
１

ｎ
Ｍ
一
〆
、
ｍ
脾
竜

五
当
該
一
団
の
土
地
等
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
法
人
（
当
該
法
人
以
外
に
当
該
一
団
の
土
地
等
に

お
い
て
貨
物
を
管
理
す
る
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
第
四

十
三
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
（
許
可
の
要
件
）
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

六
当
該
一
団
の
土
地
等
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
法
人
の
資
力
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
当
該

法
人
が
総
合
保
税
地
域
の
業
務
を
遂
行
す
る
の
に
十
分
な
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

一
～
四
（
略
）

五
当
該
一
団
（

二一

法
第
十
条
第
八
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
試
験
研
究
次
に
掲
げ
る
費
用

イ
そ
の
試
験
研
究
を
行
う
た
め
に
要
す
る
原
材
料
費
、
人
件
費
（
前
項
第
二
号
の
分
析
を
行
う
た
め

に
必
要
な
専
門
的
知
識
を
も
っ
て
当
該
試
験
研
究
の
業
務
に
専
ら
従
事
す
る
者
と
し
て
財
務
省
令

れ
ら
の
原
材
料
費
及
び
人
件
費
に
相
当
す
る
部
分
並
び
に
当
該
試
験
研
究
を
行
う
た
め
に
要
す
る

経
費
に
相
当
す
る
部
分
（
外
注
費
に
相
当
す
る
部
分
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）

（
略
）疋

め
る
者
に
係
る
も
の
に
限
る

蕗喧
曹

イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
経
費
（
外
注
費
に
あ
っ
て
は
、
こ

第15条第1項第1号関係

｢○○で定める者に係るものに限る｡」

○号に掲げる…」と規定する例
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欠格事由と取消し事由に規定する内容の考え方について

旧第15条第1項第7号に規定して内容については、設置者による法律違反等

で取り消された場合が欠格事由及び取消し事由としての中核的な内容であり、

役員に係る規定はその付随的な規定である。

このため、役員に係る規定については、第7条第2項第3号の欠格事由とし

て規定することとし、具体的には、第15条第1項の規定により確認を取り消さ

れた大学等の設置者に準ずる者として政令で定める者の一つとして規定する。

なお、上記第7条第2項第3号に規定するものの中には、子ども・子育て支

援法（平成24年法律第65号）第40条第1項では取消し事由として規定されてい

ないもの（本法律案では、取消しを受けてから3年を経過しない設置者である

こと等） 、規定されているもの（本法律案では、 この法律等に違反した者が役

員である設置者等）の両方がある。

このため、子ども・子育て支援法の規定内容に倣い、取消し事由として規定

されているもののみについて、第7条第2項第3号の規定内容を第15条第1項

第1号に位置付ける必要があることから、同号の規定ぶりについては、 『第7

条第1項第1号、第2号又は第3号（政令で定める者に係るものに限る。 ）に

掲げる要件を満たさなくなったとき」とする。

＜参考＞

○子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）

（確認の取消し等）

第四十条市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該

特定教育・保育施設に係る第二十七条第一項の確認を取り消し、又・は期間を

定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

一特定教育・保育施設の設置者が、第三十三条第六項の規定に違反したと

認められるとき。

二特定教育・保育施設の設置者が、教育・保育施設の認可基準に従って施

設型給付費の支給に係る施設として適正な教育・保育施設の運営をするこ

とができなくなったと当該特定教育・保育施設に係る教育・保育施設の認

可等を行った都道府県知事（指定都市所在認定こども園については当該指

定都市の長とし、指定都市等所在幼保連携型認定こども園については当該

指定都市等の長とし、指定都市等所在保育所については当該指定都市等又

は児童相談所設置市の長とする。 ）が認めたとき。

三特定教育・保育施設の設置者が、第三十四条第エ項の市町村の条例で定

める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従って施設型給付費の支給

に係る施設として適正な特定教育・保育施設の運営をすることができなく

なったとき。
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の

四施設型給付費又は特例施設型給付費の請求に関し不正があったとき。

五特定教育・保育施設の設置者が、第三十八条第一項の規定により報告又

は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、

又は虚偽の報告をしたとき。

六特定教育・保育施設の設置者又はその職員が、第三十八条第一項の規定

により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答

弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨

げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該特定教育・保育施設の職員がそ

の行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特定教育・保

育施設の設置者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

七特定教育・保育施設の設置者が、不正の手段により第二十七条第一項の

確認を受けたとき。

八前各号に掲げる場合のほか、特定教育・保育施設の設置者が、 この法律
その他国民の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるもの又は

これらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

九前各号に掲げる場合のほか、特定教育・保育施設の設置者が、教育・保

育に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

十特定教育・保育施設の設置者の役員（業務を執行する社員、取締役、執

行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有

する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行

役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者

を含む。以下同じ。 ）又はその長のうちに過去五年以内に教育・保育に関

し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

2 前項の規定により第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設

の設置者（政令で定める者を除く。 ）及びこれに準ずる者として政令で定め

る者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算

して五年を経過するまでの間は、第三十一条第一項の申請をすることができ

ない。
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欠格事由と取消し事由に規定する内容の考え方について

（欠格事由と取消し事由の関係）

欠格事由と取消し事由については、その内容を同一にすることが基本となっ

ている。これは、

・欠格事由の方が狭い場合は、要件に適合するとして確認はされるものの、

取消し事由に該当するため、確認直後に取消し対象となってしまうこと

・欠格事由の方が広い場合は、確認を受けた後に、欠格事由に該当しても

取り消されないため、確認の際にだけ欠格事由に該当しない状態とし、

確認後すぐに欠格事由に該当する状態となる脱法行為を許してしまうこ

と

等の不合理な状況が生じることを防ぐためであると考えられる。

（両者の内容を同一にする方法）

欠格事由と取消し事由の内容を同一にする場合でも、例えば、取消しから3

年を経過しない者であることなど、確認後に、該当することがあり得ない事由

については、欠格事由のみに規定し、取消し事由には規定しない。

それ以外の事由について、両者の内容を同一にするためには、以下の3つの

方法がある。

①当該制度で一度確認を受けた者に関する欠格事由を設ける場合には、欠

格事由に「取消しから○年を経過しない者」を規定することで、取消し

事由に該当して確認の取消しが行われた場合には、一定の年数が経過す

るまでの間は欠格事由に該当するようにする。

②欠格事由を具体的に規定し、それを取消し事由に引用する、又は、逆に、

取消し事由を具体的に規定し、それを欠格事由に引用する。

（規定例： 「第○条第○項に該当するに至ったとき。 」 ）

③欠格事由と取消し事由の両者に同一の内容を繰り返し具体的に規定する。

上記①で十分であるか否かについては、授業料等減免に係る確認では、取消

しが「できる規定」で規定されており、取消しに裁量があるため、以下の理由

から、欠格事由に取消し事由と同一の内容を規定することが必要であり、①に
加えて、②又は③のように規定することが必要である。

．－つの設置者が複数の都道府県で専門学校を設置できるため、一つの設置

者に関して確認を行う都道府県知事が複数ある場合がある。このため、設

置者による違法行為等により取消し事由に該当した場合、ある都道府県知

事が確認を取り消すか否かの判断が、他の都道府県知事が当該設置者から

申請のあった新たな専門学校についての確認を行うか否かを判断する際の

前提として影響してくることとなり、欠格事由の内容を全国一律に適用し
ていくことができない。
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（欠格事由及び取消し事由として規定する内容）

取消し事由の規定内容には、

①直接事由を書き下すもの、

②欠格事由を引用するもの

がある。

①としては、主として、当該法律の規定に違反した場合などその制度固有の

ものが規定されるのが一般的である。

欠格事由の内容には、

③一般的な法規範への違反（禁鋼以上の刑の刑期が終了していない者等）

④確認等を行った日以降に理論上生じ得ない事由（例えば、取消しを受け

た日から○年を経過しない者であること）

⑤（必要に応じて）取消し事由として直接書き下した①と同様の内容

等が規定されている。

本法律案では、上述の通り、④のうち「取消しを受けてから○年を経過しな

い者」のみを規定したのでは不十分であるため、⑤として取消し事由である①

についても直接欠格事由に規定することが必要である。

（このような規定例として、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第

40条第2項及び子ども・子育て支援法施行令（平成26年政令第213号）第18条第

2項第4号の他、再生医療等の安全性の確保等に関する法律（平成25年法律第

85号）第35条第4項第3号（この法律その他薬事関係法違反から2年経過しな

い者） 、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。 ）第50条第2項第11号

（取消し前5年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をし

たとき）がある。 ）

(本法律案における欠格事由及び取消し事由として規定する具体的な内容）

本法律案における規定内容についての基本的な考え方は以下の通りである。

．取消し事由については、本制度が学生支援の観点から実施されるものであ

り、学生等に帰責性のない理由により確認を取り消すことは妥当ではなく、

この法律の対象外とすることで広く不正・不当な状態一般の是正を図るべ

きことでもないことから、 この法律案への違反等を行った場合に限定して

いる。

・一般的な規範への違反（禁銅以上の刑の刑期が終了していない者等）につ

いては、子ども・子育て支援法制定時に、学校（幼稚園）関係については

設置認可により担保される事項があるとして規定されなかったことを踏ま

えて、学校（大学等）についての制度である本法律案においても規定しな

い。

具体的な規定方法や規定ぶりについては、以下の考えによることとし、その

規定事項については、別添の通りである。
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炉

①欠格事由の一部を政令において規定することについて

本法律案は、法律の構造について全般的に子ども・子育て支援法にならっ

ており、欠格事由と取消し事由の規定方法についても、同法に基本的になら

うこととする。

このため、欠格事由は、同法第40条第2項の規定ぶりを参考としつつ、

「取消しを受けた者及び政令で定める者でその取消しの日等から3年を経過

しないものではないこと」と規定する。

②役員に係る規定を欠格事由として規定し、それを取消し事由として引用す

ることについて

取消し事由として、設置者がこの法律違反等をして一定年数を経過してい

ない場合のみならず、 この法律違反等を行った者で一定年数が経過していな

い役員についても規定する。

この点、設置者による法律違反等で取り消された場合が欠格事由及び取消

し事由としての中核的な内容であり、役員に係る規定はその付随的な規定で

あることから、上記欠格事由として定める「取消しを受けた者及び政令で定

める者」の「政令で定める者」として役員に係る内容を規定した上で、当該

規定を取消し事由として引用することで、取消し事由としてもその内容を規

定することとする。 （ただし、取消し事由として引用すると不合理な事態が

生じ得る事由は除く。 (P4参照) )

③個人立の設置者の存在も踏まえた規定とすることについて

子ども・子育て支援法は、法人立の設置者のみについて規定するものであ

るが（同法第31条第1項柱書） 、本法律案では個人立の専門学校も存在する

ため、政令で定める者は、そのことも踏まえたものとする。

（具体的には、欠格事由及び取消し事由について規定する法律のうち、法人

立及び個人立について適用がある、障害者総合支援法の規定事項を踏まえ
る。 ） ／

具体的には、欠格事由と取消し事由について、以下のケースについて規定す
る必要がある。
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※イーホ、 (A) ． (B)については、別添の本法律の欠格事由及び取消し

事由のまとめ及び障害者総合支援法において同じ。

（第15条第1項第1号の規定ぶりについて）

欠格事由に規定する事項のうち、いずれを取消し事由として規定するのかに

ついては、原則として、子ども・子育て支援法に倣うこととする。すなわち、

欠格事由と取消し事由は、確認の際のみ要件を満たすような脱法的行為を許容

しないためにも、原則として一致することが適切であるが、完全な一致を図る

と実態として不合理が生じ得る場合については、欠格事由として規定しつつも、

取消し事由としては規定しないこととする。

上述の「欠格事由と取消し事由の完全な一致を図ると実態として不合理が生

じ得る場合」としては、本法律案においては、具体的には、同一の設置者が複

数の大学等を設置している場合が想定される。

以下のく欠格事由及び取消し事由の適用について＞の通り、基本的な考え方

としては、ある大学等に係る確認が取り消された場合に、それが当該大学等の

みに係る法令違反である場合には、その取消しは当該大学等についてのみ行い、

学生保謹の観点から、その設置者が設置する他の大学等については、確認の取

消しは行わないというものである。

このことを踏まえると、複数の大学等を設置している設置者について想定す

ると、設置者に係る欠格事由のうち、以下の事由については、取消し事由に引

用することはしない。

・確認を取り消された大学等の設置者で、その取消しから起算して3年を経

過しないもの

・ 3年以内に処分逃れ目的の辞退をした設置者（聴聞通知から処分まで）

・ 3年以内に処分逃れ目的の辞退をした設置者（検査から聴聞決定予定日ま

で）

なお、設置者が、 3年以内に第15条第1項に規定する行為を行った場合につ

いては、既に、法律上に規定があり （第15条第1項） 、欠格事由を取消し要件
として引用したとしても、違法行為が3年以上たってから明らかになった場合

4

設置者の種別等 欠格事由

(欠格事由に該当する以下の

者であった者でないこと）

取消事由

(取消事由に該当する以下

の者でないこと）

個人立の

法人立の

設置者が

設置者が

設置者が

設置者の

役員が

設置者の

役員が

個人立の設置者（イ）

法人立の設置者の役員（ロ）

法人立の設置者（ハ）

個人立の設置者（二）

法人立の設置者の役員（ホ）

法人立・個人立の設置者

(A)

法人立の設置者の役員、

個人立の設置者 . (B)



今

秒

には適用がないことから、 これを取消し事由として引用することはしない。

これにより、仮にある1つの大学等に係る取消しが行われても、役員のうち

に直接取消し事由に該当する行為をした者がいなければ、他の大学等に係る確

認が取り消されることはない。

この点、欠格事由と取消し事由とで一致しない部分については、確認の際の

み満たすといった脱法行為が行われることも想定されるが、設置するすべての

大学等について確認を取り消すごとは不合理であり、学生への影響が大きいこ

とを鑑み、上述のような規定とする。

このような規定内容は、子ども・子育て支援法に倣ったものである。すなわ

ち、同法においては、役員に係る欠格事由としては、役員のうちに以下の者が

いる場合を規定している。

．取消しを受けた設置者において役員であった者で5年を経過しない者

・処分逃れ目的で辞退した設置者において役員であった者で5年を経過しな

い者

・教育・保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者

しかしながら、取消し事由としては、役員のうちに以下の者がいる場合に限

り規定している。

・教育・保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者

（欠格事由及び取消し事由の適用について）

欠格事由及び取消し事由は、その規定ぶりは、その事由に該当してから一定

年数以内であることを規定する以外は同一であるものの、第15条の柱書におい

て、 「当該確認大学等に係る確認」を取り消すことができることとしているこ

とから、それぞれの適用は以下の通りとなる。

事後的に、ある欠格事由に該当した場合、

①当該事由が、例えば、複数の外部理事を置くことなど、特定の大学等に関

わるものではない、設置者に生じる事由の場合には、 この例であれば、そ

の設置者の設置するすべての大学等において関係するため、当該すべての

大学等について、確認要件を満たさなくなったとして、当該すべての大学

等について確認が取り消されうることとなる。

②当該事由が、例えば、確認を受けた大学の減免費用に係る設置者が行った

不正など、特定の大学等に関わる設置者に生じる事由の場合には、第15条

柱書に「当該確認大学に係る確認を取り消すことができる」と規定してい

るため、 この例であれば、当該大学についての確認のみが取り消される。

③当該事由が、例えば、確認を受けた大学が厳格な成績管理をしていなかっ

たなど、特定の大学等に関わる大学等に生じる事由の場合には、上記②と

5
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同様の理由で、 この例であれば、当該大学についての確認のみが取り消さ
れる。

他方で、上記①～③において、当該大学の設置者が別の大学等について新た

に確認を求める場合には、いずれの場合にも、第7条第2項第3号に規定する

「取り消された大学等の設置者」となることから、当該確認を求める大学等に

ついては、確認を受けることはできない。

【政令における要検討事項】

第7条第2項第3号及び第15条第1項第1号の政令事項については、同一設

置者が複数の大学等を設置する場合の問題(1つの大学の確認取消しが他大学

の確認取消し事由となる事態）を回避するため、現時点においては、上述の様

な整理としているが、

・当該考え方の、実態としての適切性（1つ大学で確認取消しを受けた場合に

は同一設置者の他大学も取消し処分すべきという考え方も取り得る）

･政令における規定の在り方

については、他制度における整理も踏まえ、引き続き検討が必要。

＜参考＞

○子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）

（特定教育・保育施設の確認）

第三-'一一条第二十七条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、教

育・保育施設の設置者（国（国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）

第二条第一項に規定する国立大学法人を含む．附則第七条において同じ。 ）

及び公立大学法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第六

十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。 ）を除き、法人に限る。以下

同じ。 ）の申請により、次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当

該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めて、市町村

長が行う。

．－～三 （略）

2 ． 3 （略）

（確認の取消し等）

第四十条 （略）

2 前項の規定により第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設

の設置者（政令で定める者を除く。 ）及びこれに準ずる者として政令で定め

る者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算

して五年を経過するまでの間は、第三十一条第一項の申請をすることができ

ない。

○子ども・子育て支援法施行令（平成二十六年政令第二百十三号）

（法第四十条第二項の政令で定める者等）

6



、

第十八条 （略）

2 法第四十条第二項の同条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を

取り消された教育・保育施設の設置者（前項に規定する者を除く。 ）に準ず

る者として政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する教

育・保育施設の設置者とし、法第四十条第二項の政令で定める日は、当該者

の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

一～三 （略）

四教育・保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者当該行為をした

日

五 （略）

○再生医療等の安全性の確保等に関する法律（平成二-'一五年法律第八十五号）

（特定細胞加工物の製造の許可）

第三十五条 （略）

2．3 （略）

4厚生労働大臣は、申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第一

項の許可をしないことができる。

二 （略）

三前二号に該当する者を除くほか、 この法律、移植に用いる造血幹細胞の

適切な提供の推進に関する法律（平成二十四年法律第九十号）若しくは医

薬品医療機器等法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれら

に基づく処分に違反し、その違反行為があった日から二年を経過しない者

四 （略）

5 （略）

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年

法律第百二十三号）

（指定の取消し等）

第五十条都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、

当該指定障害福祉サービス事業者に係る第二十九条第一項の指定を取り消し、

又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができ
る。

一～十 （略）

十一指定障害福祉サービス事業者が法人である場合において、その役員等

のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしよう

とするとき前五年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行

為をした者があるとき。

十二 （略）

2． 3 （略）
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本法律案における欠格事由及び取消し事由の対応

の階R黍ノ 』巳｡
＝

に辞退をした場合は、取消し処分に係る聴聞通知から処分決定までの間に辞退した場合に比べて悪質性
が低いことから、役員に係る欠格事由には前者を規定しておらず、今回の制度においてもこれに倣って
いる。

欠格事由

(法第7条第2項及び政令）

取消し事由

(法第15条第1項）

法律 当該大学等の設置者が、確認を取り消された大学等の

設置者で、その取消しの日から起算して3年を経過し

ないもの

一 (同一設置者が複数大学等設置する場合

の不都合を避けるため、第1号には規定し

ない｡）

政令 3年以内に右柵に該当する行為があった設置者（個人

及び法人）＜ﾗ順グ b ノ}＞

(第15条第1項第2~6号の取消し事由として時点を

限定することなく規定されており、同条第1項第1号

には規定しない｡）

3年以内に処分逃れ目的の辞退をした設置者

(聴聞通知日から処分決定日まで）

3年以内に処分逃れ目的の辞退をした設置者

(検査日から聴聞決定予定日まで） （※）

設置者が法人の場合で、その役員のうちに以下に該当

する者がある設置者

(i)取消しを受けた設置者（法人・個人）において

役員であった者で､取消しの日から3年経過してい

ない者

(ii)取消しを受けた設置者（個人）であって、取消

しの日から3年経過していない者

(m)処分逃れ目的で辞退した設置者（法人）におい

て役員であった者がいる設置者で､辞退の日から3

年経過していない者

(iv)処分逃れ目的で辞退した設置者（個人）で、辞

退の日から3年経過していない者（※）

(v) 3年以内に①～⑤に該当する者く別菱二、ホ＞

設置者が個人の場合で、以下に該当するとき

(i)取消しを受けた設置者（法人）において役員で

あった者で､取消しの日から3年経過していない者

(ii)処分逃れ目的で辞退した設置者（法人）におい

て役員であった者で､辞退の日から3年経過してい
ない者

(ui)3年以内に法人の役員として①～⑤に該当する

者＜臓口＞

①確認大学等の設置者が、不正の手段に
より確認を受けていたとき（2号）

②確認大学等の設腫者が、減免費用の支

弁に関し不正な行為をしたとき（3号）

③確認大学等の設置者が､第13条第2項
に規定する報告又は物件の提出・提示を

せず、又は虚偽の報告や虚偽の物件の提
出・提示をしたとき（4号）

④確認大学等の設置者が､第13条第2項
に規定する出頭命令違反､答弁拒否･虚偽
答弁､検査拒否･妨害･忌避をしたとき（5

号）

⑤確認大学等の設澄者が、この法律若し
くはこの法律に基づく命令又はこれらに

基づく処分に違反したとき（6号）
－ (同一設置者が複数大学等設置する場合

の不都合を避けるため、第1号には規定し

ない｡）
－ (同一設侭者が複数大学等設置する場合

の不都合を避けるため、第1号には規定し

ない｡）

左棡のうち、下線部について、欠格事由

(第7条第2項第3号）において「政令

で定める者｣として規定し、同一の事由に

ついて取消し事由（第15条第1､項第1

号）としても規定



○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二

十三号） （抄）

四（指定障害福祉サービス事業者の指定

第三十六条 （略）

（略）

都道府県知事は､第一項の申請があった場合において、次の各号(療謹介謹に係る指定

の申請にあっては、第七号を除く｡）のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービ

ス事業者の指定をしてはならない。

一～五の二 （略）

六申請者が､第五十条第一項（同条第三項において準用する場合を含む。以下この項に

おいて同じ｡)、第五十一条の二十九第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第六項

の規定により指定を取り消され､その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当

該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政

手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内

に当該法人の役員又はそのサービス事業所を管理する者その他の政令で定める使用人

（以下「役員等」という｡）であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しな

いものを含み､当該指定を取り消された者が法人でない場合においては､当該通知があ

った日前六十日以内に当該者の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年

を経過しないものを含む｡）であるとき。 （以下、略)。

七 （略）

八申請者が､第五十条第一項､第五十一条の二-'一九第一項若しくは第二項又は第七十六

条の三第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定によ

る通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間

に第四十六条第二項又は第五十一条の二十五第二項若しくは第四項の規定による事業

２
３

と
処
分
逃
れ
を
行
っ
た
設
置
者

（
法
人
・
個
人
）

の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く｡）で、当

該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

九申請者が、第四十八条第一項（同条第三項において準用する場合を含む｡）又は第五

十一条の二十七第一項若しくは第二項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予

定日（当該検査の結果に基づき第五十条第一項又は第五十一条の二十九第一項若しく

は第二項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすること

が見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者

に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の

日をいう｡）までの間に第四十六条第二項又は第五十一条の二十五第二項若しくは第四

項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由があ

る者を除く｡）で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

十第八号に規定する期間内に第四十六条第二項又は第五十一条の二十五第二項若しく

は第四項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が､同号の通知

の日前六十日以内に当該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある

法人を除く｡）の役員等又は当該届出に係る法人でない者（当該事業の廃止について相

当の理由がある者を除く｡）の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を

経過しないものであるとき。

十一申請者が､指定の申請前五年以内に障害福祉ｻｰビｽに関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 一

十二申請者が､法人で､その役員等のうちに第四号から第六号まで又は第八号から前号

までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

-'一三 （略）

1)～4

不
正
不
当
な
行
為
を
行
っ
た
者
（
設
置
者
（
法
人
・
個
人
）
、
役
員
、

そ
の
他
の
者
）
で
あ
る
設
瞳
者
（
法
人
・
個
人
）

処
分
を
逃
れ
た
設

役
員
で
あ
っ
た
設
置
者
（
法
人
）
の

置
者
（
個
人
）

ｃそ
の
役
員
が
各
号
の
者

で
あ
る
設
置
者
（
法
人
）

一

取
消
し
を
受
け
た
設
置
者
（
法
人
・
個
人
）
、

取
り
消
さ
れ
た
設
置
者
（
法
人
）
の
役
員
が
い
る
設
澄
者
（
法
人
）



『壼嘉詞
（指定の取消し等）

第五十条都道府県知事は､次の各号のいずれかに該当する場合においては､当該指定障害

福祉サービス事業者に係る第二十九条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその

指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

一～三 （略）

祉サービス事業者が、第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定

ビスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定障害福祉サ

の運営をすることができなくなったとき。

若しくは訓練等給付費又は療義介謹医療費の請求に関し不正があったと

福
一
業
饗
福
件
福
項
せ
避
お
監
福
掲
し

害
サ
事
付
害
物
害
一
弁
忌
に
ぴ
害
に
若

障
祉
の
給
障
の
障
第
答
は
合
及
障
・
号
療

定
福
ス
識
定
他
・
定
条
て
く
場
意
定
き
各
医

指
害
ビ
介
・
指
の
き
指
八
し
し
た
注
指
と
前
健

障
一
き
そ
と
十
対
若
し
の
た
保

四
五
六
七
八
九両

祉サービス事業者が、第四十八条第一項の規定により報告又は帳簿書類

の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をした不
正
不
当
な
行
為
を
行
っ
た
設
置
者
（
法
人
・
個
人
）

祉サービス事業者又は当該指定に係るサービス事業所の従業者が、第四

の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に

ず､若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み､妨げ、

したとき。ただし、当該指定に係るサービス事業所の従業者がその行為を

いて､その行為を防止するため、当該指定障害福祉サービス事業者が相当

督を尽くしたときを除く。

祉サービス事業者が、不正の手段により第二十九条第一項の指定を受け

げる場合のほか､指定障害福祉サービス事業者が、この法律その他国民の

くは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命

令若しくは処分に違反したとき。

げる場合のほか､指定障害福祉サービス事業者が､障害福祉サービスに関

しく不当な行為をしたとき。乱じし栗霊塵

｛
一指定障害福祉サービス事業者が法人である場合において、その役一等のうちに指

定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき．､1五以内

に障害福祉サーヒスに関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき ◎

十二

・3

(略）

(略）2

1■■

そ
の
役
員
が
不
正
不
当
な
行
為
を
行
っ
た
者
（
設
置
者
（
法
人
・
個
人
）
、

役
員
、
そ
の
他
の
者
）
で
あ
る
設
置
者
（
法
人
）
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欠格事由と取消し事由に規定する内容の考え方について

旧第l5条第1項第7号に規定して内容については、設置者による法律違反等

で取り消された場合が欠格事由及び取消し事由としての中核的な内容であり、

役員に係る規定はその付随的な規定である。

このため、役員に係る規定については、第7条第2項第3号の欠格事由とし

て規定することとし、具体的には、第15条第1項の規定により確認を取り消さ

れた大学等の設置者に準ずる者として政令で定める者の一つとして規定する。

く参考＞

○子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）

（確認の取消し等）

第四十条市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該
特定教育・保育施設に係る第二十七条第一項の確認を取り消し、又は期間を
定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

一特定教育・保育施設の設置者が、第三十三条第六項の規定に違反したと

認められるとき。

二特定教育・保育施設の設置者が、教育・保育施設の認可基準に従って施

設型給付費の支給に係る施設として適正な教育・保育施設の運営をするこ
とができなくなったと当該特定教育・保育施設に係る教育・保育施設の認

可等を行った都道府県知事（指定都市所在認定こども園については当該指

定都市の長とし、指定都市等所在幼保連携型認定こども園については当該

指定都市等の長とし、指定都市等所在保育所については当該指定都市等又
は児童相談所設置市の長とする。 ）が認めたとき。

三特定教育・保育施設の設置者が、第三十四条第二項の市町村の条例で定

める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従って施設型給付費の支給

に係る施設として適正な特定教育・保育施設の運営をすることができなく
なったとき。

四施設型給付費又は特例施設型給付費の請求に関し不正があったとき。

五特定教育・保育施設の設置者が、第三十八条第一項の規定により報告又
は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、
又は虚偽の報告をしたとき。

六特定教育・保育施設の設置者又はその職員が、第三十八条第一項の規定

により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答

弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨
げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該特定教育・保育施設の職員がそ

の行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特定教育・保

育施設の設置者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

1



七特定教育・保育施設の設置者が、不正の手段により第二十七条第一項の

確認を受けたとき。

八前各号に掲げる場合のほか、特定教育・保育施設の設置者が、 この法律
その他国民の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるもの又は

これらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

九前各号に掲げる場合のほか、特定教育・保育施設の設置者が、教育・保

育に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

十特定教育・保育施設の設置者の役員（業務を執行する社員、取締役、執

行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有

する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行

役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者

を含む。以下同じ。 ）又はその長のうちに過去五年以内に教育・保育に関

し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

前項の規定により第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設

の設置者（政令で定める者を除く。 ）及びこれに準ずる者として政令で定め

る者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算

して五年を経過するまでの間は、第三十一条第一項の申請をすることができ

2

ない。

2



第
一
条
こ
の
法
律
は
、
真
に
支
援
が
必
要
な
低
所
得
者
世
帯
の
者
に
対
し
、
社
会
で
自
立
し
、
及
び
活
躍
す
る
こ
と
が
で
き

目
次第

四
章
罰

第
三
章
雑
則
（
第
十
七
条
・
第
十
八
条
）

附
則

第
二
章
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援

第
一
章
総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

（
目
的
）

第
三
節
授
業
料
等
減
免
（
第
六
条
’
第
十
六
条
）

第
二
節
学
資
支
給
（
第
四
条
・
第
五
条
）

第
一
節
通

第
一
章
総

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律

則
則

（
第
十
九
条
）

則
（
第
三
条
）

1－ー



（
定
義
）

第
二
条
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
大
学
等
」
と
は
、
大
学
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
一
一
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
百
三
条
に

２
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
学
生
等
」
と
は
、
大
学
の
学
部
、
短
期
大
学
の
学
科
及
び
専
攻
科
（
大
学
の
学
部
に
準
ず
る
も
の

３
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
確
認
大
学
等
」
と
は
、
第
七
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
大
学
等
を
い
う
。

す
る
。

条
に
お
い
て
「
専
門
学
校
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。

規
定
す
る
大
学
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
、
高
等
専
門
学
校
及
び
専
門
課
程
を
置
く
専
修
学
校
（
第
七
条
第
一
項
及
び
第
十

修
学
校
の
専
門
課
程
の
生
徒
を
い
う
．

学
の
支
援
を
行
い
、
そ
の
修
学
に
係
る
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
に
よ
り
、
子
ど
も
を
安
心
し
て
生
み
、
育
て
る
こ
と

。
）
及
び
専
攻
科
（
大
学
の
学
部
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
専
攻
科
に
限
る
．
）
の
学
生
並
び
に
専

が
で
き
る
環
境
の
整
備
を
図
り
、
も
っ
て
我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
少
子
化
の
進
展
へ
の
対
処
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
専
攻
科
に
限
る
。
）
並
び
に
高
等
専
門
学
校
の
学
科
（
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
に
限
る

る
豊
か
な
人
間
性
を
備
え
た
創
造
的
な
人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
必
要
な
質
の
高
い
教
育
を
実
施
す
る
大
学
等
に
お
け
る
修

2‐ー



第
五
条
学
資
支
給
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法

第
六
条
授
業
料
等
減
免
は
、
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
授
業
料
等
（
授
業
料
及
び
入
学
金
を
い
う
。
同
項
に
お
い
て
同

第
四
条
学
資
支
給
は
、
学
資
支
給
金
（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
十
七

第
三
条
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
は
、
確
認
大
学
等
に
在
学
す
る
学
生
等
の
う
ち
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経
済
的

条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
金
を
い
う
。
）
の
支
給
と
す
る
。

じ
。
）
の
減
免
と
す
る
。

理
由
に
よ
り
極
め
て
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
に
対
し
て
行
う
学
資
支
給
及
び
授
業
料
等
減
免
と
す
る
。

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
授
業
料
等
減
免
）

第
二
章
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援

第
三
節
授
業
料
等
減
免

第
二
節
学
資
支
給

第
一
節
通
則

3－I■■



第
七
条
次
の
各
号
に
掲
げ
る
大
学
等
の
設
置
者
は
、
授
業
料
等
減
免
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
（
以
下
「
文
部
科
学
大
臣
等
」
と
い
う
．
）
に
対
し
、
当
該
大
学
等
が
次
項
各
号

に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
確
認
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法

四
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
大
学
等
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長

二
国
が
設
置
す
る
専
門
学
校
当
該
専
門
学
校
が
属
す
る
国
の
行
政
機
関
の
長

一
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
（
い
ず
れ
も
学
校
教
育
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
立
学
校
又
は
私
立
学
校
で
あ
る
も

（
大
学
等
の
確
認
）

十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
を
い
う
。
第
十
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
専
門

学
校
文
部
科
学
大
臣

務
大
臣
（
同
法
第
六
十
八
条
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
を
い
う
。
）

人
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
専
門
学
校
当
該
独
立
行
政
法
人
の
主

の
に
限
る
。
第
十
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
国
立
大
学
法
人
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百

4－ー



２
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
前
項
の
確
認
（
以
下
単
に
「
確
認
」
と
い
う
。
）
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
求
め
に

係
る
大
学
等
が
次
に
掲
げ
る
要
件
（
第
九
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
確
認
要
件
」
と
い

う
。
）
を
満
た
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
確
認
を
す
る
も
の
と
す
る
。

七
専
門
学
校
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
当
該
専
門
学
校
を
所
管
す
る
都
道
府
県
知
事

六
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
い
、
公
立
大
学

五
公
立
大
学
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立

一
大
学
等
の
教
育
の
実
施
体
制
に
関
し
、
大
学
等
が
社
会
で
自
立
し
、
及
び
活
躍
す
る
こ
と
が
で
き
る
豊
か
な
人
間
性
を

備
え
た
創
造
的
な
人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ

法
人
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
専
門
学
校
当
該
地
方
独
立
行
政
法

人
を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長

大
学
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
条
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
．
）
が
設
置
す
る
大
学
等
当
該
公
立
大
学
法
人

を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長

る
こ
と
。

5－ー



第
八
条
確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
当
該
確
認
大
学
等
に
在
学
す
る
学
生
等
の
う
ち
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び

３
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
確
認
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り

へ

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
行
う
授
業
料
等
減
免
の
額
は
、
確
認
大
学
等
の
種
別
そ
の
他
の
事
情
を
考

公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

方
法
に
従
い
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由
に
よ
り
極
め
て
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
授

業
料
等
減
免
対
象
者
と
し
て
認
定
し
、
当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
対
し
て
授
業
料
等
の
減
免
を
行
う
も
の
と
す
る
。

三
当
該
大
学
等
の
設
置
者
が
、
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
取
り
消
さ
れ
た
大
学
等
の
設
置
者
又
は
こ
れ
に

慮
し
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

二
大
学
等
の
経
営
基
盤
に
関
し
、
大
学
等
が
そ
の
経
営
を
継
続
的
か
つ
安
定
的
に
行
う
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
文
部

（
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
よ
る
授
業
料
等
の
減
免
）

科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

準
ず
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
で
、
そ
の
取
消
し
の
日
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
日
と
し
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
起
算

し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
な
い
こ
と
。
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第
十
条
次
の
各
号
に
掲
げ
る
大
学
等
に
係
る
授
業
料
等
減
免
に
要
す
る
費
用
（
以
下
「
減
免
費
用
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
れ

２
第
七
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
九
条
確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め

３
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
授
業
料
等
減
免
の
期
間
そ
の
他
の
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
行
う
授
業
料
等
減
免
に
関

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
（
第
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
「
国
等
」
と
い
う
。
）
が
支
弁
す
る
。

三
当
該
確
認
大
学
等
の
名
称
及
び
所
在
地
そ
の
他
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
。

し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認
を
し
た
文
部
科
学
大
臣
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認
を
辞
退
し
よ
う
と
す
る
と
き
．

一
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
並
び
に
国
、
国
立
大
学
法
人
及
び
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す
る
専
門
学
校
国

一
当
該
確
認
大
学
等
が
、
確
認
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
き
。

（
減
免
費
用
の
支
弁
）

（
確
認
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
等
の
届
出
）
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第
十
一
条
国
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
（
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が

第
十
二
条
確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
確
認
大
学
等
に
在
学
す
る
授
業
料

支
弁
す
る
減
免
費
用
の
二
分
の
一
を
負
担
す
る
。

五
専
門
学
校
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
当
該
専
門
学
校
を
所
管
す
る
都
道
府
県
知
事
の
統
轄
す
る
都
道
府

三
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
大
学
等
当
該
公
立
大
学
法
人
を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体

等
減
免
対
象
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
授
業
料
等
減
免
を
受
け
た
又
は
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に

至
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
係
る
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お

四
地
方
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す
る
専
門
学
校
当
該
地
方
独
立
行
政
法
人
を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体

二
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
大
学
等
当
該
地
方
公
共
団
体

い
て
単
に
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
国
の
負
担
）

（
認
定
の
取
消
し
等
）

県
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第
十
三
条
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
授
業
料
等
減
免
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な

４
前
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
国
税
及
び
地
方
税
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。

３
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
対
し
減
免
費
用
を
支
弁
す
る
国
等
は
、
前
項
の
規

２
確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

、
報
告
若
し
く
は
文
書
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
る

限
度
に
お
い
て
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
若
し
く
は
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
に
対
し

定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
学
生
等
に
対
す
る
授
業
料
等
減
免
に
係
る
減
免
費

る
金
額
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

用
を
既
に
支
弁
し
て
い
る
と
き
は
、
国
税
徴
収
の
例
に
よ
り
、
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
か
ら
当
該
減
免
費
用
に
相
当
す

り
、
そ
の
旨
を
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認
を
し
た
文
部
科
学
大
臣
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
学
生
等
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

一
学
業
成
績
が
著
し
く
不
良
と
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

（
報
告
等
）
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第
十
四
条
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
授
業
料
等
減
免
を
適
切
に
行
っ
て
い
な
い
と
認
め
る
場
合
そ
の

３
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示

２
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
確
認
大
学
等
の

４
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

出
頭
を
求
め
、
又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
の
事
務
所
そ
の
他

す
証
明
書
を
携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

設
置
者
（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
そ
の
役
職
員
若
し
く
は

他
授
業
料
等
減
免
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
対

の
施
設
に
立
ち
入
り
、
そ
の
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
に
対
し
、
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
若
し
く
は

こ
と
が
で
き
る
。

し
、
期
限
を
定
め
て
、
授
業
料
等
減
免
の
実
施
の
方
法
の
改
善
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が

（
勧
告
、
命
令
等
）
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第
十
五
条
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認

４
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
そ
の

２
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
勧
告
を
受
け
た
確
認
大
学
等
の
設
置
者

措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

勧
告
に
係
る
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
勧
告
に
係
る

三
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
か
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
減
免
費
用
の
支
弁
に
関
し
不
正
な
行
為
を
し
た
と
き
。

が
、

二
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
不
正
の
手
段
に
よ
り
確
認
を
受
け
て
い
た
と
き
。

で
き
る
。

一
確
認
大
学
等
が
、
確
認
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
き
。

（
確
認
の
取
消
し
）

同
項
の
期
限
内
に
こ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
十
六
条
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
又
は
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
当
該
確
認
大
学
等
に
係

２
第
七
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
取
消
し
を
し
た
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

V 一
ハ 五

確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
出
頭
を
求
め
ら
れ
て
こ
れ
に
応
ぜ
ず
、
同
項
の
規
定
に

し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
係
る
授
業
料
等
減
免
に
つ
い
て
は
、
当
該
確
認
を
取
り
消
さ
れ
た
大
学
等
又
は
確
認
を
辞
退

四
確
認
犬
学
等
の
設
置
者
が
、
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
又
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は

し
た
大
学
等
を
確
認
大
学
等
と
み
な
し
て
、
こ
の
法
律
の
規
定
を
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
同
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に

る
確
認
を
辞
退
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
又
は
辞
退
の
際
、
当
該
確
認
大
学
等
に
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
在
学

（
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
在
学
し
て
い
る
場
合
の
特
例
）

提
示
を
命
ぜ
ら
れ
て
こ
れ
に
従
わ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
た
と
き
。

れ
ら
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
．

し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。

よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
又
は
こ
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第
十
七
条
国
は
、
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
減
免
費
用
の
支
弁
が
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
第
十
二

免
資
金
」
と
、
「
支
弁
し
て
い
る
」
と
あ
る
の
は
「
交
付
し
て
い
る
」
と
、
「
当
該
減
免
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
減
免

」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
」
と
、
「
に
係
る
減
免
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
に
係
る
減

条
第
二
項
中
「
文
部
科
学
大
臣
等
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
大
臣
及
び
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
の
理
事
長
」

す
る
私
立
学
校
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
を
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
を
通
じ
て
行
う
こ
と
が
で
き

十
条
の
規
定
に
よ
る
減
免
費
用
の
支
弁
の
う
ち
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
（
い
ず
れ
も
学
校
教
育
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定

と
、
同
条
第
三
項
中
「
を
支
弁
す
る
国
等
」
と
あ
る
の
は
「
に
充
て
る
た
め
の
資
金
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
減
免
資
金

掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め

る
。

る
場
合
に
お
け
る
当
該
大
学
等
に
係
る
減
免
費
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
を
通
じ
て
行
う
減
免
費
用
の
支
弁
）

第
三
章
雑
則
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第
十
九
条
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告

第
十
八
条
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
。

２
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く

３
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、

、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

若
し
く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず

資
金
」
と
す
る
。

前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
同
項
の
刑
を
科
す
る
。

下
の
罰
金
に
処
す
る
。

く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以

は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し

（
文
部
科
学
省
令
へ
の
委
任
）

第
四
章
罰
則

P
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第
三
条
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
四
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
こ
の
法

第
二
条
こ
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
確
認
の
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
い
て
も
行
う
こ

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一

律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
応
じ
て
所
要
の
見
直
し
を
行
う
も
の
と

す
る
。

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

年
の
翌
年
の
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
及
び
附
則
第
十
四
条
の
規

と
が
で
き
る
。

を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
属
す
る

（
検
討
）

（
施
行
前
の
準
備
）

（
施
行
期
日
）

附

則

部

- 15 ｰ



第
四
条
次
に
掲
げ
る
費
用
の
財
源
は
、
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消

第
五
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

費
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
に
よ
り
増
加
す
る
消
費
税
の
収
入
を
活

用
し
て
、
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。

る
」
を
、
「
認
定
さ
れ
た
者
」
の
下
に
「
（
同
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
法
第
七
条
第
一
項
の
確
認
の
取
消
し

二
減
免
費
用
の
う
ち
第
十
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
．
）
の
規
定
に
よ
る
国
の
支
弁
又
は
第
十
一
条
の
規
定
に
よ

一
学
資
支
給
に
要
す
る
費
用
と
し
て
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
第
二
十
三
条
の
一
一
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
補

（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
改
正
）

（
政
府
の
補
助
等
に
係
る
費
用
の
財
源
）

助
す
る
費
用

第
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
は
、
」
の
下
に
「
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第

る
国
の
負
担
に
係
る
も
の

号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
確
認
大
学
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
確
認
大
学
等
」
と
い
う
。
）
に
在
学
す
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第
六
条
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
機
構
法
」
と

第
二
十
三
条
の
二
政
府
は
、
毎
年
度
、
機
構
に
対
し
、
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
の
支
給
に
要
す
る
費

」
に
改
め
る
。

以
下
の
金
額
」
を
加
え
る
。

い
る
当
該
認
定
さ
れ
た
者
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

又
は
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
よ
る
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
同
項
の
確
認
の
辞
退
の
際
、
当
該
確
認
大
学
等
に
在
学
し
て

（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
十
条
第
三
号
を
削
る
。

第
二
十
三
条
の
三
を
削
る
．

第
二
十
三
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
．

第
二
十
三
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
補
助
金
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
経
費
」
を
「
費
用

第
十
七
条
の
四
第
一
項
中
二
部
」
の
下
に
「
を
徴
収
す
る
ほ
か
、
そ
の
徴
収
す
る
額
に
百
分
の
四
十
を
乗
じ
て
得
た
額

用
を
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。
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３
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
存
続
す
る
学
資
支
給
基
金
に
つ
い
て
は
、
旧
機
構
法
第
二
十
三
条
の
二
第
二
十
三
条
の
三
及

２
旧
機
構
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
基
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
学
資
支
給
基
金
」
と

４
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
は
、
旧
学
資
支
給
金
の
支
給
が
終
了
し
た
場
合
に
お
い
て
、
学
資
支
給
基
金
に
残
余

び
第
三
十
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
国
庫
に
納
付
す
る
ま
で
（
残
余
が
な
い

」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
機
構
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定

支
給
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独

場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
の
支
給
が
終
了
す
る
日
ま
で
）
の
間
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

に
よ
り
認
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
学
資
支
給
金

が
あ
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
残
余
の
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
う
。

い
う
．
）
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
新
機
構
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

ー

は
、

旧
学
資
支
給
金
の
支
給
が
終
了
す
る
日
ま
で
の
間
、
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。
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第
十
条
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の

第
七
条
附
則
第
五
条
の
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ

よ
う
に
改
正
す
る
。

れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
．

（
地
方
税
法
の
一
部
改
正
）

（
地
方
財
政
法
の
一
部
改
正
）

（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

附
則
第
四
条
及
び
第
五
条
を
削
る
。

三
十
五
都
道
府
県
知
事
の
確
認
を
受
け
た
専
門
学
校
（
地
方
公
共
団
体
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す
る
も
の
を

除
く
。
）
に
係
る
授
業
料
等
減
免
に
要
す
る
経
費

- 19-



●

第
十

第
十
二
条
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

）
を
賦
課
期
日
と
す
る
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
年
度
の
前
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産

定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
一
月
一
日
（
当
該
施
行
の
日
が
一
月
一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
日

税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

お
い
て
同
じ
」
を
加
え
る
。

４
事
業
団
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
業
務
の
ほ
か
、
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十

（
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
の
一
部
改
正
）

（
地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
第
十
三
号
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
二
項
中
「
同
じ
」
の
下
に
「
。
）
又
は
交
付
業
務
（
同
条
第
四
項
の
業
務
を
い
う
。
第
二
十
五
条
第
一
項
に

第
二
十
三
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

一
条
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
第
三
百
四
十
八
条
第
一
一
項
（
第
十
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規

一
年
法
律
第
号
）
第
十
条
に
規
定
す
る
減
免
費
用
（
私
立
学
校
で
あ
る
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
に
係
る
も
の
に

、

《
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第
十
三
条
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

減
免
資
金
」
を
加
え
る
。

下
同
じ
」
を
加
え
る
。

（
内
閣
府
設
置
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条
第
三
項
第
二
十
七
号
の
五
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
．

第
四
十
八
条
第
一
項
第
七
号
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
三
条
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を
加
え
る
。

第
二
十
七
条
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を
、
「
交
付
す
る
補
助
金
」
の
下
に
「
及
び

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
同
じ
」
の
下
に
「
。
）
（
交
付
業
務
を
含
む
。
第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
四
項
を
除
き
、
以

行
う
。

た
め
に
必
要
な
国
の
資
金
の
交
付
を
受
け
、
こ
れ
を
財
源
と
し
て
、
学
校
法
人
に
対
し
、
減
免
資
金
を
交
付
す
る
業
務
を

限
る
。
）
に
充
て
る
た
め
の
資
金
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
七
条
に
お
い
て
「
減
免
資
金
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る

二
十
七
の
六
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
（
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律

－21 ‐



0

第
十
四
条

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
一
条
の

第

こ

の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
も
の
を

一
一
一

及
び
第
四
十
一
条
の
一
一

第
一
項
中
「
第
二
十
七
号
の
五
」

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

い
う
。

…

に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
経
費
の
配
分
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

を
「
第
二
十
七
号
の
一
ハ
」

に
改
め
る
。
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〃

法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

か
な
人
間
性
を
備
え
た
創
造
的
な
人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
必
要
な
質
の
高
い
教
育
を
実
施
す
る
大
学
等
に
お
け
る
修
学
に
係

す
る
一
環
と
し
て
、
真
に
支
援
が
必
要
な
低
所
得
者
世
帯
の
者
に
対
し
、
社
会
で
自
立
し
、
及
び
活
躍
す
る
こ
と
が
で
き
る
豊

る
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
学
資
の
支
給
及
び
授
業
料
等
の
減
免
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の

我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
少
子
化
の
進
行
及
び
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
重
要
性
に
鑑
み
、
総
合
的
な
少
子
化
対
策
を
推
進

理
由

－23‐



第
一
条
こ
の
法
律
は
、
真
に
支
援
が
必
要
な
低
所
得
者
世
帯
の
者
に
対
し
、
社
会
で
自
立
し
、
及
び
活
躍
す
る
こ
と
が
で
き

目
次附 第

四
章
罰
則
（
第
十
九
条
）

第
三
章
雑

第
二
章
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援

第
一
章
総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

（
目
的
）

則 第
三
節
授
業
料
等
減
免
（
第
六
条
’
第
十
六
条
）

第
二
節
学
資
支
給
（
第
四
条
・
第
五
条
）

第
一
節
通
則
（
第
三
条
）

第
一
章
総

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律

則

（
第
十
七
条
・
第
十
八
条
）

則
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第
二
条
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
大
学
等
」
と
は
、
大
学
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
百
三
条
に

２
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
学
生
等
」
と
は
、
大
学
の
学
部
、
短
期
大
学
の
学
科
及
び
専
攻
科
（
大
学
の
学
部
に
準
ず
る
も
の

３
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
確
認
大
学
等
」
と
は
、
第
七
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
大
学
等
を
い
う
。

条
に
お
い
て
「
専
門
学
校
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。

修
学
校
の
専
門
課
程
の
生
徒
を
い
う
。

規
定
す
る
大
学
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
、
高
等
専
門
学
校
及
び
専
門
課
程
を
置
く
専
修
学
校
（
第
七
条
第
一
項
及
び
第
十

す
る
。

学
の
支
援
を
行
い
、
そ
の
修
学
に
係
る
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
に
よ
り
、
子
ど
も
を
安
心
し
て
生
み
、
育
て
る
こ
と

。
）
及
び
専
攻
科
（
大
学
の
学
部
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
専
攻
科
に
限
る
。
）
の
学
生
並
び
に
専

と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
専
攻
科
に
限
る
。
）
並
び
に
高
等
専
門
学
校
の
学
科
（
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
に
限
る

が
で
き
る
環
境
の
整
備
を
図
り
、
も
っ
て
我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
少
子
化
の
進
展
へ
の
対
処
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

る
豊
か
な
人
間
性
を
備
え
た
創
造
的
な
人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
必
要
な
質
の
高
い
教
育
を
実
施
す
る
大
学
等
に
お
け
る
修

（
定
義
）
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第
四
条
学
資
支
給
は
、
学
資
支
給
金
（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
十
七

第
五
条
学
資
支
給
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法

第
三
条
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
は
、
確
認
大
学
等
に
在
学
す
る
学
生
等
の
う
ち
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経
済
的

第
六
条
授
業
料
等
減
免
は
、
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
授
業
料
等
（
授
業
料
及
び
入
学
金
を
い
う
。
同
項
に
お
い
て
同

条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
金
を
い
う
。
）
の
支
給
と
す
る
。

じ
。
）
の
減
免
と
す
る
。

理
由
に
よ
り
極
め
て
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
に
対
し
て
行
う
学
資
支
給
及
び
授
業
料
等
減
免
と
す
る
。

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
授
業
料
等
減
免
）

第
二
章
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援

第
三
節
授
業
料
等
減
免

第
二
節
学
資
支
給

第
一
節
通
則
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第
七
条
次
の
各
号
に
掲
げ
る
大
学
等
の
設
置
者
は
、
授
業
料
等
減
免
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
（
以
下
「
文
部
科
学
大
臣
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
当
該
大
学
等
が
次
項
各
号

三
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法

に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
確
認
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
大
学
等
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長

二
国
が
設
置
す
る
専
門
学
校
当
該
専
門
学
校
が
属
す
る
国
の
行
政
機
関
の
長

一
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
（
い
ず
れ
も
学
校
教
育
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
立
学
校
又
は
私
立
学
校
で
あ
る
も

（
大
学
等
の
確
認
）

十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
を
い
う
。
第
十
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
．
）
が
設
置
す
る
専
門

務
大
臣
（
同
法
第
六
十
八
条
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
を
い
う
。
）

学
校
文
部
科
学
大
臣

人
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
専
門
学
校
当
該
独
立
行
政
法
人
の
主

の
に
限
る
。
第
十
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
国
立
大
学
法
人
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
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２
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
前
項
の
確
認
（
以
下
単
に
「
確
認
」
と
い
う
。
）
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
求
め
に

係
る
大
学
等
が
次
に
掲
げ
る
要
件
（
第
九
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
確
認
要
件
」
と
い

う
。
）
を
満
た
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
確
認
を
す
る
も
の
と
す
る
。

七
専
門
学
校
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
．
）
当
該
専
門
学
校
を
所
管
す
る
都
道
府
県
知
事

六
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
い
、
公
立
大
学

五
公
立
大
学
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立

一
大
学
等
の
教
育
の
実
施
体
制
に
関
し
、
大
学
等
が
社
会
で
自
立
し
、
及
び
活
躍
す
る
こ
と
が
で
き
る
豊
か
な
人
間
性
を

備
え
た
創
造
的
な
人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ

法
人
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
専
門
学
校
当
該
地
方
独
立
行
政
法

人
を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長

を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長

大
学
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
条
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
大
学
等
当
該
公
立
大
学
法
人

る
こ
と
。
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第
八
条
確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
当
該
確
認
大
学
等
に
在
学
す
る
学
生
等
の
う
ち
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び

３
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
確
認
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り

四I公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
当
該
大
学
等
の
設
置
者
が
、
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
取
り
消
さ
れ
た
大
学
等
の
設
置
者
又
は
こ
れ
に

二
大
学
等
の
経
営
基
盤
に
関
し
、
大
学
等
が
そ
の
経
営
を
継
続
的
か
つ
安
定
的
に
行
う
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
文
部

（
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
よ
る
授
業
料
等
の
減
免
）

準
ず
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
で
、
そ
の
取
消
し
の
日
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
日
と
し
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
起
算

科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
な
い
こ
と
。

い
こ
と
。

1

仁
叛
△
［

山
口
’
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第
九
条
確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め

３
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
授
業
料
等
減
免
の
期
間
そ
の
他
の
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
行
う
授
業
料
等
減
免
に
関

２
第
七
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
行
う
授
業
料
等
減
免
の
額
は
、
確
認
大
学
等
の
種
別
そ
の
他
の
事
情
を
考

し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

慮
し
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

業
料
等
減
免
対
象
者
と
し
て
認
定
し
、
当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
対
し
て
授
業
料
等
の
減
免
を
行
う
も
の
と
す
る
。

方
法
に
従
い
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由
に
よ
り
極
め
て
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
授

三
当
該
確
認
大
学
等
の
名
称
及
び
所
在
地
そ
の
他
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
。

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認
を
し
た
文
部
科
学
大
臣
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認
を
辞
退
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

一
当
該
確
認
大
学
等
が
、
確
認
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
き
。

（
確
認
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
等
の
届
出
）
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第
十
条
次
の
各
号
に
掲
げ
る
大
学
等
に
係
る
授
業
料
等
減
免
に
要
す
る
費
用
（
以
下
「
減
免
費
用
」
と
い
う
。
）

第
十
一
条
国
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
（
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
（
第
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
「
国
等
」
と
い
う
。
）
が
支
弁
す
る
。

支
弁
す
る
減
免
費
用
の
二
分
の
一
を
負
担
す
る
。

五
専
門
学
校
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
当
該
専
門
学
校
を
所
管
す
る
都
道
府
県
知
事
の
統
轄
す
る
都
道
府

三
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
大
学
等
当
該
公
立
大
学
法
人
を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体

四
地
方
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す
る
専
門
学
校
当
該
地
方
独
立
行
政
法
人
を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体

二
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
大
学
等
当
該
地
方
公
共
団
体

一
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
並
び
に
国
、
国
立
大
学
法
人
及
び
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す
る
専
門
学
校
国

（
減
免
費
用
の
支
弁
）

（
国
の
負
担
）

（
認
定
の
取
消
し
等
）

県

は
、

そ
れ
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３
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
対
し
減
免
費
用
を
支
弁
す
る
国
等
は
、
前
項
の
規

第
十
二
条
確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
確
認
大
学
等
に
在
学
す
る
授
業
料

４
前
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
国
税
及
び
地
方
税
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。

２
確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
学
生
等
に
対
す
る
授
業
料
等
減
免
に
係
る
減
免
費

り
、
そ
の
旨
を
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認
を
し
た
文
部
科
学
大
臣
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

至
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
係
る
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お

等
減
免
対
象
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
授
業
料
等
減
免
を
受
け
た
又
は
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に

用
を
既
に
支
弁
し
て
い
る
と
き
は
、
国
税
徴
収
の
例
に
よ
り
、
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
か
ら
当
該
減
免
費
用
に
相
当
す

る
金
額
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
て
単
に
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
．

二
学
生
等
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

一
学
業
成
績
が
著
し
く
不
良
と
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
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第
十
三
条
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
授
業
料
等
減
免
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な

２
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
確
認
大
学
等
の

３
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示

４
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
．

出
頭
を
求
め
、
又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
の
事
務
所
そ
の
他

設
置
者
（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
そ
の
役
職
員
若
し
く
は

、
報
告
若
し
く
は
文
書
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
る

限
度
に
お
い
て
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
若
し
く
は
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
に
対
し

す
証
明
書
を
携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
に
対
し
、
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
若
し
く
は

の
施
設
に
立
ち
入
り
、
そ
の
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
報
告
等
）
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第
十
五
条
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認

第
十
四
条
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
授
業
料
等
減
免
を
適
切
に
行
っ
て
い
な
い
と
認
め
る
場
合
そ
の

２
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
勧
告
を
受
け
た
確
認
大
学
等
の
設
置
者

４
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
そ
の

措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

勧
告
に
係
る
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
勧
告
に
係
る

が
、

他
授
業
料
等
減
免
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
対

し
、
期
限
を
定
め
て
、
授
業
料
等
減
免
の
実
施
の
方
法
の
改
善
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
確
認
の
取
消
し
）

（
勧
告
、
命
令
等
）

同
項
の
期
限
内
に
こ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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２
第
七
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
取
消
し
を
し
た
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

V 一
ハ 五

確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
出
頭
を
求
め
ら
れ
て
こ
れ
に
応
ぜ
ず
、
同
項
の
規
定
に

を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
．

三
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
減
免
費
用
の
支
弁
に
関
し
不
正
な
行
為
を
し
た
と
き
。

四
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
又
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は

二
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
不
正
の
手
段
に
よ
り
確
認
を
受
け
て
い
た
と
き
。

一
確
認
大
学
等
が
、
確
認
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
き
。

（
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
在
学
し
て
い
る
場
合
の
特
例
）

提
示
を
命
ぜ
ら
れ
て
こ
れ
に
従
わ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
た
と
き
。

れ
ら
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
。

し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。

よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
又
は
こ

－12‐



第
十
七
条
国
は
、
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第

第
十
六
条
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
又
は
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
当
該
確
認
大
学
等
に
係

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
減
免
費
用
の
支
弁
が
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
第
十
二

す
る
私
立
学
校
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
を
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
を
通
じ
て
行
う
こ
と
が
で
き

十
条
の
規
定
に
よ
る
減
免
費
用
の
支
弁
の
う
ち
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
（
い
ず
れ
も
学
校
教
育
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定

掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め

し
た
大
学
等
を
確
認
大
学
等
と
み
な
し
て
、
こ
の
法
律
の
規
定
を
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
同
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に

し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
係
る
授
業
料
等
減
免
に
つ
い
て
は
、
当
該
確
認
を
取
り
消
さ
れ
た
大
学
等
又
は
確
認
を
辞
退

る
◎

る
場
合
に
お
け
る
当
該
大
学
等
に
係
る
減
免
費
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

る
確
認
を
辞
退
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
又
は
辞
退
の
際
、
当
該
確
認
大
学
等
に
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
在
学

（
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
を
通
じ
て
行
う
減
免
費
用
の
支
弁
）

第
三
章
雑
則
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第
十
九
条
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告

第
十
八
条
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
。

２
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く

若
し
く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず

資
金
」
と
す
る
。

、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
」
と
、
「
に
係
る
減
免
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
に
係
る
減

免
資
金
」
と
、
「
支
弁
し
て
い
る
」
と
あ
る
の
は
「
交
付
し
て
い
る
」
と
、
「
当
該
減
免
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
減
免

条
第
一
一
項
中
「
文
部
科
学
大
臣
等
」
と
あ
る
の
は
『
文
部
科
学
大
臣
及
び
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
の
理
事
長
」

は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し

と
、
同
条
第
三
項
中
「
を
支
弁
す
る
国
等
」
と
あ
る
の
は
「
に
充
て
る
た
め
の
資
金
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
減
免
資
金

（
文
部
科
学
省
令
へ
の
委
任
）

第
四
章
罰
則
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第
一
条
こ
の
法
律
は
、
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一
部

第
二
条
こ
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
確
認
の
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
い
て
も
行
う
こ

３
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
同
項
の
刑
を
科
す
る
。

年
の
翌
年
の
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
及
び
附
則
第
十
四
条
の
規

を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
属
す
る

下
の
罰
金
に
処
す
る
。

く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以

と
が
で
き
る
。

（
施
行
期
日
）

（
施
行
前
の
準
備
）

附

則
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第
四
条
次
に
掲
げ
る
費
用
の
財
源
は
、
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消

第
三
条
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
四
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
こ
の
法

費
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
に
よ
り
増
加
す
る
消
費
税
の
収
入
を
活

す
る
。

律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
応
じ
て
所
要
の
見
直
し
を
行
う
も
の
と

用
し
て
、
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。

二
減
免
費
用
の
う
ち
第
十
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
国
の
支
弁
又
は
第
十
一
条
の
規
定
に
よ

一
学
資
支
給
に
要
す
る
費
用
と
し
て
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
第
二
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
補

（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
改
正
）

（
政
府
の
補
助
等
に
係
る
費
用
の
財
源
）

（
検
討
）

助
す
る
費
用

る
国
の
負
担
に
係
る
も
の
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第
五
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
の
二
政
府
は
、
毎
年
度
、
機
構
に
対
し
、
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
の
支
給
に
要
す
る
費

」
に
改
め
る
．

以
下
の
金
額
」
を
加
え
る
。

い
る
当
該
認
定
さ
れ
た
者
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

又
は
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
よ
る
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
同
項
の
確
認
の
辞
退
の
際
、
当
該
確
認
大
学
等
に
在
学
し
て

る
」
を
、
「
認
定
さ
れ
た
者
」
の
下
に
「
（
同
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
法
第
七
条
第
一
項
の
確
認
の
取
消
し

第
十
七
条
の
四
第
一
項
中
二
部
」
の
下
に
「
を
徴
収
す
る
ほ
か
、
そ
の
徴
収
す
る
額
に
百
分
の
四
十
を
乗
じ
て
得
た
額

ｆ

第
二
十
三
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
補
助
金
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
経
費
」
を
「
費
用

第
二
十
三
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
は
、
」
の
下
に
「
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第

用
を
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
確
認
大
学
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
確
認
大
学
等
」
と
い
う
。
）
に
在
学
す

夕
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や

第
六
条
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
機
構
法
」
と

２
旧
機
構
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
基
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
学
資
支
給
基
金
」
と

３
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
存
続
す
る
学
資
支
給
基
金
に
つ
い
て
は
、
旧
機
構
法
第
二
十
三
条
の
二
第
二
十
三
条
の
三
及

立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
機
構
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定

支
給
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独

び
第
三
十
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
国
庫
に
納
付
す
る
ま
で
（
残
余
が
な
い

」
と
い
う
。

）
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

に
よ
り
認
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
学
資
支
給
金

い
う
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
新
機
構
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て

い
う
。
）
は
、
旧
学
資
支
給
金
の
支
給
が
終
了
す
る
日
ま
で
の
間
、
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
十
条
第
三
号
を
削
る
。

第
二
十
三
条
の
三
を
削
る
。
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第
九
条
地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の

第
七
条
附
則
第
五
条
の
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ

４
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
は
、
旧
学
資
支
給
金
の
支
給
が
終
了
し
た
場
合
に
お
い
て
、
学
資
支
給
基
金
に
残
余

れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

が
あ
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
残
余
の
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
う
に
改
正
す
る
．

場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
の
支
給
が
終
了
す
る
日
ま
で
）
の
間
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
地
方
財
政
法
の
一
部
改
正
）

（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

附
則
第
四
条
及
び
第
五
条
を
削
る
．

第
十
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
．
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0

第
十
一
条
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
（
第
十
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
．
）
の
規

第
十
二
条
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
一
一
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

）
を
賦
課
期
日
と
す
る
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
年
度
の
前
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産

定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
一
月
一
日
（
当
該
施
行
の
日
が
一
月
一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
日

税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
の
一
部
改
正
）

（
地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

（
地
方
税
法
の
一
部
改
正
）

第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
第
十
三
号
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
二
項
中
「
同
じ
」
の
下
に
『
。
）
又
は
交
付
業
務
（
同
条
第
四
項
の
業
務
を
い
う
．
第
二
十
五
条
第
一
項
に

三
十
五
都
道
府
県
知
事
の
確
認
を
受
け
た
専
門
学
校
（
地
方
公
共
団
体
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す
る
も
の
を

除
く
。
）
に
係
る
授
業
料
等
減
免
に
要
す
る
経
費
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減
免
資
金
」
を
加
え
る
。

下
同
じ
」
を
加
え
る
。

お
い
て
同
じ
」
を
加
え
る
。

０

４
事
業
団
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
業
務
の
ほ
か
、
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十

第
四
十
八
条
第
一
項
第
七
号
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
中
「
第
一
一
十
三
条
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を
、
「
交
付
す
る
補
助
金
」
の
下
に
「
及
び

附
則
第
十
三
条
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を
加
え
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
同
じ
」
の
下
に
「
。
）
（
交
付
業
務
を
含
む
。
第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
四
項
を
除
き
、
以

行
う
。

た
め
に
必
要
な
国
の
資
金
の
交
付
を
受
け
、
こ
れ
を
財
源
と
し
て
、
学
校
法
人
に
対
し
、
減
免
資
金
を
交
付
す
る
業
務
を

限
る
。
）
に
充
て
る
た
め
の
資
金
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
七
条
に
お
い
て
「
減
免
資
金
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る

第
二
十
三
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

一
年
法
律
第
号
）
第
十
条
に
規
定
す
る
減
免
費
用
（
私
立
学
校
で
あ
る
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
に
係
る
も
の
に

－21－



凸

第
十
四
条
こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
十
三
条
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

（
内
閣
府
設
置
法
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条
の
三
及
び
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
第
二
十
七
号
の
五
」
を
「
第
二
十
七
号
の
六
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
三
項
第
二
十
七
号
の
五
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
七
の
六
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
（
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律

第
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
経
費
の
配
分
計
画
に
関
す
る
こ
と
。
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法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

す
る
一
環
と
し
て
、
真
に
支
援
が
必
要
な
低
所
得
者
世
帯
の
者
に
対
し
、
社
会
で
自
立
し
、
及
び
活
躍
す
る
こ
と
が
で
き
る
豊

か
な
人
間
性
を
備
え
た
創
造
的
な
人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
必
要
な
質
の
高
い
教
育
を
実
施
す
る
大
学
等
に
お
け
る
修
学
に
係

る
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
学
資
の
支
給
及
び
授
業
料
等
の
減
免
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の

我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
少
子
化
の
進
行
及
び
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
重
要
性
に
鑑
み
、
総
合
的
な
少
子
化
対
策
を
推
進

理
由
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第7条第2項第4号関係

｢OOが法人である場合において､」

Ｏ
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）

第
十
九
条
の
十
八
都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾

病
医
療
機
関
に
係
る
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
の

指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
指
定
小
児
慢
性

特
定
疾
病
医
療
擬
関
の
指
定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力

を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
九
（
略
）

十
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
料
濁
刈
司
制
引
剃

剖
倒
渕
州
旬
１
そ
の
役
員
等
の
う
ち
に
指
定
小
児
慢
性
特
定

疾
病
医
療
機
関
の
指
定
の
取
消
し
又
は
指
定
小
児
慢
性
特

定
疾
病
医
療
機
関
の
指
定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力

の
停
止
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
前
五
年
以
内
に
小
児
慢
性

特
定
疾
病
医
療
支
援
に
関
し
不
正
又
は
著
し
く
不
当
な
行

為
を
し
た
者
が
あ
る
に
至
っ
た
と
き
。

十
一
（
略
）

第7条第2項第4号関係

『役員のうちに、 ･･･者で、…経過しないもの』

Ｏ
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
農
林
水
産
省
関
係
法
令
の
適
用
の
特
別
措

畷
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
百
五
十
八
号
）

第
三
条
卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第

十
五
条
第
一
項
の
許
可
の
申
鏑
で
あ
っ
て
、
申
舗
者
の
業
務
を

執
行
す
る
倒
剥
刷
引
剖
回
１
沖
縄
の
法
令
の
規
定
藍
第
二
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ

れ
る
沖
縄
法
令
の
規
定
を
含
む
。
）
の
罪
を
犯
し
、
兼
鋼
（
こ
）

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
判
司
１
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、

又
は
そ
の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら

起
算
し
て
三
年
を
綱
過
ｕ
掛
叫
制
呵
が
あ
る
も
の
は
、
卸
充
市

場
法
第
十
七
条
第
一
項
第
四
号
に
咳
当
す
る
許
可
の
申
舗
と

み
な
す
。

２
（
略
）

1



兎

の

第7条第2項第3号関係

｢役員のうちに…がいないこと｡」

○
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）

（
認
可
の
基
蝿
）

第
二
十
八
条
の
十
五
経
済
産
業
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
認
可

の
申
謂
が
欲
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
腿
め

る
と
き
は
、
設
立
の
認
可
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

一
・
二
（
略
）

三
樹
闘
呵
引
制
倒
第
二
十
八
条
の
二
十
一
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
者
洲
Ⅷ
剥
州
ゴ
副
１

四
・
五
（
略
）

第7条第2項第3号関係

｢…者又は…者で、00又はOOから起算して0年を経過しないもの」

Ｏ
介
謹
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

（
指
定
地
域
密
蒋
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
）

第
七
十
八
条
の
二
（
略
）

２
．
３
（
略
）

４
市
町
村
長
は
、
第
一
項
の
申
舗
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

次
の
各
号
（
病
院
又
は
診
療
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
複
合
型
サ
ー

ビ
ス
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
第
六
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
係
る
指
定
の
申
請
に
あ
っ
て
健
第
六
号
の
二
、

第
六
号
の
三
、
第
十
号
及
び
第
十
二
号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定

を
し
て
は
な
ら
な
い
。

｜
～
六
の
三
（
略
）

七
申
賄
者
が
、
第
七
十
八
条
の
十
（
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま

で
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
の
処
分
に
係

る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
２

日
か
ら
当
咳
処
分
を
す
る
日
又
は
処
分
を
し
な
い
こ
と
を

決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
第
七
十
八
条
の
五
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
を
し
た
割
（
当
咳
事
業
の
廃

止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。
）
刻
刷
第
七

十
八
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞
退
を
し
た
割
（
当
該

指
定
の
辞
退
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。
）

制
１
当
該
届
出
刻
國
指
定
の
辞
退
の
貝
洲
剖
趨
鯏
ｕ
制
五
鋼

割
縄
週
ｕ
樹
叫
制
刷
で
あ
る
と
き
。

七
の
二
～
十
二
（
略
）

５
～
ｕ
（
略
）



●

○
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法

律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）

（
措
置
命
令
等
）

第
四
十
条
（
略
）

２
環
境
大
臣
は
、
第
三
十
七
条
第
四
項
若
し
く
は
第
三
十
八
条

第
四
項
の
規
定
回
遡
園
ｕ
制
割
、
第
三
十
七
条
第
七
項
（
第
三

十
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
り
付
さ
れ
た
条
性
倒
遡
風
ｕ
制
割
前
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
同
項
に
規
定
す
る
行
為
を
し
た
者

又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
遡
園
ｕ
制
割
が
判

刎
遡
団
制
謝
に
よ
っ
て
国
内
希
少
野
生
動
植
物
菰
の
個
体
の

生
息
地
又
は
生
育
地
の
保
謹
に
支
障
を
及
ぼ
し
た
場
合
に
お

い
て
、
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
の
保
存
の
た
め
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
、
相
当
の
期
限
を
定

め
て
、
原
状
回
復
を
命
じ
、
そ
の
他
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種

の
個
体
の
生
息
地
又
は
生
育
地
の
保
識
の
た
め
必
要
な
措
腫

を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
亀

３
（
略
）

○
自
然
潔
境
保
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）

第
五
十
八
条
第
四
十
六
条
第
一
項
又
は
第
四
十
七
条
の
規
定
に

基
づ
く
条
例
に
は
、
そ
の
条
例
回
週
団
ｕ
制
割
に
対
し
て
、
劃

刎
通
園
制
謝
の
態
様
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
第
五
十
三
条
か
ら

前
条
ま
で
に
定
め
る
処
罰
の
程
度
を
こ
え
な
い
限
度
に
お
い

て
、
刑
を
科
す
る
旨
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
．

〃

第7条第2項第4号関係

『その違反行為をした日」

○
畜
産
経
営
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百

八
十
三
号
）

（
指
定
乳
製
品
等
の
売
渡
し
を
し
な
い
場
合
）

第
二
十
五
条
機
構
は
、
次
の
場
合
に
峰
第
二
十
三
条
の
規
定

に
よ
る
売
渡
し
を
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
売
渡
し
の
契
約
に
違
反
し
、

あ
る
と
き
○

二
・
三
患

の
違
反
行
為
を
し
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
な
い
者
で

3

第7条第2項第4号関係

｢O0に違反した者」を受けて「その違反行為」と規定する例
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欠格事由と取消し事由に規定する内容の考え方について

旧第15条第1項第7号に規定していた内容については、第7条第2項第4号

として規定することとする。

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第40条第2項及び子ども・子

育て支援法施行令（平成26年政令213号）第18条第2項では、欠格事由をすべて

法律に規定するのではなく、確認を取り消された設置者であってその取消しか

ら5年を経過しない設置者以外の事由については、当該設置者に準ずる者とし

て政令において規定しており、本法律案の欠格事由についてもこれに倣った規

定方法としている（第7条第2項第3号） 。

旧第15条第1項第7号の内容については、それが設置者自体ではなく、設置

者の役員に関する欠格事由であることから、第7条第2項第3号において、

「確認を取り消された大学等の設置者に準ずる者として政令で定める者」とし

て規定するのではなく、第4号として設置者の役員に係る欠格事由の規定を別

に設けることとする。

設置者の役員に係る欠格事由については、旧第15条第1項第7号に相当する

ものの他、旧第7条第2項第3号において規定することを想定していたものと

して、

．取消しを受けた設置者において役員であった者が、その役員にいる設置者

で、取消しの日から3年経過していないもの

．取消しを受けた設置者（個人立）が、その役員にいる設置者で、取消しの

日から3年経過していないもの

・処分逃れ目的で辞退した設置者において役員であった者が、その役員にい

る設置者で、辞退の日から3年経過していないもの

・処分逃れ目的で辞退した設置者（個人立）が、その役員にいる設置者で、

辞退の日から3年経過していないもの

などがあり、個人立の設置者の存在を踏まえた規定も設ける必要があることか

ら、その規定内容が複雑となるため、第7条第2項第3号と同様の規定方法と

し、 これらについては政令において規定する。

1
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＜参考＞

○子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六-'一五号）

（確認の取消し等）

第四十条市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該

特定教育・保育施設に係る第二十七条第一項の確認を取り消し、又は期間を
定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

一特定教育・保育施設の設置者が、第三十三条第六項の規定に違反したと
認められるとき。

二特定教育・保育施設の設置者が、教育・保育施設の認可基準に従って施
設型給付費の支給に係る施設として適正な教育・保育施設の運営をするこ

とができなくなったと当該特定教育・保育施設に係る教育・保育施設の認

可等を行った都道府県知事（指定都市所在認定こども園については当該指

定都市の長とし、指定都市等所在幼保連携型認定こども園については当該
指定都市等の長とし、指定都市等所在保育所については当該指定都市等又
は児童相談所設置市の長とする。 ）が認めたとき。

三特定教育・保育施設の設置者が、第三十四条第二項の市町村の条例で定

める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従って施設型給付費の支給

に係る施設として適正な特定教育・保育施設の運営をすることができなく
なったとき。

四施設型給付費又は特例施設型給付費の請求に関し不正があったとき。

五特定教育・保育施設の設置者が、第三十八条第一項の規定により報告又
は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、

又は虚偽の報告をしたとき。

六特定教育・保育施設の設置者又はその職員が、第三十八条第一項の規定

により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答

弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨

げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該特定教育・保育施設の職員がそ
の行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特定教育・保

育施設の設置者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

七特定教育・保育施設の設置者が、不正の手段により第二十七条第一項の
確認を受けたとき。

八前各号に掲げる場合のほか、特定教育・保育施設の設置者が、 この法律

その他国民の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるもの又は

これらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

九前各号に掲げる場合のほか、特定教育・保育施設の設置者が、教育・保

育に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

十特定教育・保育施設の設置者の役員（業務を執行する社員、取締役、執

行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有

する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行

役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者

を含む。以下同じ。 ）又はその長のうちに過去五年以内に教育・保育に関

2



采

し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

2 前項の規定により第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設

の設置者（政令で定める者を除く。 ）及びこれに準ずる者として政令で定め

る者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算

して五年を経過するまでの間は、第三十一条第一項の申請をすることができ

ない。

○子ども・子育て支援法施行令（平成二十六年政令第二百十三号）

（法第四十条第二項の政令で定める者等）

第十八条 （略）

2 法第四十条第二項の同条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を

取り消された教育・保育施設の設置者（前項に規定する者を除く。 ）に準ず

る者として政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する教

育・保育施設の設置者とし、法第四十条第二項の政令で定める日は、当該者

の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

一その者と内閣府令で定める密接な関係を有する法人（次のイからハまで

に掲げる者に限る。第二十一条第二項第二号及び附則第十一条第二項第二

号において「その者と密接な関係を有する者」という。 ）が、法第四十条

第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育

施設の設置者（前項に規定する者を除く。 ）である者当該確認の取消し

の日

イその者の役員に占めるその役員の割合が二分の一を超え、又はその者の

株式の所有その他の事由を通じてその者の事業を実質的に支配し、若しく

はその者の事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定め

るもの（ロにおいて「その者の親会社等」という。 ）

ロその者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一

を超え、又はその者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事

業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある

者として内閣府令で定めるもの

ハその者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、又

はその者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、

若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定

めるもの

二法第四十条第一項の規定による法第二十七条第一項の確認の取消しの処

分に係る行政手続法（平成五年法律第八十八号）第十五条の規定による通

知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日ま

での間に、法第三十六条の規定により同項の確認を辞退した者（当該確認

の辞退について相当の理由がある者を除く。 ） 当該確認の辞退の日

三法第三十八条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日

（当該検査の結果に基づき法第四十条第一項の規定による法第二十七条第

一項の確認の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見

3
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込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村長（特別区の区長

を含む。第二十一条第二項第四号において同じ。 ）がその者に当該検査が

行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日

をいう。附則第十一条第二項第四号において同じ。 ）までの間に、法第三

十六条の規定により法第二十七条第一項の確認を辞退した者（当該確認の

辞退について相当の理由がある者を除く。 ） 当該確認の辞退の日

四教育・保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者当該行為をした
日

五その者の役員又は長のうちに次のイからハまでに掲げる者のいずれかに

該当する者がある者それぞれイからハまでに定める日

イ法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消さ
れた教育・保育施設の設置者（前項に規定する者を除く。 ）において、

当該確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知が

あった日前六十日以内に、その役員又は長であった者当該確認の取消
しの日

ロ第二号に規定する期間内に法第三十六条の規定により法第二十七条第

一項の確認を辞退した教育・保育施設の設置者（当該確認の辞退につい

て相当の理由がある者を除く。 ）において、同号の通知の日前六十日以
内に、その役員又は長であった者当該確認の辞退の日

ハ前号に掲げる者同号に定める日

○大学等における修学の支援に関する法律案※前回審査時提出版
（大学等の確認）

第七条 （略）

2 文部科学大臣等は、前項の確認（以下単に「確認」という。 ）を求められ

た場合において、当該求めに係る大学等が次に掲げる要件（第九条第一項第

一号及び第十五条第一項第一号において「確認要件」という。 ）を満たして

いると認めるときは、その確認をするものとする。

二 （略）

三当該大学等の設置者が、第十五条第一項の規定により確認を取り消された

大学等の設置者又はこれに準ずる者として政令で定める者で、その取消しの

日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して三年を経過しない

ものでないこと。

3 （略）

（確認の取消し）

第十五条文部科学大臣等は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、

当該確認大学等に係る確認を取り消すことができる。

一～六 （略）

七確認大学等の設置者が法人である場合において、その役員のうちに確認

の取消しをしようとするとき前三年以内にこの法律若しくはこの法律に基

づく命令又はこれらに基づく処分に違反した者があるとき。

4
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第
一
条
こ
の
法
律
は
、
真
に
支
援
が
必
要
な
低
所
得
者
世
帯
の
者
に
対
し
、
社
会
で
自
立
し
、
及
び
活
躍
す
る
こ
と
が
で
き

目
次附 第

四
章
罰

第
三
章
雑
則
（
第
十
七
条
・
第
十
八
条
）

第
二
章
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援

第
一
章
総

（
目
的
）

則 第
三
節
授
業
料
等
減
免
（
第
六
条
’
第
十
六
条
）

第
二
節
学
資
支
給
（
第
四
条
・
第
五
条
）

第
一
節
通

第
一
章
総

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律

0

則 則
則

（
第
十
九
条
）

（
第
一
条
・
第
二
条
）

則
（
第
三
条
）

1 －ー



第
二
条
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
大
学
等
」
と
は
、
大
学
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
一
一
十
六
号
）
第
百
三
条
に

２
こ
の
法
律
に
お
い
て
『
学
生
等
」
と
は
、
大
学
の
学
部
、
短
期
大
学
の
学
科
及
び
専
攻
科
（
大
学
の
学
部
に
準
ず
る
も
の

３
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
確
認
大
学
等
」
と
は
、
第
七
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
大
学
等
を
い
う
。

学
の
支
援
を
行
い
、
そ
の
修
学
に
係
る
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
に
よ
り
、
子
ど
も
を
安
心
し
て
生
み
、
育
て
る
こ
と

規
定
す
る
大
学
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
、
高
等
専
門
学
校
及
び
専
門
課
程
を
置
く
専
修
学
校
（
第
七
条
第
一
項
及
び
第
十

す
る
。

が
で
き
る
環
境
の
整
備
を
図
り
、
も
っ
て
我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
少
子
化
の
進
展
へ
の
対
処
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

条
に
お
い
て
「
専
門
学
校
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。

修
学
校
の
専
門
課
程
の
生
徒
を
い
う
。

。
）
及
び
専
攻
科
（
大
学
の
学
部
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
専
攻
科
に
限
る
。
）
の
学
生
並
び
に
専

と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
専
攻
科
に
限
る
。
）
並
び
に
高
等
専
門
学
校
の
学
科
（
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
に
限
る

る
豊
か
な
人
間
性
を
備
え
た
創
造
的
な
人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
必
要
な
質
の
高
い
教
育
を
実
施
す
る
大
学
等
に
お
け
る
修

（
定
義
）

■

2－ー



第
五
条
学
資
支
給
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法

第
四
条
学
資
支
給
は
、
学
資
支
給
金
（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
十
七

第
六
条
授
業
料
等
減
免
は
、
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
授
業
料
等
（
授
業
料
及
び
入
学
金
を
い
う
。
同
項
に
お
い
て
同

第
三
条
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
は
、
確
認
大
学
等
に
在
学
す
る
学
生
等
の
う
ち
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経
済
的

じ
。
）
の
減
免
と
す
る
。

条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
金
を
い
う
。
）
の
支
給
と
す
る
。

理
由
に
よ
り
極
め
て
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
に
対
し
て
行
う
学
資
支
給
及
び
授
業
料
等
減
免
と
す
る
。

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
授
業
料
等
減
免
）

第
二
章
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援

第
三
節
授
業
料
等
減
免

第
二
節
学
資
支
給

第
一
節
通
則

3‐‐



第
七
条
次
の
各
号
に
掲
げ
る
大
学
等
の
設
置
者
は
、
授
業
料
等
減
免
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
（
以
下
「
文
部
科
学
大
臣
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
当
該
大
学
等
が
次
項
各
号

に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
確
認
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
一
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法

四
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
大
学
等
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長

二
国
が
設
置
す
る
専
門
学
校
当
該
専
門
学
校
が
属
す
る
国
の
行
政
機
関
の
長

一
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
（
い
ず
れ
も
学
校
教
育
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
立
学
校
又
は
私
立
学
校
で
あ
る
も

（
大
学
等
の
確
認
）

学
校
文
部
科
学
大
臣

十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
を
い
う
。
第
十
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
専
門

務
大
臣
（
同
法
第
六
十
八
条
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
を
い
う
。
）

人
を
い
う
．
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
専
門
学
校
当
該
独
立
行
政
法
人
の
主

の
に
限
る
。
第
十
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
国
立
大
学
法
人
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
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２
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
前
項
の
確
認
（
以
下
単
に
「
確
認
」
と
い
う
。
）
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
求
め
に

係
る
大
学
等
が
次
に
掲
げ
る
要
件
（
第
九
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
確
認
要
件
」
と
い

》
つ
。

七
専
門
学
校
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
当
該
専
門
学
校
を
所
管
す
る
都
道
府
県
知
事

六
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
い
、
公
立
大
学

五
公
立
大
学
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立

一
大
学
等
の
教
育
の
実
施
体
制
に
関
し
、
大
学
等
が
社
会
で
自
立
し
、
及
び
活
躍
す
る
こ
と
が
で
き
る
豊
か
な
人
間
性
を

備
え
た
創
造
的
な
人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ

法
人
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
専
門
学
校
当
該
地
方
独
立
行
政
法

大
学
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
条
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
大
学
等
当
該
公
立
大
学
法
人

人
を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長

を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長

る
こ
と
。

）
を
満
た
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
確
認
を
す
る
も
の
と
す
る
。
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第
八
条
確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
当
該
確
認
大
学
等
に
在
学
す
る
学
生
等
の
う
ち
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び

３
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
確
認
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り

公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
当
該
大
学
等
の
設
置
者
が
、
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
取
り
消
さ
れ
た
大
学
等
の
設
置
者
又
は
こ
れ
に

四
当
該
大
学
等
の
設
置
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
役
員
の
う
ち
に
、
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基

二
大
学
等
の
経
営
基
盤
に
関
し
、
大
学
等
が
そ
の
経
営
を
継
続
的
か
つ
安
定
的
に
行
う
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
文
部

（
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
よ
る
授
業
料
等
の
減
免
）

づ
く
命
令
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
で
、
そ
の

準
ず
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
で
、
そ
の
取
消
し
の
日
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
日
と
し
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
起
算

科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

違
反
行
為
を
し
た
日
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
日
と
し
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の
が
な
い

し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
な
い
こ
と
。

》
」
‐
〆
」
◎

＜
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第
九
条
確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め

２
第
七
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
授
業
料
等
減
免
の
期
間
そ
の
他
の
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
行
う
授
業
料
等
減
免
に
関

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
行
う
授
業
料
等
減
免
の
額
は
、
確
認
大
学
等
の
種
別
そ
の
他
の
事
情
を
考

三
当
該
確
認
大
学
等
の
名
称
及
び
所
在
地
そ
の
他
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
。

慮
し
て
、
政
令
で
定
め
．
る
と
こ
ろ
に
よ
る
．

し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

業
料
等
減
免
対
象
者
と
し
て
認
定
し
、
当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
対
し
て
授
業
料
等
の
減
免
を
行
う
も
の
と
す
る
。

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認
を
し
た
文
部
科
学
大
臣
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

方
法
に
従
い
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由
に
よ
り
極
め
て
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
授

二
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認
を
辞
退
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

一
当
該
確
認
大
学
等
が
、
確
認
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
き
。

（
確
認
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
等
の
届
出
）
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第
十
条
次
の
各
号
に
掲
げ
る
大
学
等
に
係
る
授
業
料
等
減
免
に
要
す
る
費
用
（
以
下
「
減
免
費
用
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
れ

（
国
の
負
担
）

●

第
十
一
条
国
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
（
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
（
第
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
「
国
等
」
と
い
う
。
）
が
支
弁
す
る
。

支
弁
す
る
減
免
費
用
の
二
分
の
一
を
負
担
す
る
。

三
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
大
学
等
当
該
公
立
大
学
法
人
を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体

五
専
門
学
校
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
当
該
専
門
学
校
を
所
管
す
る
都
道
府
県
知
事
の
統
轄
す
る
都
道
府

四
地
方
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す
る
専
門
学
校
当
該
地
方
独
立
行
政
法
人
を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体

二
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
大
学
等
当
該
地
方
公
共
団
体

一
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
並
び
に
国
、
国
立
大
学
法
人
及
び
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す
る
専
門
学
校
国

（
減
免
費
用
の
支
弁
）

（
認
定
の
取
消
し
等
）

県
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ｊ

３
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
対
し
減
免
費
用
を
支
弁
す
る
国
等
は
、
前
項
の
規

第
十
二
条
確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
確
認
大
学
等
に
在
学
す
る
授
業
料

４
前
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
国
税
及
び
地
方
税
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。

２
確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
学
生
等
に
対
す
る
授
業
料
等
減
免
に
係
る
減
免
費

り
、
そ
の
旨
を
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認
を
し
た
文
部
科
学
大
臣
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

等
減
免
対
象
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
授
業
料
等
減
免
を
受
け
た
又
は
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に

る
金
額
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

用
を
既
に
支
弁
し
て
い
る
と
き
は
、
国
税
徴
収
の
例
に
よ
り
、
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
か
ら
当
該
減
免
費
用
に
相
当
す

至
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
係
る
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
単
に
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

二
学
生
等
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

一
学
業
成
績
が
著
し
く
不
良
と
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
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第
十
三
条
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
授
業
料
等
減
免
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な

２
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
確
認
大
学
等
の

３
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示

４
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

、
報
告
若
し
く
は
文
書
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
る

限
度
に
お
い
て
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
若
し
く
は
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
に
対
し

設
置
者
（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
そ
の
役
職
員
若
し
く
は

出
頭
を
求
め
、
又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
の
事
務
所
そ
の
他

す
証
明
書
を
携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
に
対
し
、
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
若
し
く
は

の
施
設
に
立
ち
入
り
、
そ
の
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
報
告
等
）

‐ 10－



第
十
五
条
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認

４
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
授
業
料
等
減
免
を
適
切
に
行
っ
て
い
な
い
と
認
め
る
場
合
そ
の

３
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
そ
の

２
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
勧
告
を
受
け
た
確
認
大
学
等
の
設
置
者

措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

勧
告
に
係
る
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
勧
告
に
係
る

が
、
同
項
の
期
限
内
に
こ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
、
期
限
を
定
め
て
、
授
業
料
等
減
免
の
実
施
の
方
法
の
改
善
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が

他
授
業
料
等
減
免
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
対

で
き
る
。

（
確
認
の
取
消
し
）

（
勧
告
、
命
令
等
）
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２
第
七
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
取
消
し
を
し
た
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

三
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
減
免
費
用
の
支
弁
に
関
し
不
正
な
行
為
を
し
た
と
き
。

五
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
出
頭
を
求
め
ら
れ
て
こ
れ
に
応
ぜ
ず
、
同
項
の
規
定
に

一
ハ 四

確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
又
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は

一
一
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
不
正
の
手
段
に
よ
り
確
認
を
受
け
て
い
た
と
き
。

一
確
認
大
学
等
が
、
確
認
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
き
。

（
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
在
学
し
て
い
る
場
合
の
特
例
）

提
示
を
命
ぜ
ら
れ
て
こ
れ
に
従
わ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
た
と
き
。

よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若

し
く
は
忌
避
し
た
と
き
．

れ
ら
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
又
は
こ

。

一
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第
十
七
条
国
は
、
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第

第
十
六
条
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
又
は
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
当
該
確
認
大
学
等
に
係

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
減
免
費
用
の
支
弁
が
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
第
十
二

十
条
の
規
定
に
よ
る
減
免
費
用
の
支
弁
の
う
ち
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
（
い
ず
れ
も
学
校
教
育
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定

す
る
私
立
学
校
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
を
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
を
通
じ
て
行
う
こ
と
が
で
き

掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め

し
た
大
学
等
を
確
認
大
学
等
と
み
な
し
て
、
こ
の
法
律
の
規
定
を
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
同
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に

し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
係
る
授
業
料
等
減
免
に
つ
い
て
は
、
当
該
確
認
を
取
り
消
さ
れ
た
大
学
等
又
は
確
認
を
辞
退

る
。

る
場
合
に
お
け
る
当
該
大
学
等
に
係
る
減
免
費
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

る
確
認
を
辞
退
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
又
は
辞
退
の
際
、
当
該
確
認
大
学
等
に
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
在
学

（
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
を
通
じ
て
行
う
減
免
費
用
の
支
弁
）

第
三
章
雑
則
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第
十
八
条
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
．

第
十
九
条
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告

２
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く

」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
」
と
、
「
に
係
る
減
免
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
に
係
る
減

条
第
二
項
中
「
文
部
科
学
大
臣
等
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
大
臣
及
び
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
の
理
事
長
」

資
金
」
と
す
る
。

免
資
金
」
と
、
「
支
弁
し
て
い
る
」
と
あ
る
の
は
「
交
付
し
て
い
る
」
と
、
「
当
該
減
免
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
減
免

若
し
く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず

と
、
同
条
第
三
項
中
「
を
支
弁
す
る
国
等
」
と
あ
る
の
は
「
に
充
て
る
た
め
の
資
金
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
減
免
資
金

、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し

（
文
部
科
学
省
令
へ
の
委
任
）

第
四
章
罰
則
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第
二
条
こ
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
確
認
の
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
い
て
も
行
う
こ

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一
部

３
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

年
の
翌
年
の
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
及
び
附
則
第
十
四
条
の
規

を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
属
す
る

前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
同
項
の
刑
を
科
す
る
。

と
が
で
き
る
。

下
の
罰
金
に
処
す
る
。

く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以

（
施
行
前
の
準
備
）

（
施
行
期
日
）

附

則
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第
三
条
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
四
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
こ
の
法

第
四
条
次
に
掲
げ
る
費
用
の
財
源
は
、
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消

律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
応
じ
て
所
要
の
見
直
し
を
行
う
も
の
と

す
る
。

費
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
附
則
第
一
条
第
一
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
に
よ
り
増
加
す
る
消
費
税
の
収
入
を
活

用
し
て
、
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。

二
減
免
費
用
の
う
ち
第
十
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
国
の
支
弁
又
は
第
十
一
条
の
規
定
に
よ

一
学
資
支
給
に
要
す
る
費
用
と
し
て
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
第
二
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
補

（
検
討
）

（
政
府
の
補
助
等
に
係
る
費
用
の
財
源
）

（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
改
正
）

助
す
る
費
用

る
国
の
負
担
に
係
る
も
の
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第
五
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
の
二
政
府
は
、
毎
年
度
、
機
構
に
対
し
、
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
の
支
給
に
要
す
る
費

」
に
改
め
る
。

以
下
の
金
額
」
を
加
え
る
．

い
る
当
該
認
定
さ
れ
た
者
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

又
は
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
よ
る
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
同
項
の
確
認
の
辞
退
の
際
、
当
該
確
認
大
学
等
に
在
学
し
て

る
」
を
、
「
認
定
さ
れ
た
者
」
の
下
に
「
（
同
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
法
第
七
条
第
一
項
の
確
認
の
取
消
し

第
二
十
三
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
補
助
金
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
経
費
」
を
「
費
用

第
十
七
条
の
四
第
一
項
中
「
一
部
」
の
下
に
「
を
徴
収
す
る
ほ
か
、
そ
の
徴
収
す
る
額
に
百
分
の
四
十
を
乗
じ
て
得
た
額

用
を
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
は
、
」
の
下
に
「
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第

号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
確
認
大
学
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
確
認
大
学
等
」
と
い
う
。
）
に
在
学
す
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第
六
条
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
機
構
法
」
と

２
旧
機
構
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
基
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
学
資
支
給
基
金
」
と

３
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
存
続
す
る
学
資
支
給
基
金
に
つ
い
て
は
、
旧
機
構
法
第
二
十
三
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
三
及

立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
機
構
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定

支
給
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独

」
と
い
う
。

）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

ぴ
第
三
十
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
国
庫
に
納
付
す
る
ま
で
（
残
余
が
な
い

に
よ
り
認
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
学
資
支
給
金

い
う
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
新
機
構
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て

い
う
。

（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
十
条
第
三
号
を
削
る
。

第
二
十
三
条
の
三
を
削
る
。

…

は
、

旧
学
資
支
給
金
の
支
給
が
終
了
す
る
日
ま
で
の
間
、
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。
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f

第
九
条
地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の

第
七
条
附
則
第
五
条
の
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ

４
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
は
、
旧
学
資
支
給
金
の
支
給
が
終
了
し
た
場
合
に
お
い
て
、
学
資
支
給
基
金
に
残
余

よ
う
に
改
正
す
る
。

れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

が
あ
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
残
余
の
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
の
支
給
が
終
了
す
る
日
ま
で
）
の
間
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
地
方
財
政
法
の
一
部
改
正
）

（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

附
則
第
四
条
及
び
第
五
条
を
削
る
。
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今

第
十
条
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
（
第
十
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規

第
十
二
条
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
一
月
一
日
（
当
該
施
行
の
日
が
一
月
一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
日

）
を
賦
課
期
日
と
す
る
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
年
度
の
前
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産

税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
地
方
税
法
の
一
部
改
正
）

（
地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

（
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
の
一
部
改
正
）

第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
第
十
三
号
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
る
．

三
十
五
都
道
府
県
知
事
の
確
認
を
受
け
た
専
門
学
校
（
地
方
公
共
団
体
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す
る
も
の
を

第
十
八
条
第
二
項
中
「
同
じ
」
の
下
に
「
。
）
又
は
交
付
業
務
（
同
条
第
四
項
の
業
務
を
い
う
。
第
二
十
五
条
第
一
項
に

除
く
。
）
に
係
る
授
業
料
等
減
免
に
要
す
る
経
費
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減
免
資
金
」
を
加
え
る
。

下
同
じ
」
を
加
え
る
。

お
い
て
同
じ
」
を
加
え
る
。

４
事
業
団
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
業
務
の
ほ
か
、
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十

第
四
十
八
条
第
一
項
第
七
号
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を
、
「
交
付
す
る
補
助
金
」
の
下
に
「
及
び

附
則
第
十
三
条
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を
加
え
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
同
じ
」
の
下
に
「
。
）
（
交
付
業
務
を
含
む
。
第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
四
項
を
除
き
、
以

行
う
た
め
に
必
要
な
国
の
資
金
の
交
付
を
受
け
、
こ
れ
を
財
源
と
し
て
、
学
校
法
人
に
対
し
、
減
免
資
金
を
交
付
す
る
業
務
を

限
る
。
）
に
充
て
る
た
め
の
資
金
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
七
条
に
お
い
て
「
減
免
資
金
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る

第
二
十
三
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

一
年
法
律
第
号
）
第
十
条
に
規
定
す
る
減
免
費
用
（
私
立
学
校
で
あ
る
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
に
係
る
も
の
に

。
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Q

第
十
三
条
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

第
十
四
条
こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

（
内
閣
府
設
置
法
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条
の
三
及
び
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
第
二
十
七
号
の
五
」
を
「
第
二
十
七
号
の
六
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
三
項
第
一
一
十
七
号
の
五
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
七
の
六
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
（
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律

第
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
．
）
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
経
費
の
配
分
計
画
に
関
す
る
こ
と
。
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法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

す
る
一
環
と
し
て
、
真
に
支
援
が
必
要
な
低
所
得
者
世
帯
の
者
に
対
し
、
社
会
で
自
立
し
、
及
び
活
躍
す
る
こ
と
が
で
き
る
豊

か
な
人
間
性
を
備
え
た
創
造
的
な
人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
必
要
な
質
の
高
い
教
育
を
実
施
す
る
大
学
等
に
お
け
る
修
学
に
係

る
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
学
資
の
支
給
及
び
授
業
料
等
の
減
免
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の

我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
少
子
化
の
進
行
及
び
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
重
要
性
に
鑑
み
、
総
合
的
な
少
子
化
対
策
を
推
進

理
由
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第
一
条
こ
の
法
律
は
、
真
に
支
援
が
必
要
な
低
所
得
者
世
帯
の
者
に
対
し
、
社
会
で
自
立
し
、
及
び
活
躍
す
る
こ
と
が
で
き

目
次附

則
第
四
章
罰

第
三
章
雑

第
二
章
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援

第
一
章
総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

（
目
的
）

第
三
節
授
業
料
等
減
免
（
第
六
条
’
第
十
六
条
）

第
二
節
学
資
支
給
（
第
四
条
・
第
五
条
）

第
一
節
通

第
一
章
総
則

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律

則 則
則

（
第
十
九
条
）

（
第
十
七
条
・
第
十
八
条
）

（
第
三
条
）

1 ‐ｰ



”

第
二
条
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
大
学
等
」
と
は
、
大
学
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
百
三
条
に

２
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
学
生
等
」
と
は
、
大
学
の
学
部
、
短
期
大
学
の
学
科
及
び
専
攻
科
（
大
学
の
学
部
に
準
ず
る
も
の

３
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
確
認
大
学
等
」
と
は
、
第
七
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
大
学
等
を
い
う
。

規
定
す
る
大
学
を
除
く
．
以
下
同
じ
。
）
、
高
等
専
門
学
校
及
び
専
門
課
程
を
置
く
専
修
学
校
（
第
七
条
第
一
項
及
び
第
十

す
る
。

学
の
支
援
を
行
い
、
そ
の
修
学
に
係
る
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
に
よ
り
、
子
ど
も
を
安
心
し
て
生
み
、
育
て
る
こ
と

修
学
校
の
専
門
課
程
の
生
徒
を
い
う
。

条
に
お
い
て
「
専
門
学
校
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。

が
で
き
る
環
境
の
整
備
を
図
り
、
も
っ
て
我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
少
子
化
の
進
展
へ
の
対
処
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

。
）
及
び
専
攻
科
（
大
学
の
学
部
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
専
攻
科
に
限
る
．
）
の
学
生
並
び
に
専

と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
専
攻
科
に
限
る
。
）
並
び
に
高
等
専
門
学
校
の
学
科
（
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
に
限
る

る
豊
か
な
人
間
性
を
備
え
た
創
造
的
な
人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
必
要
な
質
の
高
い
教
育
を
実
施
す
る
大
学
等
に
お
け
る
修

（
定
義
）
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第
五
条
学
資
支
給
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法

第
四
条
学
資
支
給
は
、
学
資
支
給
金
（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
十
七

第
三
条
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
は
、
確
認
大
学
等
に
在
学
す
る
学
生
等
の
う
ち
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経
済
的

第
六
条
授
業
料
等
減
免
は
、
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
授
業
料
等
（
授
業
料
及
び
入
学
金
を
い
う
。
同
項
に
お
い
て
同

条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
金
を
い
う
。
）
の
支
給
と
す
る
．

じ
。
）
の
減
免
と
す
る
。

理
由
に
よ
り
極
め
て
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
に
対
し
て
行
う
学
資
支
給
及
び
授
業
料
等
減
免
と
す
る
。

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
授
業
料
等
減
免
）

第
二
章
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援

第
三
節
授
業
料
等
減
免

第
二
節
学
資
支
給

第
一
節
通
則
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第
七
条
次
の
各
号
に
掲
げ
る
大
学
等
の
設
置
者
は
、
授
業
料
等
減
免
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
（
以
下
「
文
部
科
学
大
臣
等
」
と
い
う
．
）
に
対
し
、
当
該
大
学
等
が
次
項
各
号

に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
確
認
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法

四
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
大
学
等
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長

二
国
が
設
置
す
る
専
門
学
校
当
該
専
門
学
校
が
属
す
る
国
の
行
政
機
関
の
長

一
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
（
い
ず
れ
も
学
校
教
育
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
立
学
校
又
は
私
立
学
校
で
あ
る
も

（
大
学
等
の
確
認
）

学
校
文
部
科
学
大
臣

十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
を
い
う
。
第
十
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
専
門

務
大
臣
（
同
法
第
六
十
八
条
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
を
い
う
。
）

人
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
専
門
学
校
当
該
独
立
行
政
法
人
の
主

の
に
限
る
。
第
十
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
国
立
大
学
法
人
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
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２
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
前
項
の
確
認
（
以
下
単
に
『
確
認
」
と
い
う
。
）
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
求
め
に

係
る
大
学
等
が
次
に
掲
げ
る
要
件
（
第
九
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
確
認
要
件
」
と
い

六
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
い
、
公
立
大
学

う
。
）
を
満
た
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
確
認
を
す
る
も
の
と
す
る
。

七
専
門
学
校
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
当
該
専
門
学
校
を
所
管
す
る
都
道
府
県
知
事

五
公
立
大
学
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立

一
大
学
等
の
教
育
の
実
施
体
制
に
関
し
、
大
学
等
が
社
会
で
自
立
し
、
及
び
活
躍
す
る
こ
と
が
で
き
る
豊
か
な
人
間
性
を

法
人
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
．
）
が
設
置
す
る
専
門
学
校
当
該
地
方
独
立
行
政
法

を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長

大
学
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
条
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
大
学
等
当
該
公
立
大
学
法
人

人
を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長

備
え
た
創
造
的
な
人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。
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第
八
条
確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
当
該
確
認
大
学
等
に
在
学
す
る
学
生
等
の
う
ち
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び

３
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
確
認
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り

四’ 三
当
該
大
学
等
の
設
置
者
が
、
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
取
り
消
さ
れ
た
大
学
等
の
設
置
者
又
は
こ
れ
に

公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
大
学
等
の
経
営
基
盤
に
関
し
、
大
学
等
が
そ
の
経
営
を
継
続
的
か
つ
安
定
的
に
行
う
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
文
部

（
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
よ
る
授
業
料
等
の
減
免
）

’
一
」
‐
〆
」
。

準
ず
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
で
、
そ
の
取
消
し
の
日
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
日
と
し
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
起
算

科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
な
い
こ
と
。

セ
エ
謬
凸
一
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第
九
条
確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め

３
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
授
業
料
等
減
免
の
期
間
そ
の
他
の
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
行
う
授
業
料
等
減
免
に
関

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
行
う
授
業
料
等
減
免
の
額
は
、
確
認
大
学
等
の
種
別
そ
の
他
の
事
情
を
考

２
第
七
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

慮
し
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

業
料
等
減
免
対
象
者
と
し
て
認
定
し
、
当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
対
し
て
授
業
料
等
の
減
免
を
行
う
も
の
と
す
る
。

し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

方
法
に
従
い
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由
に
よ
り
極
め
て
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
授

三
当
該
確
認
大
学
等
の
名
称
及
び
所
在
地
そ
の
他
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
。

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認
を
し
た
文
部
科
学
大
臣
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認
を
辞
退
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

一
当
該
確
認
大
学
等
が
、
確
認
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
き
。

（
確
認
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
等
の
届
出
）
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第
十

第
十
条
次
の
各
号
に
掲
げ
る
大
学
等
に
係
る
授
業
料
等
減
免
に
要
す
る
費
用
（
以
下
『
減
免
費
用
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
れ

支
弁
す
る
減
免
費
用
の
二
分
の
一
を
負
担
す
る
．

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
（
第
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
「
国
等
」
と
い
う
。
）
が
支
弁
す
る
。

五
専
門
学
校
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
当
該
専
門
学
校
を
所
管
す
る
都
道
府
県
知
事
の
統
轄
す
る
都
道
府

三
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
大
学
等
当
該
公
立
大
学
法
人
を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体

四
地
方
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す
る
専
門
学
校
当
該
地
方
独
立
行
政
法
人
を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体

二
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
大
学
等
当
該
地
方
公
共
団
体

一
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
並
び
に
国
、
国
立
大
学
法
人
及
び
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す
る
専
門
学
校
国

（
国
の
負
担
）

（
認
定
の
取
消
し
等
）

（
減
免
費
用
の
支
弁
）

県一
条
国
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
（
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
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第
十
二
条
確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
確
認
大
学
等
に
在
学
す
る
授
業
料

２
確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

３
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
対
し
減
免
費
用
を
支
弁
す
る
国
等
は
、
前
項
の
規

４
前
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
国
税
及
び
地
方
税
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。

等
減
免
対
象
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
授
業
料
等
減
免
を
受
け
た
又
は
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に

定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
学
生
等
に
対
す
る
授
業
料
等
減
免
に
係
る
減
免
費

至
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
係
る
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お

り
、
そ
の
旨
を
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認
を
し
た
文
部
科
学
大
臣
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

用
を
既
に
支
弁
し
て
い
る
と
き
は
、
国
税
徴
収
の
例
に
よ
り
、
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
か
ら
当
該
減
免
費
用
に
相
当
す

い
て
単
に
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

る
金
額
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
学
生
等
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

一
学
業
成
績
が
著
し
く
不
良
と
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

、
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第
十
三
条
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
授
業
料
等
減
免
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な

３
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示

２
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
確
認
大
学
等
の

４
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

、
報
告
若
し
く
は
文
書
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
る

す
証
明
書
を
携
帯
し
、

出
頭
を
求
め
、
又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
の
事
務
所
そ
の
他

設
置
者
（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
そ
の
役
職
員
若
し
く
は

限
度
に
お
い
て
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
若
し
く
は
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
に
対
し

こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
に
対
し
、
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
若
し
く
は

こ
と
が
で
き
る
。

の
施
設
に
立
ち
入
り
、
そ
の
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
報
告
等
）

か
つ
、

関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

-10-



第
十
五
条
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認

第
十
四
条
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
授
業
料
等
減
免
を
適
切
に
行
っ
て
い
な
い
と
認
め
る
場
合
そ
の

４
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
そ
の

２
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
勧
告
を
受
け
た
確
認
大
学
等
の
設
置
者

措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

勧
告
に
係
る
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
勧
告
に
係
る

が
、

し
、
期
限
を
定
め
て
、
授
業
料
等
減
免
の
実
施
の
方
法
の
改
善
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が

他
授
業
料
等
減
免
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
対

で
き
る
。

（
確
認
の
取
消
し
）

（
勧
告
、
命
令
等
）

同
項
の
期
限
内
に
こ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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２
第
七
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
取
消
し
を
し
た
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

V を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

三
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
減
免
費
用
の
支
弁
に
関
し
不
正
な
行
為
を
し
た
と
き
。

一
ハ 五

確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
出
頭
を
求
め
ら
れ
て
こ
れ
に
応
ぜ
ず
、
同
項
の
規
定
に

四
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
又
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は

二
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
不
正
の
手
段
に
よ
り
確
認
を
受
け
て
い
た
と
き
。

一
確
認
大
学
等
が
、
確
認
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
き
。

（
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
在
学
し
て
い
る
場
合
の
特
例
）

提
示
を
命
ぜ
ら
れ
て
こ
れ
に
従
わ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
た
と
き
。

し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。

よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若

れ
ら
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
。

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
又
は
こ
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第
十
七
条
国
は
、
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第

第
十
六
条
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
又
は
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
当
該
確
認
大
学
等
に
係

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
減
免
費
用
の
支
弁
が
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
第
十
二

十
条
の
規
定
に
よ
る
減
免
費
用
の
支
弁
の
う
ち
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
（
い
ず
れ
も
学
校
教
育
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定

す
る
私
立
学
校
で
あ
る
も
の
に
限
る
．
）
に
係
る
も
の
を
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
を
通
じ
て
行
う
こ
と
が
で
き

掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め

し
た
大
学
等
を
確
認
大
学
等
と
み
な
し
て
、
こ
の
法
律
の
規
定
を
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
同
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に

し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
係
る
授
業
料
等
減
免
に
つ
い
て
は
、
当
該
確
認
を
取
り
消
さ
れ
た
大
学
等
又
は
確
認
を
辞
退

る
。 る

場
合
に
お
け
る
当
該
大
学
等
に
係
る
減
免
費
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

る
確
認
を
辞
退
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
又
は
辞
退
の
際
、
当
該
確
認
大
学
等
に
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
在
学

（
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
を
通
じ
て
行
う
減
免
費
用
の
支
弁
）

第
三
章
雑
則
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第
十
九
条
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告

第
十
八
条
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
。

２
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く

資
金
」
と
す
る
。

免
資
金
」
と
、
「
支
弁
し
て
い
る
』
と
あ
る
の
は
「
交
付
し
て
い
る
」
と
、
「
当
該
減
免
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
減
免

」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
」
と
、
「
に
係
る
減
免
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
に
係
る
減

条
第
二
項
中
「
文
部
科
学
大
臣
等
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
大
臣
及
び
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
の
理
事
長
」

若
し
く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず

、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

と
、
同
条
第
三
項
中
「
を
支
弁
す
る
国
等
」
と
あ
る
の
は
「
に
充
て
る
た
め
の
資
金
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
減
免
資
金

は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し

（
文
部
科
学
省
令
へ
の
委
任
）

第
四
章
罰
則

ｆ
ノ
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第
二
条
こ
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
確
認
の
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
い
て
も
行
う
こ

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一
部

３
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
同
項
の
刑
を
科
す
る
。

年
の
翌
年
の
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
及
び
附
則
第
十
四
条
の
規

を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
属
す
る

と
が
で
き
る
。

下
の
罰
金
に
処
す
る
。

く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以

（
施
行
前
の
準
備
）

（
施
行
期
日
）

附

則

－ 15－



第
四
条
次
に
掲
げ
る
費
用
の
財
源
は
へ
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消

第
三
条
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
四
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
こ
の
法

費
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
に
よ
り
増
加
す
る
消
費
税
の
収
入
を
活

す
る
。

律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
応
じ
て
所
要
の
見
直
し
を
行
う
も
の
と

用
し
て
、
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。

二
減
免
費
用
の
う
ち
第
十
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
国
の
支
弁
又
は
第
十
一
条
の
規
定
に
よ

一
学
資
支
給
に
要
す
る
費
用
と
し
て
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
第
二
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
補

（
政
府
の
補
助
等
に
係
る
費
用
の
財
源
）

（
検
討
）

（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
改
正
）

助
す
る
費
用

る
国
の
負
担
に
係
る
も
の
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第
五
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
の
二
政
府
は
、
毎
年
度
、
機
構
に
対
し
、
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
の
支
給
に
要
す
る
費

」
に
改
め
る
。

以
下
の
金
額
」
を
加
え
る
。

又
は
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
よ
る
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
同
項
の
確
認
の
辞
退
の
際
、
当
該
確
認
大
学
等
に
在
学
し
て

い
る
当
該
認
定
さ
れ
た
者
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

る
」
を
、
「
認
定
さ
れ
た
者
」
の
下
に
「
（
同
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
法
第
七
条
第
一
項
の
確
認
の
取
消
し

第
二
十
三
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
補
助
金
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
経
費
」
を
「
費
用

第
十
七
条
の
四
第
一
項
中
二
部
」
の
下
に
「
を
徴
収
す
る
ほ
か
、
そ
の
徴
収
す
る
額
に
百
分
の
四
十
を
乗
じ
て
得
た
額

第
二
十
三
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
は
、
」
の
下
に
「
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第

用
を
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
確
認
大
学
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
確
認
大
学
等
」
と
い
う
。
）
に
在
学
す
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第
六
条
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
機
構
法
」
と

３
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
存
続
す
る
学
資
支
給
基
金
に
つ
い
て
は
、
旧
機
構
法
第
二
十
三
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
三
及

２
旧
機
構
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
基
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
学
資
支
給
基
金
」
と

立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
機
構
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
一
一
第
一
項
の
規
定

支
給
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独

び
第
三
十
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
国
庫
に
納
付
す
る
ま
で
（
残
余
が
な
い

」
と
い
う
。

）
に
き
つ
＃

て
は
、

な
お
Ｉ
従
前
の
例
に
よ
る
。

に
よ
り
認
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
学
資
支
給
金

い
う
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
新
機
構
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て

い
う
。
）
は
、
旧
学
資
支
給
金
の
支
給
が
終
了
す
る
日
ま
で
の
問
、
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
十
条
第
三
号
を
削
る
。

第
二
十
三
条
の
三
を
削
る
。
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鄙

グ

第
八
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の

第
九
条
地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
附
則
第
五
条
の
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ

４
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
は
、
旧
学
資
支
給
金
の
支
給
が
終
了
し
た
場
合
に
お
い
て
、
学
資
支
給
基
金
に
残
余

よ
う
に
改
正
す
る
。

れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

が
あ
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
残
余
の
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
の
支
給
が
終
了
す
る
日
ま
で
）
の
間
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
地
方
財
政
法
の
一
部
改
正
）

（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

附
則
第
四
条
及
び
第
五
条
を
削
る
。
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第
十
一
条
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
（
第
十
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規

第
十
二
条
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

）
を
賦
課
期
日
と
す
る
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
年
度
の
前
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産

定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
一
月
一
日
（
当
該
施
行
の
日
が
一
月
一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
日

（
地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

（
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
の
一
部
改
正
）

（
地
方
税
法
の
一
部
改
正
）

第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
第
十
三
号
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
二
項
中
「
同
じ
」
の
下
に
「
。
）
又
は
交
付
業
務
（
同
条
第
四
項
の
業
務
を
い
う
。
第
二
十
五
条
第
一
項
に

三
十
五
都
道
府
県
知
事
の
確
認
を
受
け
た
専
門
学
校
（
地
方
公
共
団
体
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す
る
も
の
を

除
く
。
）
に
係
る
授
業
料
等
減
免
に
要
す
る
経
費

〕
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減
免
資
金
」
を
加
え
る
。

下
同
じ
」
を
加
え
る
。

お
い
て
同
じ
」
を
加
え
る
。

４
事
業
団
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
業
務
の
ほ
か
、
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十

第
二
十
七
条
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を
、
「
交
付
す
る
補
助
金
」
の
下
に
「
及
び

第
四
十
八
条
第
一
項
第
七
号
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
同
じ
」
の
下
に
「
。
）
（
交
付
業
務
を
含
む
。
第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
四
項
を
除
き
、
以

行
う
。

限
る
。
）
に
充
て
る
た
め
の
資
金
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
七
条
に
お
い
て
「
減
免
資
金
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る

第
二
十
三
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

附
則
第
十
三
条
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を
加
え
る
。

た
め
に
必
要
な
国
の
資
金
の
交
付
を
受
け
、
こ
れ
を
財
源
と
し
て
、
学
校
法
人
に
対
し
、
減
免
資
金
を
交
付
す
る
業
務
を

一
年
法
律
第
号
）
第
十
条
に
規
定
す
る
減
免
費
用
（
私
立
学
校
で
あ
る
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
に
係
る
も
の
に
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ひ

第
十
四
条
こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
十
三
条
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

（
内
閣
府
設
置
法
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条
の
三
及
び
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
第
二
十
七
号
の
五
」
を
「
第
二
十
七
号
の
六
」
に
改
め
る
．

第
四
条
第
三
項
第
二
十
七
号
の
五
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
七
の
六
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
（
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律

第
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
経
費
の
配
分
計
画
に
関
す
る
こ
と
。
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法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

す
る
一
環
と
し
て
、
真
に
支
援
が
必
要
な
低
所
得
者
世
帯
の
者
に
対
し
、
社
会
で
自
立
し
、
及
び
活
躍
す
る
こ
と
が
で
き
る
豊

か
な
人
間
性
を
備
え
た
創
造
的
な
人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
必
要
な
質
の
高
い
教
育
を
実
施
す
る
大
学
等
に
お
け
る
修
学
に
係

る
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
学
資
の
支
給
及
び
授
業
料
等
の
減
免
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の

我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
少
子
化
の
進
行
及
び
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
重
要
性
に
鑑
み
、
総
合
的
な
少
子
化
対
策
を
推
進

理
由
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大学等における修学の支援に関する法律案
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欠格事由と取消し事由に規定する内容の考え方について

l.取消し事由として掲げていた原案の第15条第1項第7号に規定していた内

容（役員による違法行為）については、下記の点を踏まえて、欠格事由とし

て第7条第2項第4号に規定するよう修正する。

2．子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第40条第2項及び子ども・

子育て支援法施行令（平成26年政令213号）第18条第2項では、欠格事由とし

て、設置者による違法行為に係るものと役員による違法行為に係るものを並

べて規定しており、本法律案でもこれにならい、欠格事由として設置者に係

るものと役員に係るものを並べて規定する。

3．役員に係る欠格事由については、子ども・子育て支援法では、その政令に

おいて規定しているが、 これは、法律で、役員に係る取消し事由を別途規定

し、役員に係る事由が既に明示されているためである。

他方、本法律案では、取消し事由において役員に係るものはないため、役

員に係る欠格事由を第7条第2項第3号の「確認を取り消された大学等の設

置者に準ずる者として政令で定める者」として規定するのではなく、同項第

4号として役員に係る欠格事由を法律上で明記することとする。

4．役員に係る欠格事由については、同号において明記するもの（役員による

法令違反）の他、下記のものなどを規定する必要があり、個人立の設置者の

存在を踏まえたものもあることから、第7条第2項第3号と同様に『これに

準ずる者として政令で定める者」も同項第4号にあわせて規定し、下記の欠

格事由については政令で規定することとする。

．取消しを受けた設置者において役員であった者が、その役員にいる設置

者で、取消しの日から3年経過していないもの

．取消しを受けた設置者（個人立）が、その役員にいる設置者で、取消し

の日から3年経過していないもの

・処分逃れ目的で辞退した設置者において役員であった者が、その役員に

いる設置者で、辞退の日から3年経過していないもの

・処分逃れ目的で辞退した設置者（個人立）が、その役員にいる設置者で、

辞退の日から3年経過していないもの

●
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＜参考＞

○子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）

（確認の取消し等）

第四十条市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該

特定教育・保育施設に係る第二十七条第一項の確認を取り消し、又は期間を
定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

一特定教育・保育施設の設置者が、第三十三条第六項の規定に違反したと

認められるとき。

二特定教育・保育施設の設置者が、教育・保育施設の認可基準に従って施

設型給付費の支給に係る施設として適正な教育・保育施設の運営をするこ

とができなくなったと当該特定教育・保育施設に係る教育・保育施設の認

可等を行った都道府県知事（指定都市所在認定こども園については当該指

定都市の長とし、指定都市等所在幼保連携型認定こども園については当該

指定都市等の長とし、指定都市等所在保育所については当該指定都市等又

は児童相談所設置市の長とする。 ）が認めたとき。

三特定教育・保育施設の設置者が、第三十四条第二項の市町村の条例で定

める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従って施設型給付費の支給

に係る施設として適正な特定教育・保育施設の運営をすることができなく

なったとき。

四施設型給付費又は特例施設型給付費の請求に関し不正があったとき。

五特定教育・保育施設の設置者が、第三十八条第一項の規定により報告又

は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、

又は虚偽の報告をしたとき。

六特定教育・保育施設の設置者又はその職員が、第三十八条第一項の規定

により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答

弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨

げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該特定教育・保育施設の職員がそ
の行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特定教育・保

育施設の設置者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

七特定教育・保育施設の設置者が、不正の手段により第二十七条第一項の

確認を受けたとき。

八前各号に掲げる場合のほか、特定教育・保育施設の設置者が、 この法律

その他国民の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるもの又は

これらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

九前各号に掲げる場合のほか、特定教育・保育施設の設置者が、教育・保

育に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

十特定教育・保育施設の設置者の役員（業務を執行する社員、取締役、執

行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有

する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行

役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者

を含む。以下同じ。 ）又はその長のうちに過去五年以内に教育・保育に関
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し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

2 前項の規定により第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設

の設置者（政令で定める者を除く。 ）及びこれに準ずる者として政令で定め

る者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算
して五年を経過するまでの間は、第三十一条第一項の申請をすることができ
ない。

○子ども・子育て支援法施行令（平成二十六年政令第二百十三号）
（法第四十条第二項の政令で定める者等）

第十八条 （略）

2 法第四十条第二項の同条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を

取り消された教育・保育施設の設置者（前項に規定する者を除く。 ）に準ず

る者として政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する教
育・保育施設の設置者とし、法第四十条第二項の政令で定める日は、当該者
の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

一その者と内閣府令で定める密接な関係を有する法人（次のイからハまで

に掲げる者に限る。第二十一条第二項第二号及び附則第十一条第二項第二
号において「その者と密接な関係を有する者」という。 ）が、法第四十条

第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育

施設の設置者（前項に規定する者を除く。 ）である者当該確認の取消し

の日

イその者の役員に占めるその役員の割合が二分の一を超え、又はその者の

株式の所有その他の事由を通じてその者の事業を実質的に支配し、若しく

はその者の事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定め

るもの（ロにおいて「その者の親会社等」という。 ）

ロその者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一

を超え、又はその者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事

業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある

者として内閣府令で定めるもの

ハその者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、又

はその者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、

若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定

めるもの

二法第四十条第一項の規定による法第二十七条第一項の確認の取消しの処

分に係る行政手続法（平成五年法律第八十八号）第十五条の規定による通

知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日ま

での間に、法第三十六条の規定により同項の確認を辞退した者（当該確認

の辞退について相当の理由がある者を除く。 ） 当該確認の辞退の日

三法第三十八条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日

（当該検査の結果に基づき法第四十条第一項の規定による法第二十七条第

一項の確認の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見
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込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村長（特別区の区長

を含む。第二十一条第二項第四号において同じ。 ）がその者に当該検査が

行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日

をいう。附則第十一条第二項第四号において同じ。 ）までの間に、法第三

十六条の規定により法第二十七条第一項の確認を辞退した者（当該確認の

辞退について相当の理由がある者を除く。 ） 当該確認の辞退の日

四教育・保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者当該行為をした
日

五その者の役員又は長のうちに次のイからハまでに掲げる者のいずれかに

該当する者がある者それぞれイからハまでに定める日

イ法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消さ

れた教育・保育施設の設置者（前項に規定する者を除く。 ）において、

当該確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知が

あった日前六十日以内に、その役員又は長であった者当該確認の取消
しの日

ロ第二号に規定する期間内に法第三十六条の規定により法第二十七条第

一項の確認を辞退した教育・保育施設の設置者（当該確認の辞退につい

て相当の理由がある者を除く。 ）において、同号の通知の日前六十日以

内に、その役員又は長であった者当該確認の辞退の日

前号に掲げる者 同号に定める日ハ
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第12条第3項の修正について（ 「当該確認大学等の設置者」 ）

原案の第12条第3項中では、 「確認大学等の設置者」を受けて「当該設置者」

という表現を用いていたが、第13条第2項並びに第14条第1項及び第3項にお

いては、 「確認大学等の設置者」を同じ項において指し示す表現として「当該

確認大学等の設置者」を用いているところ、第12条第3項においても、平灰を
｢当該設置者」を「当該確認大学等の設置者」と修正している。とるため、
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え自力口用伊"集
(大学等における修学の支援関する法律案（仮称） ）
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第7条第2項第4号関係

rooが法人である場合において、」

○
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）

第
十
九
条
の
十
八
都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
咳
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾

病
医
療
機
関
に
係
る
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
の

指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
指
定
小
児
慢
性

特
定
疾
病
医
療
機
関
の
指
定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力

を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

一
～
九
（
略
）

十
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
料
温
刈
制
捌
引
測

剣
固
糊
刷
制
１
そ
の
役
員
等
の
う
ち
に
指
定
小
児
慢
性
特
定

疾
病
医
療
機
関
の
指
定
の
取
消
し
又
は
指
定
小
児
慢
性
特

定
疾
病
医
療
機
関
の
指
定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力

の
停
止
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
前
五
年
以
内
に
小
児
慢
性

特
定
疾
病
医
療
支
援
に
関
し
不
正
又
は
著
し
く
不
当
な
行

為
を
し
た
者
が
あ
る
に
至
っ
た
と
き
。

十
一
（
略
）

第7条第2項第4号関係

｢役員のうちに、 ・・者で、…経過しないもの」

○
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
鵬
林
水
産
省
関
係
法
令
の
適
用
の
特
別
措

置
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
百
五
十
八
号
）

第
三
条
卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第

十
五
条
第
一
項
の
許
可
の
申
舗
で
あ
っ
て
、
申
舗
者
の
業
務
を

執
行
す
る
樹
尉
馴
列
剖
回
１
沖
繩
の
法
令
の
規
定
（
法
第
二
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ

れ
る
沖
繩
法
令
の
規
定
を
含
む
。
）
の
罪
を
犯
し
、
禁
銅
（
こ
）

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
謝
司
１
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、

又
は
そ
の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら

起
算
し
て
三
年
を
縄
週
ｕ
制
Ⅶ
制
唖
が
あ
る
も
の
は
、
卸
売
市

場
法
第
十
七
条
第
一
項
第
四
号
に
骸
当
す
る
許
可
の
申
謂
と

み
な
寺
沿

２
命
堕

1
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第7条第2項第3号関係

｢役員のうちに、 ･･･がないこと｡」

Ｏ
信
託
業
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）

（
紛
争
解
決
等
業
務
を
行
う
者
の
指
定
）

第
八
十
五
条
の
二
内
閣
総
理
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備

え
る
者
を
、
そ
の
申
舗
に
よ
り
、
紛
争
解
決
等
業
務
を
行
う
者

と
し
て
、
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

｜
～
三
金
唾

四
綱
副
詞
引
刻
到
矧
１
次
の
い
ず
れ
か
に
咳
当
す
る
煮
調
剰
州

引
剴
切
１

イ
ー
ホ
（
略
）

五
～
八
金
也

２
～
４
（
略
）

○
蛮
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号
）

（
紛
争
解
決
等
業
務
を
行
う
者
の
指
定
）

第
九
十
九
条
内
閣
総
理
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
る

者
を
、
そ
の
申
舗
に
よ
り
、
紛
争
解
決
等
業
務
を
行
う
者
と
し

て
、
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三
（
略
）

四
組
矧
剰
判
刻
引
回
１
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
洲
制
叫

ゴ
川
副
１

イ
ー
ホ
（
略
）

五
～
八
（
略
）

２
～
５
（
略
）

霞霧雲冒壼二三菫三三二毒壼壼＝==ヨ
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
）

第
七
十
八
条
の
二
（
略
）

２
．
３
（
略
）

４
市
町
村
長
は
、
第
一
項
の
申
舗
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

次
の
各
号
（
病
院
又
は
診
療
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
複
合
型
サ
ー

ビ
ス
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
第
六
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
係
る
指
定
の
申
舗
に
あ
っ
て
は
、
第
六
号
の
二
、

第
六
号
の
三
、
第
十
号
及
び
第
十
二
号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定

を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
～
六
の
三
（
略
）

七
申
謂
者
が
、
第
七
十
八
条
の
十
（
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま

で
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
の
処
分
に
係

る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
２

日
か
ら
当
咳
処
分
を
す
る
日
又
は
処
分
を
し
な
い
こ
と
を

決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
第
七
十
八
条
の
五
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
を
し
た
割
（
当
該
事
業
の
廃

止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。
）
刻
刷
第
七

十
八
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞
退
を
し
た
割
（
当
該

指
定
の
辞
退
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。
）

劃
１
当
該
届
出
刻
創
指
定
の
辞
退
の
日
洲
引
趨
劉
ｕ
制
五
唄

剖
細
過
ｕ
創
州
割
刎
で
あ
る
と
き
。

七
の
二
～
十
二
虚
竪

５
～
皿
（
略
）

○
介
謹
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）



､

Ｏ
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法

律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）

（
措
隠
命
令
等
）

第
四
十
条
（
略
）

２
潔
境
大
臣
は
、
第
三
十
七
条
第
四
項
若
し
く
は
第
三
十
八
条

第
四
項
の
規
定
口
遡
団
ｕ
矧
割
、
第
三
十
七
条
第
七
項
（
第
三

十
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
り
付
さ
れ
た
条
性
何
潮
風
ｕ
尚
割
前
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
同
項
に
規
定
す
る
行
為
を
し
た
者

又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
遡
風
ｕ
対
割
が
召

馴
遡
園
制
劉
に
よ
っ
て
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
の
個
体
の

生
息
地
又
は
生
育
地
の
保
謹
に
支
障
を
及
ぼ
し
た
場
合
に
お

い
て
、
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
の
保
存
の
た
め
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
、
相
当
の
期
限
を
定

め
て
、
原
状
回
復
を
命
じ
、
そ
の
他
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種

の
個
体
の
生
息
地
又
は
生
育
地
の
保
護
の
た
め
必
要
な
措
置

を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
（
略
）

Ｏ
自
然
環
境
保
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）

第
五
十
八
条
第
四
十
六
条
第
一
項
又
は
第
四
十
七
条
の
規
定
に

基
づ
く
条
例
に
は
、
そ
の
条
例
口
迩
団
ｕ
制
割
に
対
し
て
、
そ

劇
遡
団
制
潮
の
態
様
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
第
五
十
三
条
か
ら

前
条
ま
で
に
定
め
る
処
罰
の
程
度
を
墓
え
な
い
限
度
に
お
い

て
、
刑
を
科
す
る
旨
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第7条第2項第4号関係

｢その違反行為をした日」

○
畜
産
経
営
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百

八
十
三
号
）

（
指
定
乳
製
品
等
の
売
渡
し
を
し
な
い
場
合
）

第
二
十
五
条
機
構
は
、
次
の
場
合
に
は
、
第
二
十
三
条
の
規
定

に
よ
る
売
渡
し
を
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
売
渡
し
の
契
約
に
違
反
し
、

あ
る
と
き

二
・
三
（
態

か
ら
一
年
を
経
過
し
な
い
者
で

3

第7条第2項第4号関係

｢0Oに違反した者』を受けて『その違反行為」と規定する例



第
一
条
こ
の
法
律
は
、
真
に
支
援
が
必
要
な
低
所
得
者
世
帯
の
者
に
対
し
、
社
会
で
自
立
し
、
及
び
活
躍
す
る
こ
と
が
で
き

目
次第

三
章
雑

附
則
第
四
章
罰

第
二
章
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援

第
一
章
総

（
目
的
）

第
三
節
授
業
料
等
減
免
（
第
六
条
’
第
十
六
条
）

第
二
節
学
資
支
給
（
第
四
条
・
第
五
条
）

第
一
節
通

第
一
章
総

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律

則 則 則
則

（
第
十
九
条
）

（
第
十
七
条
・
第
十
八
条
）

（
第
一
条
・
第
二
条
）

則
（
第
三
条
）

1 －ー



岳

第
二
条
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
大
学
等
」
と
は
、
大
学
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
一
一
十
六
号
）
第
百
三
条
に

２
こ
の
法
律
に
お
い
て
『
学
生
等
」
と
は
、
大
学
の
学
部
、
短
期
大
学
の
学
科
及
び
専
攻
科
（
大
学
の
学
部
に
準
ず
る
も
の

３
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
確
認
大
学
等
」
と
は
、
第
七
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
大
学
等
を
い
う
。

す
る
。

学
の
支
援
を
行
い
、
そ
の
修
学
に
係
る
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
に
よ
り
、
子
ど
も
を
安
心
し
て
生
み
、
育
て
る
こ
と

が
で
き
る
環
境
の
整
備
を
図
り
、
も
っ
て
我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
少
子
化
の
進
展
へ
の
対
処
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

条
に
お
い
て
「
専
門
学
校
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。

規
定
す
る
大
学
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
、
高
等
専
門
学
校
及
び
専
門
課
程
を
置
く
専
修
学
校
（
第
七
条
第
一
項
及
び
第
十

修
学
校
の
専
門
課
程
の
生
徒
を
い
う
。

。
）
及
び
専
攻
科
（
大
学
の
学
部
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
専
攻
科
に
限
る
。
）
の
学
生
並
び
に
専

と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
専
攻
科
に
限
る
。
）
並
び
に
高
等
専
門
学
校
の
学
科
（
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
に
限
る

る
豊
か
な
人
間
性
を
備
え
た
創
造
的
な
人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
必
要
な
質
の
高
い
教
育
を
実
施
す
る
大
学
等
に
お
け
る
修

（
定
義
）

2‐ー



第
六
条
授
業
料
等
減
免
は
、
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
授
業
料
等
（
授
業
料
及
び
入
学
金
を
い
う
。
同
項
に
お
い
て
同

第
五
条
学
資
支
給
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法

第
四
条
学
資
支
給
は
、
学
資
支
給
金
（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
十
七

第
三
条
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
は
、
確
認
大
学
等
に
在
学
す
る
学
生
等
の
う
ち
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経
済
的

）
の
減
免
と
す
る
。

パ
ー
〕
。

条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
金
を
い
う
。
）
の
支
給
と
す
る
．

理
由
に
よ
り
極
め
て
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
に
対
し
て
行
う
学
資
支
給
及
び
授
業
料
等
減
免
と
す
る
。

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
授
業
料
等
減
免
）

第
二
章
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援

第
三
節
授
業
料
等
減
免

第
二
節
学
資
支
給

第
一
節
通
則

9
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第
七
条
次
の
各
号
に
掲
げ
る
大
学
等
の
設
置
者
は
、
授
業
料
等
減
免
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
（
以
下
「
文
部
科
学
大
臣
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
当
該
大
学
等
が
次
項
各
号

に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
確
認
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法

四
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
大
学
等
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長

二
国
が
設
置
す
る
専
門
学
校
当
該
専
門
学
校
が
属
す
る
国
の
行
政
機
関
の
長

一
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
（
い
ず
れ
も
学
校
教
育
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
立
学
校
又
は
私
立
学
校
で
あ
る
も

（
大
学
等
の
確
認
）

十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
を
い
う
。
第
十
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
専
門

学
校
文
部
科
学
大
臣

務
大
臣
（
同
法
第
六
十
八
条
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
を
い
う
。
）

人
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
専
門
学
校
当
該
独
立
行
政
法
人
の
主

の
に
限
る
。
第
十
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
．
）
並
び
に
国
立
大
学
法
人
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百

9
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２
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
前
項
の
確
認
（
以
下
単
に
「
確
認
」
と
い
う
。
）
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
求
め
に

係
る
大
学
等
が
次
に
掲
げ
る
要
件
（
第
九
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
確
認
要
件
」
と
い

う
。
）
を
満
た
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
確
認
を
す
る
も
の
と
す
る
。

七
専
門
学
校
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
当
該
専
門
学
校
を
所
管
す
る
都
道
府
県
知
事

六
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
い
、
公
立
大
学

五
公
立
大
学
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立

一
大
学
等
の
教
育
の
実
施
体
制
に
関
し
、
大
学
等
が
社
会
で
自
立
し
、
及
び
活
躍
す
る
こ
と
が
で
き
る
豊
か
な
人
間
性
を

備
え
た
創
造
的
な
人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ

法
人
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
専
門
学
校
当
該
地
方
独
立
行
政
法

人
を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長

大
学
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
条
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
大
学
等
当
該
公
立
大
学
法
人

る
こ
と
。

を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長

5－q■■



第
八
条
確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
当
該
確
認
大
学
等
に
在
学
す
る
学
生
等
の
う
ち
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び

３
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
確
認
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り

三
当
該
大
学
等
の
設
置
者
が
、
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
取
り
消
さ
れ
た
大
学
等
の
設
置
者
又
は
こ
れ
に

公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
当
該
大
学
等
の
設
置
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
役
員
の
う
ち
に
、
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基

二
大
学
等
の
経
営
基
盤
に
関
し
、
大
学
等
が
そ
の
経
営
を
継
続
的
か
つ
安
定
的
に
行
う
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
文
部

。

（
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
よ
る
授
業
料
等
の
減
免
）

科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

づ
く
命
令
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
で
、

準
ず
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
で
、
そ
の
取
消
し
の
日
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
日
と
し
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
起
算

違
反
行
為
を
し
た
日
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
日
と
し
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の
が
な
い

し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
な
い
こ
と
。

》
」
、
シ
」
。

そ
の

く
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第
九
条
確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め

２
第
七
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
授
業
料
等
減
免
の
期
間
そ
の
他
の
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
行
う
授
業
料
等
減
免
に
関

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
行
う
授
業
料
等
減
免
の
額
は
、
確
認
大
学
等
の
種
別
そ
の
他
の
事
情
を
考

し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

慮
し
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

業
料
等
減
免
対
象
者
と
し
て
認
定
し
、
当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
対
し
て
授
業
料
等
の
減
免
を
行
う
も
の
と
す
る
。

三
当
該
確
認
大
学
等
の
名
称
及
び
所
在
地
そ
の
他
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
。

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認
を
し
た
文
部
科
学
大
臣
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

方
法
に
従
い
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由
に
よ
り
極
め
て
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
授

二
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認
を
辞
退
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

一
当
該
確
認
大
学
等
が
、
確
認
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
き
。

（
確
認
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
等
の
届
出
）
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f

第
十
条
次
の
各
号
に
掲
げ
る
大
学
等
に
係
る
授
業
料
等
減
免
に
要
す
る
費
用
（
以
下
「
減
免
費
用
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
れ

第
十 ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
（
第
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
「
国
等
」
と
い
う
．
）
が
支
弁
す
る
。

支
弁
す
る
減
免
費
用
の
二
分
の
一
を
負
担
す
る
。

五
専
門
学
校
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
当
該
専
門
学
校
を
所
管
す
る
都
道
府
県
知
事
の
統
轄
す
る
都
道
府

三
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
大
学
等
当
該
公
立
大
学
法
人
を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体

四
地
方
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す
る
専
門
学
校
当
該
地
方
独
立
行
政
法
人
を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体

二
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
大
学
等
当
該
地
方
公
共
団
体

1

一
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
並
び
に
国
、
国
立
大
学
法
人
及
び
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す
る
専
門
学
校
国

（
国
の
負
担
）

（
減
免
費
用
の
支
弁
）

（
認
定
の
取
消
し
等
）

県一
条
国
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
（
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
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３
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
対
し
減
免
費
用
を
支
弁
す
る
国
等
は
、
前
項
の
規

第
十
二
条
確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
確
認
大
学
等
に
在
学
す
る
授
業
料

４
前
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
国
税
及
び
地
方
税
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。

２
確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
学
生
等
に
対
す
る
授
業
料
等
減
免
に
係
る
減
免
費

り
、
そ
の
旨
を
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認
を
し
た
文
部
科
学
大
臣
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

等
減
免
対
象
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
授
業
料
等
減
免
を
受
け
た
又
は
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に

至
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
係
る
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お

る
金
額
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

用
を
既
に
支
弁
し
て
い
る
と
き
は
、
国
税
徴
収
の
例
に
よ
り
、
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
か
ら
当
該
減
免
費
用
に
相
当
す

い
て
単
に
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

二
学
生
等
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

一
学
業
成
績
が
著
し
く
不
良
と
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
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第
十
三
条
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
授
業
料
等
減
免
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な

２
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
確
認
大
学
等
の

３
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示

４
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

、
報
告
若
し
く
は
文
書
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
る

限
度
に
お
い
て
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
若
し
く
は
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
に
対
し

出
頭
を
求
め
へ
又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
の
事
務
所
そ
の
他

設
置
者
（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
そ
の
役
職
員
若
し
く
は

す
証
明
書
を
携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
に
対
し
、
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
若
し
く
は

の
施
設
に
立
ち
入
り
、
そ
の
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
．

（
報
告
等
）
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〃

第
十
五
条
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認

第
十
四
条
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
授
業
料
等
減
免
を
適
切
に
行
っ
て
い
な
い
と
認
め
る
場
合
そ
の

３
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
そ
の

２
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
勧
告
を
受
け
た
確
認
大
学
等
の
設
置
者

４
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

勧
告
に
係
る
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
勧
告
に
係
る

が
、

し
、
期
限
を
定
め
て
、
授
業
料
等
減
免
の
実
施
の
方
法
の
改
善
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が

他
授
業
料
等
減
免
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
対

で
き
る
。

（
確
認
の
取
消
し
）

（
勧
告
、
命
令
等
）

同
項
の
期
限
内
に
こ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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２
第
七
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
取
消
し
を
し
た
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

五
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
出
頭
を
求
め
ら
れ
て
こ
れ
に
応
ぜ
ず
、
同
項
の
規
定
に

一
ハ 三

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
減
免
費
用
の
支
弁
に
関
し
不
正
な
行
為
を
し
た
と
き
。

四
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
又
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は

二
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
不
正
の
手
段
に
よ
り
確
認
を
受
け
て
い
た
と
き
。

一
確
認
大
学
等
が
、
確
認
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
き
。

（
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
在
学
し
て
い
る
場
合
の
特
例
）

提
示
を
命
ぜ
ら
れ
て
こ
れ
に
従
わ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
た
と
き
。

し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。

よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若

れ
ら
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
．

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
又
は
こ

- 12-



第
十
七
条
国
は
、
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
減
免
費
用
の
支
弁
が
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
第
十
二

第
十
六
条
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
又
は
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
当
該
確
認
大
学
等
に
係

す
る
私
立
学
校
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
を
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
を
通
じ
て
行
う
こ
と
が
で
き

十
条
の
規
定
に
よ
る
減
免
費
用
の
支
弁
の
う
ち
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
（
い
ず
れ
も
学
校
教
育
法
第
一
一
条
第
二
項
に
規
定

掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め

０

る
0

る
場
合
に
お
け
る
当
該
大
学
等
に
係
る
減
免
費
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

し
た
大
学
等
を
確
認
大
学
等
と
み
な
し
て
、
こ
の
法
律
の
規
定
を
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
同
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に

し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
係
る
授
業
料
等
減
免
に
つ
い
て
は
、
当
該
確
認
を
取
り
消
さ
れ
た
大
学
等
又
は
確
認
を
辞
退

る
確
認
を
辞
退
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
又
は
辞
退
の
際
、
当
該
確
認
大
学
等
に
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
在
学

（
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
を
通
じ
て
行
う
減
免
費
用
の
支
弁
）

第
三
章
雑
則
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第
十
九
条
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告

第
十
八
条
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
。

２
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く

資
金
」
と
す
る
。

若
し
く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず

免
資
金
」
と
、
「
支
弁
し
て
い
る
」
と
あ
る
の
は
「
交
付
し
て
い
る
」
と
、
「
当
該
減
免
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
減
免

」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
」
と
、
「
に
係
る
減
免
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
に
係
る
減

条
第
二
項
中
「
文
部
科
学
大
臣
等
」
と
あ
る
の
は
『
文
部
科
学
大
臣
及
び
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
の
理
事
長
」

、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

と
、
同
条
第
三
項
中
「
を
支
弁
す
る
国
等
」
と
あ
る
の
は
「
に
充
て
る
た
め
の
資
金
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
減
免
資
金

は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し

（
文
部
科
学
省
令
へ
の
委
任
）

第
四
章
罰
則

14-ー



第
二
条
こ
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
確
認
の
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
い
て
も
行
う
こ

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一

３
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

と
が
で
き
る
。

年
の
翌
年
の
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
及
び
附
則
第
十
四
条
の
規

を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
属
す
る

前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
同
項
の
刑
を
科
す
る
。

下
の
罰
金
に
処
す
る
。

く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以

（
施
行
前
の
準
備
）

（
施
行
期
日
）

附

則

部

－ 15‐



第
四
条
次
に
掲
げ
る
費
用
の
財
源
は
、
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消

第
三
条
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
四
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
こ
の
法

費
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
に
よ
り
増
加
す
る
消
費
税
の
収
入
を
活

す
る
。

律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
応
じ
．
て
所
要
の
見
直
し
を
行
う
も
の
と

用
し
て
、
確
保
す
る
も
の
と
す
る
．

二
減
免
費
用
の
う
ち
第
十
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
国
の
支
弁
又
は
第
十
一
条
の
規
定
に
よ

一
学
資
支
給
に
要
す
る
費
用
と
し
て
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
第
二
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
補

（
政
府
の
補
助
等
に
係
る
費
用
の
財
源
）

（
検
討
）

（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
改
正
）

助
す
る
費
用

る
国
の
負
担
に
係
る
も
の

‐16－



第
五
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
の
二
政
府
は
、
毎
年
度
、
機
構
に
対
し
、
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
の
支
給
に
要
す
る
費

」
に
改
め
る
。

以
下
の
金
額
」
を
加
え
る
。

い
る
当
該
認
定
さ
れ
た
者
を
含
む
．
）
」
を
加
え
る
。

又
は
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
よ
る
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
同
項
の
確
認
の
辞
退
の
際
、
当
該
確
認
大
学
等
に
在
学
し
て

る
」
を
、
「
認
定
さ
れ
た
者
」
の
下
に
「
（
同
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
法
第
七
条
第
一
項
の
確
認
の
取
消
し

第
二
十
三
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
補
助
金
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
経
費
」
を
「
費
用

第
十
七
条
の
四
第
一
項
中
「
一
部
」
の
下
に
『
を
徴
収
す
る
ほ
か
、
そ
の
徴
収
す
る
額
に
百
分
の
四
十
を
乗
じ
て
得
た
額

用
を
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
は
、
」
の
下
に
「
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第

号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
確
認
大
学
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
確
認
大
学
等
」
と
い
う
。
）
に
在
学
す

－17‐



第
六
条
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
機
構
法
」
と

２
旧
機
構
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
基
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
学
資
支
給
基
金
」
と

３
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
存
続
す
る
学
資
支
給
基
金
に
つ
い
て
は
、
旧
機
構
法
第
二
十
三
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
三
及

立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
機
構
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定

支
給
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独

」
と
い
う
・

）
に
ｊ
つ
↓

て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

び
第
三
十
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
国
庫
に
納
付
す
る
ま
で
（
残
余
が
な
い

に
よ
り
認
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
学
資
支
給
金

い
う
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
新
機
構
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て

い
う
。

（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
十
条
第
三
号
を
削
る
。

第
二
十
三
条
の
三
を
削
る
。

ゞ

は
、

旧
学
資
支
給
金
の
支
給
が
終
了
す
る
日
ま
で
の
間
、
存
続
す
る
も
の
と
す
る
．

γ
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第
七
条
附
則
第
五
条
の
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ

第
九
条
地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の

４
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
は
、
旧
学
資
支
給
金
の
支
給
が
終
了
し
た
場
合
に
お
い
て
、
学
資
支
給
基
金
に
残
余

れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

が
あ
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
残
余
の
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
う
に
改
正
す
る
。

場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
の
支
給
が
終
了
す
る
日
ま
で
）
の
間
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
地
方
財
政
法
の
一
部
改
正
）

（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
．

附
則
第
四
条
及
び
第
五
条
を
削
る
。
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●

第
十
条
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
（
第
十
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規

第
十
二
条
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
一
月
一
日
（
当
該
施
行
の
日
が
一
月
一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
日

）
を
賦
課
期
日
と
す
る
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
年
度
の
前
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産

税
に
つ
・
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
地
方
税
法
の
一
部
改
正
）

（
地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

（
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
の
一
部
改
正
）

第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
第
十
三
号
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
』
に
改
め
る
。

三
十
五
都
道
府
県
知
事
の
確
認
を
受
け
た
専
門
学
校
（
地
方
公
共
団
体
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す
る
も
の
を

第
十
八
条
第
二
項
中
「
同
じ
」
の
下
に
「
。
）
又
は
交
付
業
務
（
同
条
第
四
項
の
業
務
を
い
う
。
第
二
十
五
条
第
一
項
に

除
く
。
）
に
係
る
授
業
料
等
減
免
に
要
す
る
経
費

‐20‐



減
免
資
金
」
を
加
え
る
。

下
同
じ
」
を
加
え
る
。

お
い
て
同
じ
」
を
加
え
る
。

４
事
業
団
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
業
務
の
ほ
か
、
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十

第
二
十
七
条
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を
、
「
交
付
す
る
補
助
金
」
の
下
に
「
及
び

第
四
十
八
条
第
一
項
第
七
号
中
「
第
三
項
』
を
「
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
同
じ
」
の
下
に
「
。
）
（
交
付
業
務
を
含
む
。
第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
四
項
を
除
き
、
以

行
う
．

附
則
第
十
三
条
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を
加
え
る
。

た
め
に
必
要
な
国
の
資
金
の
交
付
を
受
け
、
こ
れ
を
財
源
と
し
て
、
学
校
法
人
に
対
し
、
減
免
資
金
を
交
付
す
る
業
務
を

限
る
。
）
に
充
て
る
た
め
の
資
金
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
七
条
に
お
い
て
「
減
免
資
金
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る

第
二
十
三
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

一
年
法
律
第
号
）
第
十
条
に
規
定
す
る
減
免
費
用
（
私
立
学
校
で
あ
る
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
に
係
る
も
の
に

、

‐’1 －



､

第
十
三
条
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

（
内
閣
府
設
置
法
の
一
部
改
正
）

二
十
七
の
六
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
（
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律

第
十
一
条
の
三
及
び
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
第
二
十
七
号
の
五
」
を
「
第
二
十
七
号
の
六
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
三
項
第
二
十
七
号
の
五
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

第
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
経
費
の
配
分
計
画
に
関
す
る
こ
と
。
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法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

す
る
一
環
と
し
て
、
真
に
支
援
が
必
要
な
低
所
得
者
世
帯
の
者
に
対
し
、
社
会
で
自
立
し
、
及
び
活
躍
す
る
こ
と
が
で
き
る
豊

か
な
人
間
性
を
備
え
た
創
造
的
な
人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
必
要
な
質
の
高
い
教
育
を
実
施
す
る
大
学
等
に
お
け
る
修
学
に
係

る
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
学
資
の
支
給
及
び
授
業
料
等
の
減
免
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の

我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
少
子
化
の
進
行
及
び
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
重
要
性
に
鑑
み
、
総
合
的
な
少
子
化
対
策
を
推
進

理
由
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④

欠格事由と取消し事由に規定する内容の考え方について

1．取消し事由として掲げていた原案の第15条第1項第7号に規定していた内

容（役員による違法行為）については、下記の点を踏まえて、欠格事由とし

て第7条第2項第4号に規定するよう修正する。

2．子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第40条第2項及び子ども・

子育て支援法施行令（平成26年政令213号）第18条第2項では、欠格事由とし

て、設置者による違法行為に係るものと役員による違法行為に係るものを並

べて規定しており、本法律案でもこれにならい、欠格事由として設置者に係

るものと役員に係るものを並べて規定する。

3．役員に係る欠格事由については、子ども・子育て支援法では、その政令に

おいて規定しているが、 これは、法律で、役員に係る取消し事由を別途規定

し、役員に係る事由が既に明示されているためである。

他方、本法律案では、取消し事由において役員に係るものはないため、役

員に係る欠格事由を第7条第2項第3号の「確認を取り消された大学等の設

置者に準ずる者として政令で定める者」として規定するのではなく、同項第

4号として役員に係る欠格事由を法律上で明記することとする。

4．役員に係る欠格事由については、同号において明記するもの（役員による

法令違反）の他、下記のものなどを規定する必要があり、個人立の設置者の

存在を踏まえたものもあることから、第7条第2項第3号と同様に「これに

準ずる者として政令で定める者」も同項第4号にあわせて規定し、下記の欠

格事由については政令で規定することとする。

．取消しを受けた設置者において役員であった者が、その役員にいる設置

者で、取消しの日から3年経過していないもの
．取消しを受けた設置者（個人立）が、その役員にいる設置者で、取消し

の日から3年経過していないもの

・処分逃れ目的で辞退した設置者において役員であった者が、その役員に

いる設置者で、辞退の日から3年経過していないもの

・処分逃れ目的で辞退した設置者（個人立）が、その役員にいる設置者で、

辞退の日から3年経過していないもの

1



P

＜参考＞

○子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）

（確認の取消し等）

第四十条市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該

特定教育・保育施設に係る第二十七条第一項の確認を取り消し、又は期間を

定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる．

一特定教育・保育施設の設置者が、第三十三条第六項の規定に違反したと

認められるとき。

二特定教育・保育施設の設置者が、教育・保育施設の認可基準に従って施

設型給付費の支給に係る施設として適正な教育・保育施設の運営をするこ

とができなくなったと当該特定教育・保育施設に係る教育・保育施設の認

可等を行った都道府県知事（指定都市所在認定こども園については当該指

定都市の長とし、指定都市等所在幼保連携型認定こども園については当該

指定都市等の長とし、指定都市等所在保育所については当該指定都市等又

は児童相談所設置市の長とする。 ）が認めたとき。

三特定教育・保育施設の設置者が、第三十四条第二項の市町村の条例で定

める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従って施設型給付費の支給

に係る施設として適正な特定教育・保育施設の運営をすることができなく

なったとき。

四施設型給付費又は特例施設型給付費の請求に関し不正があったとき。

五特定教育・保育施設の設置者が、第三十八条第一項の規定により報告又

は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、

又は虚偽の報告をしたとき。

六特定教育・保育施設の設置者又はその職員が、第三十八条第一項の規定

により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答

弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨

げ、若しくは忌避したとき。ただし、 当該特定教育・保育施設の職員がそ
の行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特定教育・保

育施設の設置者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

七特定教育・保育施設の設置者が、不正の手段により第二十七条第一項の

確認を受けたとき。

八前各号に掲げる場合のほか、特定教育・保育施設の設置者が、 この法律
その他国民の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるもの又は

これらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

九前各号に掲げる場合のほか、特定教育・保育施設の設置者が、教育・保
育に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

十特定教育・保育施設の設置者の役員（業務を執行する社員、取締役、執

行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有

する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行

役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者

を含む。以下同じ。 ）又はその長のうちに過去五年以内に教育・保育に関

2



◆

‐

し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

2 前項の規定により第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設

の設置者（政令で定める者を除く。 ）及びこれに準ずる者として政令で定め

る者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算

して五年を経過するまでの間は、第三十一条第一項の申請をすることができ

ない。

○子ども・子育て支援法施行令（平成二十六年政令第二百十三号）

（法第四十条第二項の政令で定める者等）

第十八条 （略）

2 法第四十条第二項の同条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を

取り消された教育・保育施設の設置者（前項に規定する者を除く。 ）に準ず

る者として政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する教

育・保育施設の設置者とし、法第四十条第二項の政令で定める日は、当該者

の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

一その者と内閣府令で定める密接な関係を有する法人（次のイからハまで

に掲げる者に限る。第二十一条第二項第二号及び附則第十一条第二項第二

号において「その者と密接な関係を有する者」という。 ）が、法第四十条

第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育

施設の設置者（前項に規定する者を除く。 ）である者当該確認の取消し

の日

イその者の役員に占めるその役員の割合が二分の一を超え、又はその者の

株式の所有その他の事由を通じてその者の事業を実質的に支配し、若しく

はその者の事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定め

るもの（ロにおいて「その者の親会社等」という。 ）

ロその者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一

を超え、又はその者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事

業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある

者として内閣府令で定めるもの

ハその者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え､又

はその者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、

若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定

めるもの

二法第四十条第一項の規定による法第二十七条第一項の確認の取消しの処

分に係る行政手続法（平成五年法律第八十八号）第十五条の規定による通

知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日ま

での間に、法第三十六条の規定により同項の確認を辞退した者（当該確認

の辞退について相当の理由がある者を除く。 ） 当該確認の辞退の日

三法第三十八条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日

（当該検査の結果に基づき法第四十条第一項の規定による法第二十七条第

一項の確認の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見

3



◆

込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村長（特別区の区長

を含む。第二十一条第二項第四号において同じ｡ ）がその者に当該検査が

行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日

をいう。附則第十一条第二項第四号において同じ。 ）までの間に、法第三

十六条の規定により法第二十七条第一項の確認を辞退した者（当該確認の

辞退について相当の理由がある者を除く。 ） 当該確認の辞退の日

四教育・保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者当該行為をした

日

五その者の役員又は長のうちに次のイからハまでに掲げる者のいずれかに

該当する者がある者それぞれイからハまでに定める日

イ法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消さ

れた教育・保育施設の設置者（前項に規定する者を除く。 ）において、

当該確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知が

あった日前六十日以内に、その役員又は長であった者当該確認の取消

しの日

ロ第二号に規定する期間内に法第三十六条の規定により法第二十七条第

一項の確認を辞退した教育・保育施設の設置者（当該確認の辞退につい

て相当の理由がある者を除く。 ）において、同号の通知の日前六十日以

内に、その役員又は長であった者当該確認の辞退の日

前号に掲げる者 同号に定める日ハ

4



◆

、

第12条第3項の修正について（ 「当該確認大学等の設置者」 ）

原案の第12条第3項中では、 「確認大学等の設置者」を受けて「当該設置者」

という表現を用いていたが、第13条第2項並びに第14条第1項及び第3項にお

いては、 「確認大学等の設置者」を同じ項において指し示す表現として「当該

確認大学等の設置者」を用いているところ、第12条第3項においても、平灰を

｢当該設置者」を「当該確認大学等の設置者」と修正している。とるため、

5



＜目次＞

第7条第2項第4号関係……･ ･ ･ ･……･………………･…･……
「○○が法人である場合において､」

第7条第2項第4号関係………． ．…． ．…･…………………･ ･…
「役員のうちに、…者で、…経渦しないもの」

第7条第2項第3号関係………･……………･…………･……・
「役員のうちに、…がないこと｡」

第7条第2項第3号関係…． ｡……………………．．……………
「…者又は…者で、○○又は○○から起算して○年を経過しないも
の」

第7条第2項第4号関係…･…………･…｡ ．…･…･…………･…
「○○に違反した者」を受けて「その還反行為」と規定する例

第7条第2項第4号関係・…． ．……． .…………･……………･…

1

1

2

2

3

3

｢その違反行為をした日」

目吹-1



、

第7条第2項第4号関係

｢00が法人である増合において､」

○
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）

第
十
九
条
の
十
八
都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
咳
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
咳
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾

病
医
療
機
関
に
係
る
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
の

指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
指
定
小
児
慢
性

特
定
疾
病
医
療
機
関
の
指
定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力

を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
九
（
略
）

＋
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
料
濁
刈
矧
刻
引
捌

剖
倒
料
Ｎ
ｄ
ｌ
そ
の
役
員
等
の
う
ち
に
指
定
小
児
慢
性
特
定

疾
病
医
療
機
関
の
指
定
の
取
消
し
又
は
指
定
小
児
慢
性
特

定
疾
病
医
療
機
関
の
指
定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力

の
停
止
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
前
五
年
以
内
に
小
児
慢
性

特
定
疾
病
医
療
支
援
に
関
し
不
正
又
は
著
し
く
不
当
な
行

為
を
し
た
者
が
あ
る
に
至
っ
た
と
き
．

十
一
（
略
）

第7条第2項第4号関係

『役員のうちに、…者で、…経過しないもの」

○
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
農
林
水
産
省
関
係
法
令
の
適
用
の
特
別
措

騒
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
百
五
十
八
号
）

第
三
条
卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第

十
五
条
第
一
項
の
許
可
の
申
鯖
で
あ
っ
て
、
申
請
者
の
業
務
を

執
行
す
る
凋
副
呵
列
剖
回
１
沖
縄
の
法
令
の
規
定
（
法
第
二
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ

れ
る
沖
縄
法
令
の
規
定
を
含
む
．
）
の
罪
を
犯
し
、
莱
鯛
（
こ
）

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
割
司
１
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、

又
は
そ
の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら

場
法
第
十
七
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
許
可
の
申
舗
と

み
な
す
。

２
（
略
）

起
算
し
て
三
年
券
殉
頚
科
Ｈ
劉
刷
劉
呵
が
あ
る
も
の
は
、
卸
売
市

1



企

第7条第2項第3号関係

｢役員のうちに、…がないこと｡』

○
信
詑
業
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）

（
紛
争
解
決
等
業
務
を
行
う
者
の
指
定
）

第
八
十
五
条
の
二
内
閣
総
理
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備

え
る
者
を
、
そ
の
申
鯆
に
よ
り
、
紛
争
解
決
等
業
務
を
行
う
者

と
し
て
、
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三
（
略
）

四
樹
劉
鋼
引
制
回
１
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
澗
制
州

ゴ
劃
１

イ
ー
ホ
（
略
）

五
～
八
（
略
）

２
～
４
（
略
）

○
賓
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号
）

（
紛
争
解
決
等
業
務
を
行
う
者
の
指
審
馨

第
九
十
九
条
内
閣
総
理
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
る

者
を
、
そ
の
申
舗
に
よ
り
、
紛
争
解
決
等
業
務
を
行
う
者
と
し

て
、
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三
（
略
）

四
綱
副
詞
割
引
到
矧
１
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
洞
刺
州

ゴ
副
１

イ
ー
ホ
（
略
）

五
～
八
（
略
）

２
～
５
（
略
）

第7条第2項第3号関係

｢…者又は…者で、0O又はOOから起算して○年を経過しないもの」

Ｏ
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
）

第
七
十
八
条
の
二
（
略
）

２
．
３
（
略
）

４
市
町
村
長
は
、
第
一
項
の
申
鯆
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

次
の
各
号
（
病
院
又
は
診
療
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
複
合
型
サ
ー

ビ
ス
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
哩
勾
第
六
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
係
る
指
定
の
申
謂
に
あ
っ
て
は
、
第
六
号
の
二
、

第
六
号
の
三
、
第
十
号
及
び
第
十
二
号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か

に
咳
当
す
る
と
き
は
、
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定

を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
～
六
の
三
（
略
）

七
申
鯖
者
が
、
第
七
十
八
条
の
十
（
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま

で
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
の
処
分
に
係

る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
２

日
か
ら
当
骸
処
分
を
す
る
日
又
は
処
分
を
し
な
い
こ
と
を

決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
第
七
十
八
条
の
五
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
を
し
た
割
（
当
咳
事
業
の
廃

止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。
）
刻
刷
第
七

十
八
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞
退
を
し
た
割
雪
該

指
定
の
辞
退
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。
）

制
１
当
該
届
出
刻
劇
指
定
の
辞
退
の
日
洲
副
趨
鋼
ｕ
刺
五
詞

劃
縄
過
ｕ
刎
州
剖
馴
で
あ
る
と
き
。

七
の
二
～
十
二
（
賂
）

５
～
、
（
略
）



0

屯

第7条第2項第4号関係

｢O0に違反した者」を受けて「その違反行為」と規定する例

○
自
然
環
境
保
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）

第
五
十
八
条
第
四
十
六
条
第
一
項
又
は
第
四
十
七
条
の
規
定
に

基
づ
く
条
例
に
は
、
そ
の
条
例
側
遡
団
ｕ
矧
割
に
対
し
て
、
召

刷
遇
園
伺
湖
の
態
様
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
第
五
十
三
条
か
ら

前
条
ま
で
に
定
め
る
処
罰
の
程
度
を
こ
え
な
い
限
度
に
お
い

て
、
刑
を
科
す
る
旨
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
絶
誠
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法

律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）

《
措
霞
命
令
等
）

第
四
十
条
（
略
）

２
深
境
大
臣
は
、
第
三
十
七
条
第
四
項
若
し
く
は
第
三
十
八
条

第
四
項
の
規
定
回
通
園
ｕ
制
割
、
第
三
十
七
条
第
七
項
（
第
三

十
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
同
項
に
規
定
す
る
行
為
を
し
た
者

又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
週
団
ｕ
制
割
が
召

釧
遡
団
伺
謝
に
よ
っ
て
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
の
個
体
の

生
息
地
又
は
生
育
地
の
保
護
に
支
障
を
及
ぼ
し
た
場
合
に
お

い
て
、
国
内
希
少
野
生
動
植
物
菰
の
保
存
の
た
め
必
要
が
あ
る

と
餌
め
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
、
相
当
の
期
限
を
定

め
て
、
原
状
回
復
を
命
じ
、
そ
の
他
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種

の
個
体
の
生
息
地
又
は
生
育
地
の
保
鐵
の
た
め
必
要
な
措
腫

を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
（
賂
）

に
よ
り
付
さ
れ
た
条
性
回
通
園
ｕ
掴
謝
、
前
条
第
一
項
の
規
定

第7条第2項第4号関係

｢その違反行為をした日」

○
畜
産
経
営
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百

八
十
三
号
）

（
指
定
乳
製
品
等
の
売
渡
し
を
し
な
い
場
合
）

第
二
十
五
条
機
構
は
、
次
の
場
合
に
は
、
第
二
十
三
条
の
規
定

に
よ
る
売
渡
し
を
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
売
渡
し
の
契
約
に
違
反
し
、

劃
呵
遡
団
制
剃
剖
ｕ
制
剛
か
ら
一
年
を
経
過
し
な
い
者
で

あ
る
と
き
○

二
・
三
（
略
）

3



第
一
条
こ
の
法
律
は
、
真
に
支
援
が
必
要
な
低
所
得
者
世
帯
の
者
に
対
し
、
社
会
で
自
立
し
、
及
び
活
躍
す
る
こ
と
が
で
き

目
次第

四
章
罰

第
三
章
雑
則

附
則

第
二
章
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援

第
一
章
総

（
目
的
）

第
三
節
授
業
料
等
減
免
（
第
六
条
’
第
十
六
条
）

第
二
節
学
資
支
給
（
第
四
条
・
第
五
条
）

第
一
節
通
則
（
第
三
条
）

第
一
章
総

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律

則 則

（
第
十
九
条
）

（
第
十
七
条
・
第
十
八
条
）

（
第
一
条
・
第
二
条
）

則

1 ‐l■■



f

第
二
条
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
大
学
等
」
と
は
、
大
学
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
百
三
条
に

２
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
学
生
等
」
と
は
、
大
学
の
学
部
、
短
期
大
学
の
学
科
及
び
専
攻
科
（
大
学
の
学
部
に
準
ず
る
も
の

３
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
確
認
大
学
等
」
と
は
、
第
七
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
大
学
等
を
い
う
。

す
る
。

が
で
き
る
環
境
の
整
備
を
図
り
、
も
っ
て
我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
少
子
化
の
進
展
へ
の
対
処
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

学
の
支
援
を
行
い
、
そ
の
修
学
に
係
る
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
に
よ
り
、
子
ど
も
を
安
心
し
て
生
み
、
育
て
る
こ
と

規
定
す
る
大
学
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
、
高
等
専
門
学
校
及
び
専
門
課
程
を
置
く
専
修
学
校
（
第
七
条
第
一
項
及
び
第
十

条
に
お
い
て
「
専
門
学
校
」
と
い
う
。
）
を
い
う
．

る
豊
か
な
人
間
性
を
備
え
た
創
造
的
な
人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
必
要
な
質
の
高
い
教
育
を
実
施
す
る
大
学
等
に
お
け
る
修

修
学
校
の
専
門
課
程
の
生
徒
を
い
う
。

。
）
及
び
専
攻
科
（
大
学
の
学
部
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
専
攻
科
に
限
る
。
）
の
学
生
並
び
に
専

と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
専
攻
科
に
限
る
。
）
並
び
に
高
等
専
門
学
校
の
学
科
（
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
に
限
る

（
定
義
）

2－q■■



第
六
条
授
業
料
等
減
免
は
、
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
授
業
料
等
（
授
業
料
及
び
入
学
金
を
い
う
。
同
項
に
お
い
て
同

第
五
条
学
資
支
給
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法

第
四
条
学
資
支
給
は
、
学
資
支
給
金
（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
十
七

第
三
条
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
は
、
確
認
大
学
等
に
在
学
す
る
学
生
等
の
う
ち
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経
済
的

）
の
減
免
と
す
る
。

神
仏
）
。

条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
金
を
い
う
。
）
の
支
給
と
す
る
。

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

理
由
に
よ
り
極
め
て
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
に
対
し
て
行
う
学
資
支
給
及
び
授
業
料
等
減
免
と
す
る
。

（
授
業
料
等
減
免
）

第
二
章
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援

第
三
節
授
業
料
等
減
免

第
二
節
学
資
支
給

第
一
節
通
則

3－一



第
七
条
次
の
各
号
に
掲
げ
る
大
学
等
の
設
置
者
は
、
授
業
料
等
減
免
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
（
以
下
「
文
部
科
学
大
臣
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
当
該
大
学
等
が
次
項
各
号

に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
確
認
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法

四
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
大
学
等
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長

二
国
が
設
置
す
る
専
門
学
校
当
該
専
門
学
校
が
属
す
る
国
の
行
政
機
関
の
長

一
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
（
い
ず
れ
も
学
校
教
育
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
立
学
校
又
は
私
立
学
校
で
あ
る
も

（
大
学
等
の
確
認
）

学
校
文
部
科
学
大
臣

十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
を
い
う
。
第
十
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
専
門

務
大
臣
（
同
法
第
六
十
八
条
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
を
い
う
。
）

人
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
専
門
学
校
当
該
独
立
行
政
法
人
の
主

の
に
限
る
．
第
十
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
国
立
大
学
法
人
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百

4‐q■■



２
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
前
項
の
確
認
（
以
下
単
に
「
確
認
」
と
い
う
。
）
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
求
め
に

係
る
大
学
等
が
次
に
掲
げ
る
要
件
（
第
九
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
確
認
要
件
」
と
い

一
つ
。

七
専
門
学
校
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
当
該
専
門
学
校
を
所
管
す
る
都
道
府
県
知
事

六
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
い
、
公
立
大
学

五
公
立
大
学
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立

一
大
学
等
の
教
育
の
実
施
体
制
に
関
し
、
大
学
等
が
社
会
で
自
立
し
、
及
び
活
躍
す
る
こ
と
が
で
き
る
豊
か
な
人
間
性
を

備
え
た
創
造
的
な
人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ

人
を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長

法
人
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
専
門
学
校
当
該
地
方
独
立
行
政
法

大
学
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
条
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
大
学
等
当
該
公
立
大
学
法
人

る
こ
と
。

を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長

）
を
満
た
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
確
認
を
す
る
も
の
と
す
る
。

5－ー



第
八
条
確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
当
該
確
認
大
学
等
に
在
学
す
る
学
生
等
の
う
ち
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び

３
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
確
認
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り

四’ 三
当
該
大
学
等
の
設
置
者
が
、
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
取
り
消
さ
れ
た
大
学
等
の
設
置
者
又
は
こ
れ
に

公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
大
学
等
の
経
営
基
盤
に
関
し
、
大
学
等
が
そ
の
経
営
を
継
続
的
か
つ
安
定
的
に
行
う
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
文
部

（
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
よ
る
授
業
料
等
の
減
免
）

Ｉ
｝
」
‐
〆
）
◎

科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

準
ず
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
で
、
そ
の
取
消
し
の
日
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
日
と
し
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
起
算

し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
な
い
こ
と
。凸

一
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第
九
条
確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め

２
第
七
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
授
業
料
等
減
免
の
期
間
そ
の
他
の
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
行
う
授
業
料
等
減
免
に
関

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
行
う
授
業
料
等
減
免
の
額
は
、
確
認
大
学
等
の
種
別
そ
の
他
の
事
情
を
考

慮
し
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

三
当
該
確
認
大
学
等
の
名
称
及
び
所
在
地
そ
の
他
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
。

し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

業
料
等
減
免
対
象
者
と
し
て
認
定
し
、
当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
対
し
て
授
業
料
等
の
減
免
を
行
う
も
の
と
す
る
。

方
法
に
従
い
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由
に
よ
り
極
め
て
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
授

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認
を
し
た
文
部
科
学
大
臣
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認
を
辞
退
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

一
当
該
確
認
大
学
等
が
、
確
認
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
き
。

（
確
認
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
等
の
届
出
）
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第
十
条
次
の
各
号
に
掲
げ
る
大
学
等
に
係
る
授
業
料
等
減
免
に
要
す
る
費
用
（
以
下
「
減
免
費
用
」
と
い
う
。
）

第
十
一
条
国
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
（
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
（
第
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
「
国
等
」
と
い
う
．
）
が
支
弁
す
る
。

支
弁
す
る
減
免
費
用
の
二
分
の
一
を
負
担
す
る
。

五
専
門
学
校
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
当
該
専
門
学
校
を
所
管
す
る
都
道
府
県
知
事
の
統
轄
す
る
都
道
府

三
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
大
学
等
当
該
公
立
大
学
法
人
を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体

四
地
方
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す
る
専
門
学
校
当
該
地
方
独
立
行
政
法
人
を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体

二
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
大
学
等
当
該
地
方
公
共
団
体

一
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
並
び
に
国
、
国
立
大
学
法
人
及
び
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す
る
専
門
学
校
国

（
国
の
負
担
）

（
減
免
費
用
の
支
弁
）

（
認
定
の
取
消
し
等
）

県

は
、

そ
れ
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第
十
二
条
確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
確
認
大
学
等
に
在
学
す
る
授
業
料

３
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
対
し
減
免
費
用
を
支
弁
す
る
国
等
は
、
前
項
の
規

２
確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

４
前
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
国
税
及
び
地
方
税
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。

等
減
免
対
象
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
授
業
料
等
減
免
を
受
け
た
又
は
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に

定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
学
生
等
に
対
す
る
授
業
料
等
減
免
に
係
る
減
免
費

至
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
係
る
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お

り
、
そ
の
旨
を
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認
を
し
た
文
部
科
学
大
臣
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
金
額
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

用
を
既
に
支
弁
し
て
い
る
と
き
は
、
国
税
徴
収
の
例
に
よ
り
、
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
か
ら
当
該
減
免
費
用
に
相
当
す

い
て
単
に
「
認
定
』
と
い
う
。
）
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

二
学
生
等
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

一
学
業
成
績
が
著
し
く
不
良
と
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
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第
十
三
条
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
授
業
料
等
減
免
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な

２
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
確
認
大
学
等
の

３
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示

４
第
一
項
及
び
第
一
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

、
報
告
若
し
く
は
文
書
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
る

出
頭
を
求
め
、
又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
の
事
務
所
そ
の
他

設
置
者
（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
そ
の
役
職
員
若
し
く
は

限
度
に
お
い
て
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
若
し
く
は
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
に
対
し

す
証
明
書
を
携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
と
が
で
き
る
。

の
施
設
に
立
ち
入
り
、
そ
の
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
に
対
し
、
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
若
し
く
は

（
報
告
等
）
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第
十
五
条
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認

４
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
そ
の

２
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
勧
告
を
受
け
た
確
認
大
学
等
の
設
置
者

第
十
四
条
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
授
業
料
等
減
免
を
適
切
に
行
っ
て
い
な
い
と
認
め
る
場
合
そ
の

措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

勧
告
に
係
る
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
勧
告
に
係
る

が
、

し
、
期
限
を
定
め
て
、
授
業
料
等
減
免
の
実
施
の
方
法
の
改
善
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が

他
授
業
料
等
減
免
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
対

で
き
る
。

（
確
認
の
取
消
し
）

（
勧
告
、
命
令
等
）

同
項
の
期
限
内
に
こ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

､
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２
第
七
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
取
消
し
を
し
た
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

V を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

六
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
又
は
こ

五
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
出
頭
を
求
め
ら
れ
て
こ
れ
に
応
ぜ
ず
、
同
項
の
規
定
に

三
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
減
免
費
用
の
支
弁
に
関
し
不
正
な
行
為
を
し
た
と
き
。

四
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
又
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は

二
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
不
正
の
手
段
に
よ
り
確
認
を
受
け
て
い
た
と
き
．

一
確
認
大
学
等
が
、
確
認
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
き
。

（
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
在
学
し
て
い
る
場
合
の
特
例
）

提
示
を
命
ぜ
ら
れ
て
こ
れ
に
従
わ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
た
と
き
。

し
く
は
忌
避
し
た
と
き

よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若

れ
ら
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
。

｡

～
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第
十
七
条
国
は
、
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
減
免
費
用
の
支
弁
が
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
第
十
二

第
十
六
条
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
又
は
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
当
該
確
認
大
学
等
に
係

す
る
私
立
学
校
で
あ
る
も
の
に
限
る
．
）
に
係
る
も
の
を
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
を
通
じ
て
行
う
こ
と
が
で
き

十
条
の
規
定
に
よ
る
減
免
費
用
の
支
弁
の
う
ち
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
（
い
ず
れ
も
学
校
教
育
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定

掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め

る
。

し
た
大
学
等
を
確
認
大
学
等
と
み
な
し
て
、
こ
の
法
律
の
規
定
を
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
同
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に

し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
係
る
授
業
料
等
減
免
に
つ
い
て
は
、
当
該
確
認
を
取
り
消
さ
れ
た
大
学
等
又
は
確
認
を
辞
退

る
場
合
に
お
け
る
当
該
大
学
等
に
係
る
減
免
費
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
．

る
確
認
を
辞
退
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
又
は
辞
退
の
際
、
当
該
確
認
大
学
等
に
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
在
学

（
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
を
通
じ
て
行
う
減
免
費
用
の
支
弁
）

第
三
章
雑
則
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第
十
九
条
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告

第
十
八
条
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
。

２
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く

条
第
二
項
中
「
文
部
科
学
大
臣
等
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
大
臣
及
び
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
の
理
事
長
」

資
金
」
と
す
る
。

免
資
金
」
と
、
「
支
弁
し
て
い
る
」
と
あ
る
の
は
「
交
付
し
て
い
る
」
と
、
「
当
該
減
免
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
減
免

」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
」
と
、
「
に
係
る
減
免
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
に
係
る
減

若
し
く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず

と
、
同
条
第
三
項
中
「
を
支
弁
す
る
国
等
」
と
あ
る
の
は
「
に
充
て
る
た
め
の
資
金
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
減
免
資
金

、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し

（
文
部
科
学
省
令
へ
の
委
任
）

第
四
章
罰
則

ざ
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第
二
条
こ
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
確
認
の
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
い
て
も
行
う
こ

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一

３
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

年
の
翌
年
の
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
及
び
附
則
第
十
四
条
の
規

を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
属
す
る

と
が
で
き
る
。

前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
同
項
の
刑
を
科
す
る
。

下
の
罰
金
に
処
す
る
。

く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以

（
施
行
前
の
準
備
）

（
施
行
期
日
）

附

則

部
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第
三
条
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
四
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
こ
の
法

第
四
条
次
に
掲
げ
る
費
用
の
財
源
は
、
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消

費
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
に
よ
り
増
加
す
る
消
費
税
の
収
入
を
活

す
る
。

律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
応
じ
て
所
要
の
見
直
し
を
行
う
も
の
と

用
し
て
、
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。

二
減
免
費
用
の
う
ち
第
十
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
国
の
支
弁
又
は
第
十
一
条
の
規
定
に
よ

一
学
資
支
給
に
要
す
る
費
用
と
し
て
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
第
二
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
補

（
政
府
の
補
助
等
に
係
る
費
用
の
財
源
）

（
検
討
）

（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
改
正
）

助
す
る
費
用

る
国
の
負
担
に
係
る
も
の
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第
五
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
の
二
政
府
は
、
毎
年
度
、
機
構
に
対
し
、
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
の
支
給
に
要
す
る
費

」
に
改
め
る
。

以
下
の
金
額
」
を
加
え
る
。

い
る
当
該
認
定
さ
れ
た
者
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

又
は
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
よ
る
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
同
項
の
確
認
の
辞
退
の
際
、
当
該
確
認
大
学
等
に
在
学
し
て

る
」
を
、
「
認
定
さ
れ
た
者
」
の
下
に
「
（
同
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
法
第
七
条
第
一
項
の
確
認
の
取
消
し

第
二
十
三
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
補
助
金
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
経
費
」
を
「
費
用

第
二
十
三
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
四
第
一
項
中
二
部
」
の
下
に
「
を
徴
収
す
る
ほ
か
、
そ
の
徴
収
す
る
額
に
百
分
の
四
十
を
乗
じ
て
得
た
額

第
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
は
、
」
の
下
に
「
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第

用
を
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
確
認
大
学
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
確
認
大
学
等
」
と
い
う
。
）
に
在
学
す
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第
六
条
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
機
構
法
」
と

２
旧
機
構
法
第
一
一
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
基
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
学
資
支
給
基
金
」
と

３
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
存
続
す
る
学
資
支
給
基
金
に
つ
い
て
は
、
旧
機
構
法
第
二
十
三
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
三
及

び
第
三
十
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
．
）
の
規
定
は
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
国
庫
に
納
付
す
る
ま
で
（
残
余
が
な
い

」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
機
構
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定

支
給
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独

に
よ
り
認
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
学
資
支
給
金

い
う
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
新
機
構
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て

い
う
．
）
は
、
旧
学
資
支
給
金
の
支
給
が
終
了
す
る
日
ま
で
の
間
、
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
十
条
第
三
号
を
削
る
。

第
二
十
三
条
の
三
を
削
る
．

旬
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第
九
条
地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の

第
七
条
附
則
第
五
条
の
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ

４
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
は
、
旧
学
資
支
給
金
の
支
給
が
終
了
し
た
場
合
に
お
い
て
、
学
資
支
給
基
金
に
残
余

よ
う
に
改
正
す
る
。

れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

が
あ
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
残
余
の
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
の
支
給
が
終
了
す
る
日
ま
で
）
の
間
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
地
方
財
政
法
の
一
部
改
正
）

（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

附
則
第
四
条
及
び
第
五
条
を
削
る
。
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9

第
十
一
条
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
（
第
十
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規

第
十
条
地
方
税
法
（
昭
和
一
一
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

）
を
賦
課
期
日
と
す
る
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
年
度
の
前
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産

定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
一
月
一
日
（
当
該
施
行
の
日
が
一
月
一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
日

税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

（
地
方
税
法
の
一
部
改
正
）

（
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
の
一
部
改
正
）

第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
第
十
三
号
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
二
項
中
「
同
じ
」
の
下
に
「
。
）
又
は
交
付
業
務
（
同
条
第
四
項
の
業
務
を
い
う
。
第
二
十
五
条
第
一
項
に

三
十
五
都
道
府
県
知
事
の
確
認
を
受
け
た
専
門
学
校
（
地
方
公
共
団
体
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す
る
も
の
を

除
く
。
）
に
係
る
授
業
料
等
減
免
に
要
す
る
経
費
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●

減
免
資
金
」
を
加
え
る
。

下
同
じ
」
を
加
え
る
。

お
い
て
同
じ
」
を
加
え
る
。

４
事
業
団
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
業
務
の
ほ
か
、
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
同
じ
」
の
下
に
「
。
）
（
交
付
業
務
を
含
む
。
第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
四
項
を
除
き
、
以

行
う
。

第
四
十
八
条
第
一
項
第
七
号
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
』
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を
、
「
交
付
す
る
補
助
金
」
の
下
に
「
及
び

た
め
に
必
要
な
国
の
資
金
の
交
付
を
受
け
、
こ
れ
を
財
源
と
し
て
、
学
校
法
人
に
対
し
、
減
免
資
金
を
交
付
す
る
業
務
を

限
る
。
）
に
充
て
る
た
め
の
資
金
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
七
条
に
お
い
て
「
減
免
資
金
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る

第
二
十
三
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

附
則
第
十
三
条
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を
加
え
る
。

一
年
法
律
第
号
）
第
十
条
に
規
定
す
る
減
免
費
用
（
私
立
学
校
で
あ
る
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
に
係
る
も
の
に
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●

●

第
十
三
条
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
内
閣
府
設
置
法
の
一
部
改
正
）

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
一
条
の
三
及
び
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
第
二
十
七
号
の
五
」
を
「
第
二
十
七
号
の
六
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
三
項
第
二
十
七
号
の
五
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一
一
十
七
の
六
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
（
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律

第
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
経
費
の
配
分
計
画
に
関
す
る
こ
と
。
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法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

す
る
一
環
と
し
て
、
真
に
支
援
が
必
要
な
低
所
得
者
世
帯
の
者
に
対
し
、
社
会
で
自
立
し
、
及
び
活
躍
す
る
こ
と
が
で
き
る
豊

か
な
人
間
性
を
備
え
た
創
造
的
な
人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
必
要
な
質
の
高
い
教
育
を
実
施
す
る
大
学
等
に
お
け
る
修
学
に
係

る
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
学
資
の
支
給
及
び
授
業
料
等
の
減
免
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の

我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
少
子
化
の
進
行
及
び
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
重
要
性
に
鑑
み
、
総
合
的
な
少
子
化
対
策
を
推
進

理
由
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